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第１章 計画の概要 
 

１ 計画の背景と趣旨 

 

日本の人口は，平成25年10月1日現在，1億2,730万人と平成23年から３年連続減少して

います。しかしながら，高齢者数は増加しており，過去最高の3,190万人（前年3,079万

人）で，高齢化率は25.1％（前年24.1％）と，いわゆる「超高齢社会」となっています。 

また，現在は，いわゆる団塊の世代（昭和22年～昭和24年生まれ）が65歳を迎えたこ

とにより，元気な高齢者が多数地域社会に戻り，活躍している状況ですが，この世代が

75歳以上になる2025年（平成37年）には，介護や支援のニーズの急増が予想されます。

加えて，認知症高齢者，ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加も見込まれてい

ます。 

本市においても，総人口が緩やかな減少傾向を示している一方で，65歳以上の高齢者

人口は年々増加しており，高齢化率は平成26年10月１日現在26.8％に達し，そのうち後

期高齢化率は12.8％（住民基本台帳）で，今後も上昇し続けることが見込まれます。ま

た，寝たきりや認知症等の要介護者も増加しており，平成26年8月１日現在の要支援・

要介護者数（第１号被保険者）は3,086人，認定率（65歳以上の高齢者に占める要介護・

要支援認定者の割合）は14.7％となっています。 

 

平成12年４月に介護を必要とする高齢者等を社会全体で支えるシステムとして，介護

保険制度はスタートし定着してきました。そして，平成18年には，大きな介護保険制度

改革により，在宅重視や介護予防の視点が色濃く打ち出され，地域包括支援センターを

核として，要介護状態になる前の高齢者に対し，事前の対策をとる方針が示され体制も

大きく変化しました。 

そして，このたびの法改正では，今後の人口構造の大きな変化に対応すべく，高齢者

が住み慣れた地域で安心して暮らすためには，既存の介護サービスだけではなく，多様

な社会資源の活用により，医療，介護，予防，住まい，生活支援が一体的に提供される

「地域包括ケア体制」の本格的な構築が求められています。 

 

市では，これまで国や県等の法制度の改正に合わせて，共に支えあい，健やかに暮ら

せるまちづくりを着実に推進してきました。 

本計画は，平成24年度から取り組んできた第５期計画が平成26年度で終了することを

受け，今後３年間の高齢者福祉施策及び介護保険事業について取り組むべき事項を定め

るものです。 

本計画を策定することにより，団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）の高

齢者の状況やサービスの中長期的な水準等を見据えて，総合的かつ体系的に整理し，高

齢者の福祉や介護の課題に対応することを目指します。 
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２ 高齢者を取り巻く各種制度の変化 

 

 ■介護保険法の改正（平成18年４月施行）■ 

（１）予防重視型システムヘの転換 

① 介護予防を重視した新予防給付の創設 

要介護状態等の軽減や重度化防止に効果的な，軽度者（要支援１・２）の人を対象とする，

新たな予防給付が創設されました。 

② 地域支援事業の創設 

要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした，効果的な介護予防事業が，「地域

支援事業」として，介護保険制度に新たに位置づけられました。 

（２）新たなサービス体系の確立 

① 地域密着型サービスの創設 

住み慣れた地域で，地域の特性に応じた多様で，柔軟なサービス提供が可能となるよう，

「地域密着型サービス」が創設されました。 

② 「地域包括支援センター」の創設 

地域における 

(ア) 総合的な相談や支援機能・権利擁護 

(イ) 介護予防ケアマネジメント 

(ウ) 包括的・継続的ケアマネジメント 

等を担う「地域包括支援センター」の設置が，市町村に義務付けられました。 

③ 居住系サービスの充実 

有料老人ホームとケアハウスのみだった特定施設入居者生活介護の給付対象施設の種類が

拡大されました。 

また，外部サービス利用型の仕組みが活用できるようになりました。 

（３）サービスの質の確保・向上 

① 介護サービス情報の公表の義務付け 

介護サービス事業者に事業者情報の公表が義務付けられました。 

② 事業者規制の見直し 

介護サービス事業者指定の更新制(６年ごと)が導入されるなど，事業者規制が強化されました。 

③ 介護支援専門員の見直し 

介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格の更新制(５年ごと)が導入され，研修が義務化さ

れました。 

（４）保険料の負担の在り方・制度運営の見直し 

① 第1号被保険者保険料（65歳以上）の見直し 

現行の保険料区分の第２段階を細分化し，合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円

以下の方を対象とした，新第２段階の保険料が設定できるようになり，低所得者への配慮が

行われました。 

② 要介護認定の見直し 

介護サービス事業者による申請代行，認定調査が見直され，特に新規の認定時には，原則

保険者である市町村が認定調査を実施することになりました。 

③ 市町村の保険者機能の強化 

地域密着などの事業所については，保険者である市町村が直接立ち入り調査できる権限が，

付与されました。 
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 ■高齢者に対する虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

  （高齢者虐待防止法 平成18年４月施行）■ 

この法律は，高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり，高齢者の尊厳の保持のためには高齢者に

対する虐待を防止することが極めて重要であるということから，高齢者虐待の防止に関する国等の

責務，高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置，養護者の負担軽減などの養護者に

対する支援の措置等が定められました。高齢者虐待の防止や養護者支援の促進，そのことにより

高齢者の権利利益の擁護を目指すものとして平成18年4月から施行されました。 

 

 

 ■高齢者の医療の確保に関する法律（平成20年５月施行）■ 

（１）療養病床の再編成 

平成18年の医療制度改革において，医療費の適正化を推進するための計画(医療費適正化計画）

に関する制度が創設されました。医療費適正化計画において，国民の健康の保持の推進及び医療

の効率的な提供の推進に関する目標を定めることとされました。特に，医療の効率的な提供に

関しては，慢性期段階に着目し，療養病床のうち，医療の必要性の低い高齢者が入院する病床を

介護保険施設等に転換することを中心に据えて，医療機関における入院期間の短縮を図るため，

国は療養病床の病床数に関する数値目標を設定し，療養病床の再編成を進めることとしましたが，

医療療養病床の再編の考え方の見直しが迫られる状況となっています。 

 

（２）医療制度改革に伴う市町村健診・保健事業の再編 

医療制度の改革において，「老人保健法」の改正により，これまで市町村が担ってきた健診

事業などは，実施主体や内容が大きく見直されました。 

「高齢者の医療の確保に関する法律」により，平成20年４月からメタボリックシンドロームに

着目した「特定健康診査」・「特定保健指導」の実施が医療保険者に義務付けられました。 

また，75歳以上の高齢者については，都道府県が設置する後期高齢者医療広域連合が，健康診

査を実施（努力義務）することになりました。 

さらに，市町村は，「健康増進法」に基づきがん検診や歯周疾患検診などを実施することとな

りました。 

 

 

 

 ■高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正（平成23年２月閣議決定）■ 

高齢者の居住の安定を確保するため，バリアフリー構造等を有し，介護・医療と連携して，高

齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設等が行わ

れました。 
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  ■介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部改正（平成23年６月成立）■ 

高齢者が地域で自立した生活を営めるよう，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが

切れ目なく，有効的かつ一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取り組み

を進めることとなりました。 

（１）医療と介護の連携の強化等 

① 医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援（地

域包括ケア）を推進する必要性が盛り込まれました。 

② 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定する必要

性が盛り込まれました。 

③ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう，地域密着型サービスに「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護」及び「複合型サービス」が追加されました。 

④ 「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設され，保険者の判断で，介護予防及び配食・安

否確認などの日常生活支援のための施策を総合的・一体的に行うことができるようになりまし

た。 

⑤ 介護療養病床の廃止期限（平成24年３月末）が，６年延長され平成29年度末となりました。

（新たな指定は行わない。） 

（２）介護人材の確保とサービスの質の向上 

① 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施が可能となりまし

た。 

② 介護福祉士の資格取得方法の見直し（平成24年４月実施予定）が延期されました。 

③ 介護事業所における労働法規の遵守を徹底，事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準

法等違反者が追加されました。 

④ 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しが実施されるこ

とになりました。 

（３）高齢者の住まいの整備等 

① 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定が追加されました。 

 ※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進 

  （高齢者住まい法の改正） 

（４）認知症対策の推進 

① 市民後見人の育成及び活用など，市町村における高齢者の権利擁護を推進する必要性が盛り

込まれました。 

② 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む必要がで

ました。 

（５）保険者による主体的な取り組みの推進 

① 介護保険事業計画と医療サービス，住まいに関する計画との調和を確保する必要性が盛り込

まれました。 

② 地域密着型サービスについて，公募・選考による指定が可能となりました。 

（６）保険料の上昇の緩和 

① 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し，介護保険料の軽減等に活用することになりました。 

② 第５期保険料については，保険者の判断で，保険料負担段階第３・第４段階の所得区分を細

部化することが可能になりました。 

【施行日】 

    （１）⑤，（２）②については公布日施行。その他は平成24年４月１日施行。 
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  ■持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 

（社会保障制度改革プログラム法）（平成25年12月成立）■ 

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため，少子化対策，医療・介

護，年金の各分野の改革の検討課題と法案提出の目途，措置を講ずべき時期を定めた法律です。 

同時に，総理及び関係閣僚から成る社会保障制度改革推進本部や有識者から成る社会保障制度

改革推進会議を設置し，医療法，介護保険法に関する法案を順次提出し，改革を推進する仕組み

を整えました。 

 

 ■地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律 

（地域医療・介護総合確保推進法）（平成26年６月成立）■ 

社会保障制度改革プログラム法に基づく措置として，効率的かつ質の高い医療提供体制を構築

するとともに，地域包括ケアシステムを構築することを通じ，地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するため，医療法，介護保険法等の関係法律について所要の整備等ための法律で

す。 

（１）新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介護施設整備促進法等関係） 

① 都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業（病床の機能分化・連携，在宅医療・介護

の推進等）のため，消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置 

② 医療と介護の連携を強化するため，厚生労働大臣が基本的な方針を策定 

（２）地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保（医療法関係） 

① 医療機関が都道府県知事に病床の医療機能（高度急性期，急性期，回復期，慢性期）等を報

告し，都道府県は，それをもとに地域医療構想（ビジョン）（地域の医療提供体制の将来のあ

るべき姿）を医療計画において策定 

② 医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け 

（３）地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介護保険法関係） 

① 在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ，全国一律の予防給付(訪問

介護・通所介護)を地域支援事業に移行し，多様化 

② 特別養護老人ホームについて，在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点

化 

③ 低所得者の保険料軽減を拡充 

④ 一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割へ引上げ（ただし，月額上限あり） 

⑤ 低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 

（４）その他 

① 診療の補助のうちの特定行為を明確化し，それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 

② 医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ 

③ 医療法人社団と医療法人財団の合併，持分なし医療法人への移行促進策を措置 

④ 介護人材確保対策の検討（介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度

に延期） 

【施行日】 

    公布日。ただし，医療法関係は平成26年10月以降，介護保険法関係は平成27年４月以降など，

順次施行。 
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３ 計画の性格と位置づけ 

 

（１）法令等の根拠 

本計画は，『老人福祉法』＊１（第20条の８）の規定に基づく「高齢者福祉計画」及び

『介護保険法』＊２（第117条）の規定に基づく「介護保険事業計画」を，一体的に策定

するものです。 

 

  ＊1 老人福祉法（抜粋） 

第20条の８第１項  市町村は，老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人

福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）

を定めるものとする。 

第20条の８第７項  市町村老人福祉計画は，介護保険法第117条第１項に規定する市町村介護保

険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。 

 

  ＊2 介護保険法（抜粋） 

第117条第１項  市町村は，基本指針に即して，３年を１期とする当該市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）

を定めるものとする。 

第117条第４項 市町村介護保険事業計画は，老人福祉法第20条の８第１項に規定する市町村老

人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。 

 

（２）計画の性格 

高齢者福祉計画は，すべての高齢者を対象とした高齢者福祉事業の総合的な計画

です。 

昭和22年から昭和24年に生まれた，いわゆる「団塊の世代」が75歳以上高齢者とな

る平成37年（2025年）に向け，本市の実情に合った地域包括ケアシステムを構築する

ことを目指し，前期の計画までに進めてきた地域包括ケアシステムの実現に向けた施

策を発展させ，在宅医療・介護連携の推進等の新しい地域支援事業や新しい総合事業

に積極的に取り組み，「地域包括ケア計画」として位置づけ，市民，事業者，行政が一

体となった地域づくり，まちづくりを本格的に進める計画です。 

また，介護保険事業計画は，利用者が自らの選択により保健・医療・福祉にわたる

総合的な介護サービスが受けられるよう，今後３年間の年度毎に必要なサービス量と

その費用を見込みます。 
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（３）関連諸計画との位置づけ 

笠間市の高齢者保健福祉に関する総合的計画として，本市の特性を踏まえるとともに，

上位計画である「笠間市総合計画」と整合性を図り策定した計画です。 

また，本市の地域福祉計画をはじめ，障害者計画・障害福祉計画等の関連計画と

関係性を保持するものとします。 

さらに，茨城県高齢者福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画である「いばらき

高齢者プラン21［第６期］」とも整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宮城県高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画 

 

 

 

茨城県高齢者福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画 

（いばらき高齢者プラン21［第６期］） 

 

 
 ◎ 老人福祉法に基づく計画 

 ◎ 高齢者保健福祉施策に関する総合計画 

 

 

高齢者福祉計画 

 
 ◎ 介護保険法に基づく計画 

 ◎ 保険給付の円滑な実施に関する計画 

    ※ 予防給付及び介護給付等対象サービスの見込量 

    ※ サービス見込量確保のための方策 

  ※ 日常生活圏域における地域密着型サービスに係

る必要利用定員総数 

  ※ 地域支援事業の見込量及び費用見込み 

    ※ 介護保険事業の費用見込み 

                      など 

介護保険事業計画 

笠 間 市 総 合 計 画 

子ども・子育て 

支援事業計画 

障害者計画 

障害福祉計画 

笠間市地域福祉計画 笠間市健康づくり計画 

（食育推進計画 内包） 
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４ 計画の期間 

 

本計画は，平成27年度から平成29年度までの３か年計画とします。 

また，いわゆる「団塊の世代」が75歳以上高齢者となる平成37年（2025年）に向け，

本市の実情に合った地域包括ケアシステムを構築することを目指し中長期的な視点に

立って，本計画期間内の各種施策を展開していきます。 

 

第３期 第４期 第５期 第６期 第７期  第９期 

平成 

18年度 

平成 

19年度 

平成 

20年度 

平成 

21年度 

平成 

18年度 

平成 

19年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

 平成 

36年度 

平成 

37年度 

平成 

38年度 

                   

                   

 

 

 

 

 

※ 第１期（平成12年～平成14年度），第２期（平成15年度～17年度）は，省略しています。 

 

 

 

 

 

  

＜第４期計画＞  

＜第３期計画＞ 

＜第５期計画＞  

＜第６期計画＞  

平成37年度までの中長期的見通し 平成26年度までの目標設定 

 団塊世代が 

65歳に 

 団塊世代が 

75歳に 
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５ 計画の策定体制 

 

（１）策定委員会の設置・開催 

計画の策定にあたっては，「高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」を設置

して開催し，計画について審議を重ねました。 

委員は，様々な見地からの意見を反映できるよう，保健医療関係者，学識経験者，

福祉関係者，被保険者代表，サービス利用者代表等の合計14人で編成しました。 

（委員名簿は133ページ参照） 

（２）高齢者福祉総合調査及びパブリック・コメントの実施 

計画を策定するにあたり，市民の日常生活の状況や健康状態，保健福祉事業・介護

保険事業に関する意見などを伺い，計画づくりの参考資料とするため日常生活圏域

ニーズ調査及びパブリック・コメント（募集期間：平成●年●月●日～平成●年●月

●日）を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック・コメント実施後に記載 
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13 

 

 

第２章 高齢者の現状 
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第２章 高齢者の現状 
 

１ 人口と世帯 

（１）総人口と65歳以上の人口の状況 

笠間市の総人口は，平成12年に82,358人でしたが，減少傾向にあり，平成24年で８

万人を下回り，平成26年10月現在78,637人となっています。一方，65歳以上の人口は

微増し続け，高齢化率（総人口に対する65歳以上の人口の割合）は平成25年で25.8％

と４人に１人が高齢者となり，平成26年で26.8％となっています。（図表１，図表２） 

高齢化率を日常生活圏域別でみると，笠間地区と岩間地区で高く，平成26年には29％

前後となっています。（図表３） 

また，65歳以上の人口(65～74歳・75歳以上)の推移からは，65～74歳の人口も75歳

以上の人口も共に増加傾向がみられますが，特に，75歳以上の人口の伸びが大きいこ

とをみることができます。なお，平成23年には，75歳以上の人口が65～74歳の人口を

上回りました。しかし，団塊の世代が高齢者への仲間入りをはじめた平成24年以降は，

再び，65～74歳の人口の方が75歳以上人口よりも多く推移しています。（図表４） 

なお，高齢化率は，茨城県及び全国とも年々上昇していますが，それらよりも本市

は高い水準で推移しています。（図表５） 

 

図表１ 総人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 平成24年７月９日に住民基本台帳法が改正され，外国人の方も住民基本台帳の適用対象となりました。 

  そのため，平成24年以降は，外国人人口を含みます（以下，同様）。 

 

資料 平成12年及び平成17年は国勢調査 

平成18年以降は住民基本台帳人口（10月１日現在） 
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図表２ 本市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料 平成12年及び平成17年は国勢調査 

平成18年以降は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

 

 

図表３ 日常生活圏域別高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成12年及び平成17年は国勢調査 

平成18年以降は住民基本台帳人口（10月１日現在） 
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図表４ 65歳以上人口（65～74歳・75歳以上）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成12年及び平成17年は国勢調査 

平成18年以降は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

 

 

図表５ 高齢化率の比較（笠間市，茨城県，全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 笠間市：平成12年及び平成17年は国勢調査 

                        平成18年以降は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

                    茨城県：平成12年，平成17年及び平成22年は国勢調査 

                        平成18年以降（平成22年を除く）は，常住人口調査（10月１日現在） 

                    全 国：平成12年，平成17年及び平成22年は国勢調査 

                        平成18年以降（平成22年を除く）は， 

総務省 人口推計月報（10月１日現在） 
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（２）世帯の状況 

一般総世帯数は，平成22年で27,889世帯となり，平成17年から1,040世帯増加しまし

た。 

その中で，高齢者のいる世帯の推移をみると，一般総世帯数よりも大きく伸びて

おり，特に，高齢者単身世帯（＝高齢者のひとり暮らし世帯）と高齢者夫婦世帯が，

大きく増加していることが分かります。（図表６） 

このことを日常生活圏域別でみると，高齢者単身世帯（＝高齢者のひとり暮らし

世帯）は友部地区で特に大きく伸びていることが分かります。（図表７） 

 

図表６ 世帯の推移 

（ ）内単位 

 
平成17年 平成22年 

対H17年増減数 

《増減率》 

一般総世帯数（世帯） ２６,８４９ ２７，８８９ 1,040  《3.9%》 

一般世帯人員（人） ８０,１７８ ７８，０８３ ▲2,095《▲2.6%》 

一世帯あたり人員（人） ２.９９ ２．８０  ▲0.19《▲6.4%》 

高齢者のいない世帯（世帯） １５,４５４ １５，２９３ ▲161《▲1.0%》 

高齢者のいる世帯総数（世帯） １１,３９５ １２，５９６ 1,207 《10.5%》 

 高齢者単身世帯（世帯） ※ １,５９９  ２，０８４ 485 《30.3%》 

 対高齢者世帯比（％） １４.０ １６．５   

 高齢者夫婦世帯（世帯） ※ ２,２８０  ２，９４８ 668 《29.3%》 

 対高齢者世帯比（％） ２０.０ ２３．４   

 高齢者のいるその他の世帯（世帯） ７,５１６ ７，５６４ 48  《0.6%》 

 対高齢者世帯比（％） ６６.０ ６０．１   

 

 ※ 国勢調査における世帯の種類には，一般世帯と施設等の世帯があります。このうち，世帯の家族類型を算出する

基となっているのは一般世帯です。そのため，一般世帯人員と市の総人口は異なります。 

 ※ 高齢者単身世帯とは，65歳以上の方一人のみの一般世帯です。 

 ※ 高齢者夫婦世帯とは，夫65歳以上，妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯です。 

 

資料 国勢調査 
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図表７ 日常生活圏域別世帯の推移 

（ ）内単位 

 

笠間地区 友部地区 岩間地区 

平成 

17年 

平成 

22年 

対H17 

《増減率》 

平成 

17年 

平成 

22年 

対H17 

《増減率》 

平成 

17年 

平成 

22年 

対H17 

《増減率》 

一般総世帯数（世帯） 9,505 9,537 0.3 12,136 13,043 7.5 5,208 5,309 1.9 

一般世帯人員（人） 29,269 27,201 ▲7.1 34,815 35,247 1.2 16,094 15,635 ▲2.9 

一世帯あたり人員（人） 3.08 2.85  ▲7.5 2.87 2.70  ▲5.9 3.09 2.94  ▲4.9 

高齢者のいない世帯（世帯） 4,810 4,589 ▲4.6 7,902 8,091 2.4 2,742 2,613 ▲4.7 

高齢者のいる世帯総数（世帯） 4,695 4,948 5.4 4,234 4,952 17.0 2,466 2,696 9.3 

 高齢者単身世帯（世帯）※ 702 884 25.9 579 815 40.8 318 385 21.1 

 対高齢者世帯比（％） 15.0 17.9  13.7 16.5  12.9 14.3  

 

 ※ 国勢調査における世帯の種類には，一般世帯と施設等の世帯があります。このうち，世帯の家族類型を算出する

基となっているのは一般世帯です。そのため，一般世帯人員と市の総人口は異なります。 

 ※ 高齢者単身世帯とは，65歳以上の方一人のみの一般世帯です。 

  

 

資料 国勢調査 
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２ 健康状態 

 

（１）健康診査の受診状況 

健康診査は，がん，心臓病，脳卒中などの生活習慣病の早期発見・早期治療及び

生活改善を目的として実施している事業です。平成20年度からは，健診制度の改正に

より，基本健康診査は「特定健康診査」や「高齢者健康診査」として実施し，各種が

ん検診は健康増進法により実施しています。 

「特定健康診査」の受診率は，平成20年から平成21年は33％台でしたが，平成22年

は37.8％に増加し，その後30％台後半で推移しています。 

そのほか，各種がん検診では，胃がん検診が平成24年以降で10％を超えるようにな

り，肺がん検診が平成21年から平成23年で40％を下回っていましたが，平成24年以降

で再び40％を超えるようになりました。また，大腸がん検診も，近年は増加傾向にあ

り，平成25年で20.4％となっています。（図表８，図表９） 

 

図表８ 健康診査の受診状況 

（ ）内単位 

 
平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

受
診
者
数
（
人
） 

基本健康診査 10,655 10,073 － － － － － － 

 
特定健診 

（40歳～74歳） 
－ － 5,852 5,849 6,656 6,358 6,630 6,595 

 
高齢者健康診査

（75歳以上） 
－ － 2,517 2,299 2,052 2,033 2,046 2,091 

胃がん 2,587 2,399 2,103 2,051 1,917 2,005 2,445 2,515 

子宮がん 1,479 1,682 1,795 2,430 2,432 2,381 2,311 2,152 

肺がん 10,452 9,878 9,496 8,958 8,763 8,502 8,899 9,045 

乳がん 1,475 1,550 1,722 2,508 2,401 2,404 2,185 2,140 

大腸がん 3,415 3,289 2,968 2,808 3,709 4,107 4,278 4,449 

受
診
率
（
％
） 

基本健康診査 44.2 41.3 － － － － － － 

 
特定健診 

（40歳～74歳） 
－ － 33.4 33.3 37.8 35.3 36.7 36.6 

 
高齢者健康診査

（75歳以上） 
－ － 27.6 24.5 21.5 21.1 21.3 22.7 

胃がん 10.7 9.8 9.0 8.7 8.2 9.2 11.2 11.5 

子宮がん 14.4 20.7 9.6 13.1 13.1 14.3 13.9 13.0 

肺がん 43.3 40.5 40.5 38.2 37.3 39.0 40.8 41.5 

乳がん 13.9 16.6 10.2 14.8 14.2 15.8 14.4 14.1 

大腸がん 14.2 13.5 12.6 12.0 15.8 18.8 19.6 20.4 

 

 ※ 各種がん検診の受診率を算定するに当たっては，平成20年から国勢調査の人口を基に算定しています。 

 ※ 平成20年から，対象者が20歳以上に拡大されました。 

資料 保健衛生統計年報 
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図表９ 各種検診の受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 保健衛生統計年報 

 

 

（２）主要死因 

笠間市の主要死因は，いわゆる３大生活習慣病といわれる「悪性新生物」，「脳血管

疾患」，「心疾患」が上位３位を占めています。 

なお，全国的には，高齢社会の特徴として，平成23年以降「肺炎」の順位が３位と

なり，「脳血管疾患」との順位が入れ替わっています。（図表10） 

 

図表10 主要死因の推移 

（単位：人） 

 平成 

16年 

平成 

17年 

平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

悪性新生物 ２１２ １９６ ２１８ ２１６ ２４６ ２３７ ２１７ ２３１ ２３７ 

心疾患 ９０ １１４ １２３ １２６ １３７ １２０ １０９ １４３ １４４ 

脳血管疾患 １０９ １２３ １１９ １３５ １１１ １４４ １４７ １３３ １２８ 

肺炎 ５３ ７８ ８４ ７４ ６７ ８３ ８８ ８５ ８３ 

不慮の事故 ２６ ４３ ３４ ４０ ３７ ３２ ３１ ３３ ３４ 

※心疾患は高血圧を除く 

資料 保健衛生統計年報 
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18,716 18,915 19,026 
19,634 
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65歳以上人口

要支援・要介護認定者数（第１号被保険者数）

要支援・要介護認定者数（第２号被保険者数）

要支援・要介護認定率

（人） （％）

３ 要支援・要介護者の状況 

（１）要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

笠間市の要支援・要介護認定者数（第１号被保険者）は，年々微増しており，平成

25年10月以降は14％台で推移しています。 

また，平成21年10月から平成22年10月にかけては，要介護２・要介護３の占める割

合が高くなっていましたが，平成23年10月以降は要介護１・要介護２の占める割合が

高く，特に，要介護１の増加幅が大きくなっています。（図表11，図表12） 

 

図表 11 要支援・要介護認定者数及び認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 要支援・要介護認定率は，要支援・要介護認定者数（第１号被保険者数）÷65歳以上の人口（住民基本台帳人口）

を用いて算出しています。 

資料 介護保険事業状況報告（９月分） 

 

図表12 要支援・要介護度別認定者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 介護保険事業状況報告（９月分） 

228 272 218 209 233 257 

375 300 305 318 352 374 

403 431 464 511 
594 613 

436 474 533 566 
608 626 

436 472 445 
455 

477 
493 359 363 388 

404 

431 
446 

268 
303 357 

358 

389 
387 

2,505 
2,615 

2,710 
2,821 

3,084 
3,196 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成21年10月 平成22年10月 平成23年10月 平成24年10月 平成25年10月 平成26年10月

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（人）



―23― 

（２）要支援・要介護認定者数の第５期推計と実績比較 

本計画は，見直す際に要支援・要介護者数の推計を行い，翌３年間の事業見込みを

立てます。 

本市の現計画の中で，特に，要支援２及び要介護１・要介護２が平成24年度から

平成26年度までの３年間を通じて，第５期推計よりも実績が多い傾向がみられます。

（図表13） 

 

図表13 要支援・要介護度別認定者数の第５期推計と実績 

（単位：人） 

 平成24年度（10月１日） 平成25年度（10月１日） 平成26年度（10月１日） 

第５期 

推計 
実績 

対推計

比 

第５期 

推計 
実績 

対推計

比 

第５期 

推計 
実績 

対推計

比 

要支援１ 238 209 87.8 250 233 93.2 262 257  98.1  

要支援２ 313 318 101.6 319 352 110.3 324 374  115.4  

要介護１ 478 511 106.9 490 594 121.2 499 613  122.8  

要介護２ 560 566 101.1 581 608 104.6 597 626  104.9  

要介護３ 469 455 97.0 488 477 97.7 504 493  97.8  

要介護４ 411 404 98.3 428 431 100.7 441 446  101.1  

要介護５ 373 358 96.0 386 389 100.8 395 387  98.0  

合  計 2,842 2,821 99.3 2,942 3,084 104.8 3,022 3,196 105.8  

 

資料 介護保険事業状況報告（９月分） 
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４ 介護予防の状況 

（１）介護予防事業 

介護予防事業は介護給付費の３％の範囲内で，地域支援事業を実施しております。 

その中で，特に，要支援・要介護状態になることを防ぐための施策として，介護

予防事業が重視されました。 

  

① 一次予防事業(一次予防対象者) 

元気な高齢者が自ら介護予防に取り組めるよう，健康教育等を保健センターや地

域包括支援センターが中心となって行っています。 

年々開催回数を増やすことによって，多くの方が参加できる機会をつくり，取組

を充実させてきました。 

    ○一次予防事業 （単位：回，人） 

 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

開催 

回数 

参加 

者数 

開催 

回数 

参加 

者数 

開催 

回数 

参加 

者数 

開催 

回数 

参加 

者数 

開催 

回数 

参加 

者数 

健康教育等 72 1,501 72 1,564 85 1,452 93 1,721 127 2,155 

相談会等 246 1,300 128 1,117 120 1,162 109 955 112 896 

介護予防 

参加者数 
189 1,699 1,064 13,649 1,740 20,264 2,051 25,990 1,892 29,668 

※ 平成22年８月に「地域支援事業実施要綱」が改正されたため，平成22年度の数値はそれ以前と傾向が異なる。 

※ 平成23年度からはいきいきふれあい通所者を含んだ人数である。 

 

② 二次予防事業施策 

平成24年度以降，生活機能評価をより多くの高齢者の方に実施することにより，

要支援・要介護状態に陥る前に介護予防が必要とされる高齢者（二次予防対象者）

を多く把握してきました。 

このことにより通所型の介護予防事業として運動教室や認知症予防教室などの実

施内容を充実し，積極的に参加を促したことにより，延参加者数も増加しています。 

    ○ 介護予防事業 （単位：人） 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

生活機能評価対象者数 5,533 5,360 5,238 16,609 16,870 

二次予防対象者数 416 561 563 3,782 3,305 

通所型

介護予防延参加者数 
729 677 3,273 9,664 10,884 

    ※ 生活機能評価については日常生活の機能を確認するために行う調査。P32参照 
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（２）指定介護予防支援事業 

地域包括支援センターの職員が中心となって，介護予防ケアプランを作成するほか，

利用者が安心して，介護予防サービスを利用できるよう支援します。 

 

    ○ 要支援１･２の方へのケアプラン作成実績件数         （単位：件） 

 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

笠間地区 2,226 2,093 1,729 

友部地区 1,780 1,824 1,678 

岩間地区 1,033 1,014 943 

計 5,039 4,931 4,350 

 

 平成24年度 平成25年度 

包括直営 2,538 2,479 

委  託 1,783 2,015 

  計 4,321 4,494 

※平成23年度までは３事業所でそれぞれ計上していたが，平成24年８月１日より地域包括支援センターが統一

されたことにより，直営分と委託分に記載を変更している。 
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５ 介護保険サービスの利用状況 

（１）介護保険サービス利用件数の推移 

介護保険サービス利用件数は，要支援・要介護認定者が増加している背景と相まって，

平成24年度から平成25年度にかけて多くのサービスで増加しています。その中でも，

訪問リハビリテーション，通所介護，福祉用具貸与，特定施設入居者生活介護の伸び

率が高くなっています。（図表14） 

 

図表14 介護保険サービス利用件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 実績が全くない欄は，－で表示しています。 
 

資料 介護保険事業状況報告 

平成24年度

（件）

平成25年度

（件）

H24→H25

伸び率（％）

平成24年度

（件）

平成25年度

（件）

H2４→H25

伸び率（％）

平成24年度

（件）

平成25年度

（件）

H24→H25

伸び率（％）

10,081 10,506 104.2 43,708 47,217 108.0 53,789 57,723 107.3

2,105 2,024 96.2 7,791 8,173 104.9 9,896 10,197 103.0

訪問介護 1,773 1,724 97.2 4,050 4,415 109.0 5,823 6,139 105.4

訪問入浴介護 - - - 569 559 98.2 569 559 98.2

訪問看護 265 268 101.1 2,154 2,151 99.9 2,419 2,419 100.0

訪問リハビリテーション 12 7 58.3 75 119 158.7 87 126 144.8

居宅療養管理指導 55 7 12.7 943 929 98.5 998 936 93.8

2,592 2,851 110.0 11,388 12,517 109.9 13,980 15,368 109.9

通所介護 1,834 2,161 117.8 8,872 9,977 112.5 10,706 12,138 113.4

通所リハビリテーション 758 690 91.0 2,516 2,540 101.0 3,274 3,230 98.7

短期入所サービス 25 34 136.0 2,421 2,306 95.2 2,446 2,340 95.7

短期入所生活介護 21 28 133.3 2,006 1,950 97.2 2,027 1,978 97.6

短期入所療養介護

（介護老人保健施設） 3 6 200.0 403 342 84.9 406 348 85.7

短期入所療養介護

（介護療養型医療施設） 1 - - 12 14 116.7 13 14 107.7

1,079 1,159 107.4 7,630 8,528 111.8 8,709 9,687 111.2

福祉用具貸与 988 1,066 107.9 7,314 8,220 112.4 8,302 9,286 111.9

福祉用具購入費 39 54 138.5 187 184 98.4 226 238 105.3

住宅改修費 52 39 75.0 129 124 96.1 181 163 90.1

50 35 70.0 476 549 115.3 526 584 111.0

4,230 4,403 104.1 14,002 15,144 108.2 18,232 19,547 107.2

85 62 72.9 2,442 2,451 100.4 2,527 2,513 99.4

- - - - - -

- - - - - -

10 3 30.0 340 328 96.5 350 331 94.6

53 41 77.4 592 564 95.3 645 605 93.8

22 18 81.8 1,510 1,559 103.2 1,532 1,577 102.9

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

施設サービス - - - 7,668 8,028 104.7 7,668 8,028 104.7

介護老人福祉施設 - - - 3,760 3,812 101.4 3,760 3,812 101.4

介護老人保健施設 - - - 3,688 4,048 109.8 3,688 4,048 109.8

介護療養型医療施設 - - - 220 168 76.4 220 168 76.4

総計 10,166 10,568 104.0 53,818 57,696 107.2 63,984 68,264 106.7

複合型サービス

介護予防支援・居宅介護支援

通所サービス

福祉用具・住宅改修サービス

特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型

特定施設入居者生活介護

地域密着型（介護予防）サービス

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

訪問サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型

介護老人福祉施設入居者生活介護

介護給付 合計予防給付

居宅（介護予防）サービス
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（２）介護保険サービス給付費の推移 

介護保険サービス給付費は，介護保険サービス利用件数が増加しているのと同様に，

平成24年度から平成25年度にかけて多くのサービスで増加しています。おおむね利用

件数と同様のサービスの伸び率が高くなっていますが，利用件数・給付費の少ない短

期入所療養介護（介護療養型医療施設）や介護老人保健施設の伸び率も高くなってい

ます。（図表15） 

 

図表15 介護保険サービス給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 実績が全くない欄は，－で表示しています。 

資料 介護保険事業状況報告 

平成24年度

（百万円）

平成25年度

（百万円）

H24→H25

伸び率（％）

平成24年度

（百万円）

平成25年度

（百万円）

H2４→H25

伸び率（％）

平成24年度

（百万円）

平成25年度

（百万円）

H24→H25

伸び率（％）

165.9 174.0 104.9 1,738.9 1,890.4 108.7 1,904.8 2,064.4 108.4

40.9 41.0 100.2 331.7 337.8 101.9 372.6 378.9 101.7

訪問介護 32.7 33.4 102.2 197.2 202.7 102.8 229.9 236.1 102.7

訪問入浴介護 - - - 29.4 29.6 100.6 29.4 29.6 100.6

訪問看護 7.7 7.4 96.8 95.5 94.4 98.8 103.2 101.9 98.7

訪問リハビリテーション 0.2 0.1 - 2.3 3.8 165.4 2.5 4.0 157.1

居宅療養管理指導 0.3 0.0 12.5 7.2 7.3 100.8 7.6 7.3 96.8

90.0 98.5 109.5 813.2 918.6 113.0 903.2 1,017.1 112.6

通所介護 60.0 70.4 117.4 647.6 744.4 115.0 707.5 814.9 115.2

通所リハビリテーション 30.0 28.1 93.6 165.6 174.1 105.1 195.7 202.2 103.4

短期入所サービス 0.8 1.3 161.1 199.8 202.2 101.2 200.6 203.5 101.4

短期入所生活介護 0.6 1.1 167.2 167.1 174.6 104.5 167.7 175.7 104.8

短期入所療養介護

（介護老人保健施設） 0.1 0.2 200.5 32.0 26.2 81.9 32.1 26.4 82.2

短期入所療養介護

（介護療養型医療施設） 0.0 - - 0.8 1.4 187.8 0.8 1.4 176.7

11.0 10.2 92.6 111.3 118.1 106.2 122.3 128.3 104.9

福祉用具貸与 5.7 6.0 105.2 95.5 102.9 107.7 101.2 108.9 107.6

福祉用具購入費 0.8 1.0 128.9 4.5 4.1 91.1 5.3 5.1 96.8

住宅改修費 4.5 3.1 69.9 11.3 11.2 98.7 15.8 14.3 90.6

5.3 4.3 81.7 86.0 99.8 116.0 91.3 104.1 114.0

18.0 18.7 104.3 196.9 213.9 108.6 214.8 232.6 108.3

8.5 6.5 76.2 503.6 516.2 102.5 512.1 522.7 102.1

- - - - - -

- - - - - -

0.3 0.2 51.9 30.4 31.9 104.8 30.7 32.1 104.3

3.4 2.3 68.8 110.0 110.3 100.3 113.4 112.6 99.3

4.8 4.0 83.1 363.2 374.1 103.0 367.9 378.0 102.7

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

施設サービス - - - 1,872.5 1,988.1 106.2 1,872.5 1,988.1 106.2

介護老人福祉施設 - - - 888.5 902.1 101.5 888.5 902.1 101.5

介護老人保健施設 - - - 928.9 1,034.0 111.3 928.9 1,034.0 111.3

介護療養型医療施設 - - - 55.1 51.9 94.3 55.1 51.9 94.3

総計 174.4 180.5 103.5 4,114.9 4,394.7 106.8 4,289.3 4,575.2 106.7

予防給付 介護給付 合計

認知症対応型通所介護

訪問サービス

居宅（介護予防）サービス

複合型サービス

介護予防支援・居宅介護支援

通所サービス

福祉用具・住宅改修サービス

特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型

特定施設入居者生活介護

地域密着型（介護予防）サービス

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型

介護老人福祉施設入居者生活介護
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（３）給付費の計画と実績比較 

予防給付費（要支援１～２が利用する介護予防サービスの給付費）の計画と実績を

比較したところ，サービスによって大きくばらつきがみられます。 

ただし，総計をみると，平成24年度，平成25年度は計画に対し，実績が共に約95％

となっています。（図表16） 

 

一方，介護給付費（要介護１以上が利用する介護サービスの給付費）の計画と実績

を比較してみても，サービスによって大きくばらつきはみられます。 

ただし，総計をみると，平成24年度は計画415,118万円に対し，実績411,489万円と，

計画に対して99.1％，平成25年度は計画430,618万円に対し，実績439,472万円と，計

画に対して102.1％と，ほぼ計画どおりとなっています。（図表17） 

このことにより，本市の介護保険事業は，予防・介護事業が共におおむね計画の

適正な範囲内において展開していることが分かります。 
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図表16 予防給付費の計画と実績比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 実績が全くない欄は，－で表示しています。 

資料 介護保険事業状況報告 

計画
（百万円）

実績
（百万円）

対計画比
（％）

計画
（百万円）

実績
（百万円）

対計画比
（％）

173.7 165.9 95.5 181.4 174.0 95.9

40.6 40.9 100.8 42.3 41.0 97.0

訪問介護 33.6 32.7 97.2 35.0 33.4 95.3

訪問入浴介護 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

訪問看護 6.3 7.7 121.3 6.4 7.4 115.3

訪問リハビリテーション 0.1 0.2 161.6 0.3 0.1 54.6

居宅療養管理指導 0.4 0.3 87.1 0.4 0.0 10.5

96.9 90.0 92.9 101.5 98.5 97.1

通所介護 64.8 60.0 92.5 68.0 70.4 103.6

通所リハビリテーション 32.1 30.0 93.6 33.5 28.1 83.9

短期入所サービス 3.0 0.8 25.9 3.3 1.3 38.0

短期入所生活介護 2.2 0.6 29.5 2.4 1.1 44.8

短期入所療養介護 0.8 0.1 16.7 0.9 0.2 20.1

8.8 11.0 124.8 9.1 10.2 111.4

福祉用具貸与 4.9 5.7 117.2 5.0 6.0 119.7

福祉用具購入費 0.8 0.8 95.5 1.0 1.0 108.6

住宅改修費 3.1 4.5 144.8 3.1 3.1 98.9

4.6 5.3 115.7 4.7 4.3 91.7

19.8 18.0 90.9 20.5 18.7 91.3

8.5 8.5 100.3 9.7 6.5 67.1

0.5 0.3 62.3 0.8 0.2 21.6

5.3 3.4 64.6 6.2 2.3 37.8

2.7 4.8 176.5 2.7 4.0 146.7

施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

総計 182.2 174.4 95.7 191.1 180.5 94.5

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型

介護老人福祉施設入居者生活介護

介護予防サービス

小規模多機能型居宅介護

訪問サービス

平成24年度 平成25年度

複合型サービス

認知症対応型共同生活介護

地域密着型

特定施設入居者生活介護

地域密着型介護予防サービス

介護予防支援

通所サービス

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

福祉用具・住宅改修サービス

特定施設入居者生活介護
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図表17 介護給付費の計画と実績比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 実績が全くない欄は，－で表示しています。 

資料 介護保険事業状況報告 

  

計画
（百万円）

実績
（百万円）

対計画比
（％）

計画
（百万円）

実績
（百万円）

対計画比
（％）

1,709.6 1,738.9 101.7 1,783.1 1,890.4 106.0

366.4 331.7 90.5 391.3 337.8 86.3

訪問介護 221.9 197.2 88.9 237.8 202.7 85.3

訪問入浴介護 35.7 29.4 82.5 38.0 29.6 77.8

訪問看護 101.1 95.5 94.5 107.2 94.4 88.1

訪問リハビリテーション 0.9 2.3 269.9 1.3 3.8 297.7

居宅療養管理指導 6.9 7.2 104.8 7.1 7.3 102.6

759.6 813.2 107.1 788.4 918.6 116.5

通所介護 586.1 647.6 110.5 609.7 744.4 122.1

通所リハビリテーション 173.5 165.6 95.4 178.7 174.1 97.4

短期入所サービス 190.4 199.8 104.9 198.9 202.2 101.7

短期入所生活介護 158.0 167.1 105.7 165.7 174.6 105.4

短期入所療養介護 32.4 32.7 100.9 33.2 27.6 83.1

106.5 111.3 104.5 110.8 118.1 106.7

福祉用具貸与 93.4 95.5 102.2 96.9 102.9 106.2

福祉用具購入費 5.1 4.5 87.9 5.3 4.1 76.2

住宅改修費 8.0 11.3 141.5 8.6 11.2 130.7

88.5 86.0 97.2 88.6 99.8 112.7

198.1 196.9 99.4 205.1 213.9 104.3

545.5 503.6 92.3 564.9 516.2 91.4

- - - - - -

- - - - - -

30.1 30.4 101.2 31.1 31.9 102.6

137.4 110.0 80.0 140.7 110.3 78.4

378.0 363.2 96.1 393.1 374.1 95.1

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

施設サービス 1,896.1 1,872.5 98.8 1,958.2 1,988.1 101.5

介護老人福祉施設 884.9 888.5 100.4 935.8 902.1 96.4

介護老人保健施設 931.0 928.9 99.8 942.2 1,034.0 109.7

介護療養型医療施設 80.2 55.1 68.7 80.2 51.9 64.8

総計 4,151.2 4,114.9 99.1 4,306.2 4,394.7 102.1

複合型サービス

平成24年度 平成25年度

居宅サービス

訪問サービス

通所サービス

福祉用具・住宅改修サービス

特定施設入居者生活介護

居宅介護支援

地域密着型サービス

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

地域密着型

介護老人福祉施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型

特定施設入居者生活介護
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６ 高齢者福祉総合調査 

 

（１）調査概要 

 【調査目的】 

平成27年度から平成29年度までを計画期間とする高齢者福祉計画・介護保険事業計

画を策定するに当たり，高齢者等の生活状況及び市の高齢者福祉サービスや介護サー

ビスに対する意見・意向等を把握することを目的として実施しました。 

 

 【調査対象及び対象者数】 
調査対象 規模 

要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者 
無作為抽出 

（1,000人） 

要支援・要介護認定を受けている65歳以上の高齢者 
認定者より無作為抽出 

（1,000人） 

 

 【調査方法】 

郵送による配布・回収 

 

 【調査期間】 

平成26年８月７日～平成26年８月22日 

 

 【回収結果】 

調査対象者 
調査 

対象数（人） 

有効 

回収数（人） 

有効 

回収率（％） 

要支援・要介護認定を受けていない 

65歳以上の高齢者 
1,000 648 64.8 

要支援・要介護認定を受けている 

65歳以上の高齢者 
1,000 543 54.3 

合  計 2,000 1,191 59.6 

 

 【図表の見方】 

・回答は各設問の回答者数（ｎ：number of casesの略）を基数とした百分率で示

しています。 

・百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しています。四捨五入の関係で，

百分率の合計が100％にならない場合があります。 

・複数回答設問において，回答比率の合計は100％を超える場合があります。 

・クロス集計の分析において，一部表記を省略しています。その内容は次のとおり

です。 

一 般 ⇒ 生活機能の向上を目指す元気な高齢者（一次予防対象者） 

予 防 ⇒ 生活機能が低下し要介護状態となるおそれが高い高齢者（二次予防対象者） 

要支援 ⇒ 要支援認定者 

要介護 ⇒ 要介護認定者 
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（２）基本チェックリスト項目における機能評価結果 

（「認定を受けていない方」または「要支援１～要介護２までの方」対象） 

① 判定方法 

基本チェックリストによる二次予防事業対象者の判定基準に従い，各機能のリスク

該当者（判定基準に該当した方）の割合を算出しました。 

各機能の判定基準は，次のとおりです。「（ア）虚弱」，「（イ）運動器の機能低下」，「（ウ）

低栄養」，「（エ）口腔機能の低下」のリスクが１つでもある場合，「二次予防事業対象

者」となります。 

ここでは，その４つの判定について状況を掲載します。 

 

項目 配点   

1 バスや電車で，一人で外出していますか 0.はい 1.いいえ   

2 日用品の買い物をしていますか 0.はい 1.いいえ   

3 預貯金の出し入れをしていますか 0.はい 1.いいえ   

4 友人の家を訪ねていますか 0.はい 1.いいえ   

5 家族や友人の相談にのっていますか 0.はい 1.いいえ   

6 階段を，手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ   

7 椅子に座った状態から，何もつかまらずに立ちあがっていますか 0.はい 1.いいえ   

8 15分くらい続けて歩いていますか 0.はい 1.いいえ   

9 この１年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ   

10 転倒に対する不安は大きいですか 1.はい 0.いいえ   

11 ６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか 1.はい 0.いいえ   

12 身長    cm ， 体重    kg 
※ＢＭＩ＜18.5なら

「1．」 
  

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 1.はい 0.いいえ   

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 1.はい 0.いいえ   

15 口の渇きが気になりますか 1.はい 0.いいえ   

16 週に１回以上は外出していますか 0.はい 1.いいえ   

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1.はい 0.いいえ   

18 
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると 

言われますか 
1.はい 0.いいえ   

19 自分で電話番号を調べて，電話をかけることをしていますか 0.はい 1.いいえ   

20 今日が何月何日かわからないときがありますか 1.はい 0.いいえ   

21 
（ここ２週間） 

毎日の生活に充実感がない 
1.はい 0.いいえ   

22 
（ここ２週間） 

これまで楽しんでやれたことが楽しめなくなった 
1.はい 0.いいえ   

23 
（ここ２週間） 

以前は楽にできていたことが，今ではおっくうに感じられる 
1.はい 0.いいえ   

24 
（ここ２週間） 

自分が役に立つ人間だとは思えない 
1.はい 0.いいえ   

25 
（ここ２週間） 

わけもなく疲れたような感じがする 
1.はい 0.いいえ   

 
※調査の選択肢において，「できるけどしていない」，「できない」と回答したものを「１．いいえ」としています。  

（ア）虚弱 

20項目のうち， 

点数が10点以上の方 

（イ）運動器の機能 

低下 

５項目のうち， 

点数が３点以上の方 

（ウ）低栄養 

２項目のうち， 

点数が２点以上の方 

（エ）口腔機能の 

低下 

３項目のうち， 

点数が２点以上の方 

閉じこもり 

１項目のうち， 

点数が１点以上の方 

認知機能の 

低下 

３項目のうち， 

点数が１点以上の方 

うつ傾向 

５項目のうち， 

点数が２点以上の方 
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  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

ｎ

21.6

44.2

76.0

97.8

78.4

55.0

21.2

-

-

2.9

0.8

2.2

(%)
25.7 72.5 1.7

リ
ス
ク
有
り

（

１
０
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

  全  体 (975)

笠間地区 (378)

友部地区 (397)

岩間地区 (200)

ｎ

29.4

22.9

24.5

68.0

76.6

73.0
2.5

0.5

2.6

(%)
25.7 72.5

1.7

リ
ス
ク
有
り

（

１
０
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

② 虚弱 

全体では，「リスク有り（10点以上）」は25.7％となっています。 

認定状況別でみると，「リスク有り（10点以上）」は，予防から要介護へと順を追う

ごとに該当率が高くなり，要介護で76.0％となっています。 

日常生活圏域別でみると，「リスク有り（10点以上）」は，笠間地区で29.4％と最も

高くなっています。 

性・年齢別でみると，「リスク有り（10点以上）」は，男女共に年齢が上がるほど高

くなり，男性の85歳以上で55.2％，女性の85歳以上で67.1％となっています。 

 

■全体／認定状況別／日常生活圏域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

 

■性・年齢別 

〔男性〕 〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(582)

( 88)

(136)

(113)

(105)

(140)

ｎ

11.8

16.8

39.0

67.1

95.5

86.0

80.5

58.1

30.7

2.3

2.1

2.9

2.7

2.2

2.3

(%)
29.6 68.0 2.4

リ
ス
ク
有
り

（

１
０
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

全体 (393)

65～69歳 (104)

70～74歳 ( 86)

75～79歳 ( 90)

80～84歳 ( 55)

85歳以上 ( 58)

ｎ

14.0

15.6

23.6

55.2

91.3

86.0

83.3

76.4

43.1

7.7

-

-

1.7

1.1

1.0

(%)
20.1 79.1 0.8

リ
ス
ク
有
り

（

１
０
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

認
定
状
況
別 
日
常
生
活
圏
域
別 
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  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

ｎ

55.1

73.3

78.4

93.9

43.8

24.2

16.3

6.1

5.3

-

2.5

1.1

(%)
36.2 59.3 4.5

リ
ス
ク
有
り

（

３
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

  全  体 (975)

笠間地区 (378)

友部地区 (397)

岩間地区 (200)

ｎ

38.9

32.0

39.5

54.8

65.2

56.0

6.3

4.5

2.8

(%)
36.2 59.3 4.5

リ
ス
ク
有
り

（

３
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

③ 運動器の機能低下 

全体では，「リスク有り（３点以上）」は36.2％となっており，二次予防事業対象者

を判定する基準の中で，最も該当率が高くなっています。 

認定状況別でみると，「リスク有り（３点以上）」は，予防から要介護へと順を追う

ごとに該当率が高くなり，要支援で73.3％，要介護で78.4％となっています。 

日常生活圏域別でみると，「リスク有り（３点以上）」は，笠間地区（38.9％）と岩

間地区（39.5％）で約４割となっています。 

性・年齢別でみると，「リスク有り（３点以上）」は，男女共に年齢が上がるほど高

くなり，男性の85歳以上で53.4％，女性の85歳以上で77.9％となっています。 

 

■全体／認定状況別／日常生活圏域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

 

■性・年齢別 

〔男性〕 〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(582)

( 88)

(136)

(113)

(105)

(140)

ｎ

10.2

17.6

35.4

61.0

77.9

84.1

77.9

59.3

34.3

17.1 5.0

4.8

5.3

4.4

5.7

(%)
42.3 52.7 5.0

リ
ス
ク
有
り

（

３
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

全体 (393)

65～69歳 (104)

70～74歳 ( 86)

75～79歳 ( 90)

80～84歳 ( 55)

85歳以上 ( 58)

ｎ

16.3

22.1

27.8

27.3

53.4

81.7

73.3

66.7

69.1

43.1 3.4

3.6

5.6

4.7

1.9

(%)
27.2 69.0 3.8

リ
ス
ク
有
り

（

３
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

認
定
状
況
別 
日
常
生
活
圏
域
別 
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④ 低栄養 

全体では，「リスク有り（２点以上）」は2.7％となっています。 

認定状況別でみると，「リスク有り（２点以上）」は，予防（5.9％）と要介護（5.8％）

がおおむね並んでいます。 

日常生活圏域別，性・年齢別では，特に大きな違いはみられません。 

 

■全体／認定状況別／日常生活圏域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

 

■性・年齢別 

〔男性〕 〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

ｎ

5.9

5.8

93.7

91.9

91.7

83.7

6.3

5.8

10.6

-

2.5

2.2

(%)
91.0 6.42.7

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

  全  体 (975)

笠間地区 (378)

友部地区 (397)

岩間地区 (200)

ｎ

89.7

92.2

91.0

8.2

4.5

6.52.5

3.3

2.1

(%)
91.0 6.42.7

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

(582)

( 88)

(136)

(113)

(105)

(140)

ｎ

92.0

92.6

89.4

91.4

82.1

9.7

12.9
5.0

1.0

0.9

4.4

3.4

7.6

2.9

4.5

(%)
89.2

3.1

7.7

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

全体 (393)

65～69歳 (104)

70～74歳 ( 86)

75～79歳 ( 90)

80～84歳 ( 55)

85歳以上 ( 58)

ｎ

94.2

95.3

94.4

90.9

91.4

9.1
-

5.2

2.2

1.2

1.9

3.4

3.3

3.5

3.8

(%)
93.6

2.0

4.3

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

認
定
状
況
別 

日
常
生
活
圏
域
別 
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  全  体 (975)

笠間地区 (378)

友部地区 (397)

岩間地区 (200)

ｎ

28.8

25.4

27.5

63.8

70.5

65.0

7.4

4.0

7.5

(%)
27.2 66.8 6.1

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

ｎ

60.0

46.7

47.1

93.1

38.4

45.8

45.7

6.9

7.5

7.2

-

1.6

(%)
27.2 66.8 6.1

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

⑤ 口腔機能の低下 

全体では，「リスク有り（２点以上）」は27.2％となっています。 

認定状況別でみると，「リスク有り（２点以上）」は，予防で60.0％と最も高くなっ

ています。 

日常生活圏域別でみると，「リスク有り（２点以上）」は，笠間地区（28.8％）と岩

間地区（27.5％）が約３割となっています。 

性・年齢別でみると，「リスク有り（２点以上）」は，男女共におおむね年齢が上が

るほど高くなり，男性の85歳以上で44.8％，女性の85歳以上で48.6％となっています。 

 

■全体／認定状況別／日常生活圏域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

 

■性・年齢別 

〔男性〕 〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(582)

( 88)

(136)

(113)

(105)

(140)

ｎ

19.9

20.4

36.2

48.6

85.2

75.0

71.7

57.1

43.6

8.0

8.0

6.8

7.9

6.7

5.1

(%)
27.8 65.1 7.0

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

全体 (393)

65～69歳 (104)

70～74歳 ( 86)

75～79歳 ( 90)

80～84歳 ( 55)

85歳以上 ( 58)

ｎ

18.3

16.3

27.8

34.5

44.8

77.9

79.1

68.9

58.2

50.0 5.2

7.3

3.3

4.7

3.8

(%)
26.2 69.2 4.6

リ
ス
ク
有
り

（

２
点
以
上
）

リ
ス
ク
無
し

無
回
答

認
定
状
況
別 

日
常
生
活
圏
域
別 
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（３）認知機能障害程度評価 

（「認定を受けていない方」または「要支援１～要介護２までの方」対象） 

 

調査票には，認知機能の障害程度の指標として有用とされるＣＰＳ（Cognitive 

Performance Scale）に準じた設問が含まれていました。 

その評価方法は，次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２項目以上該当 

 

0レベル 

 

障害なし 

1レベル 

境界的 

である 

2レベル 

軽度の 

障害がある 

3レベル 

中等度の 

障害がある 

4レベル 

やや重度の 

障害がある 

 Ｑ その日の活動（食事をする，衣服を選ぶなど）を自分で判断できますか 

以下の該当項目数をカウント 

 Ｑ ５分前のことが思い出せますか 

２.いいえ 

 Ｑ その日の活動を自分で判断できますか 

２.いくらか困難であるが，できる 

３.判断するときに，他人からの合図や見守りが必要 

 Ｑ 人に自分の考えをうまく伝えられますか 

２.いくらか困難であるが，伝えられる 

３.あまり伝えられない 

４.ほとんど伝えられない 

以下の該当項目数をカウント 

 Ｑ その日の活動を自分で判断できますか 

３.判断するときに，他人からの合図や見守りが必要 

 Ｑ 人に自分の考えをうまく伝えられますか 

３.あまり伝えられない 

４.ほとんど伝えられない 

１.困難なくできる 

２.いくらか困難であるが，できる 

３.判断するときに，他人からの合図や見守りが必要 

１項目該当 

該当なし １項目該当 ２項目該当 

４.ほとんど判断できない 

該当なし 

5レベル 

重度の 

障害がある 

6レベル 

最重度の 

障害がある 

 Ｑ 食事は自分で食べられますか 

１.できる 

２.一部介助が 

あればできる ３.できない 
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全体では，認知機能障害程度評価の「０レベル（障害なし）」が60.1％となっており，

中等度以上と評価される「３レベル以上」は6.1％となっています。 

認定状況別でみると，「３レベル以上」は一般が0.4％，予防が2.2％にとどまってい

るのに対して，要支援で3.3％，要介護者では23.6％となっています。 

日常生活圏域別でみると，「３レベル以上」は友部地区で7.1％，岩間地区で5.5％，

笠間地区で5.3％となっています。 

性・年齢別でみると，男女共に年齢が上がるほど障害程度は高まっており，「３レベ

ル以上」は男性の85歳以上で15.5％，女性の同年代で13.6％となっています。 

 

■全体／認定状況別／日常生活圏域別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

 

■性・年齢別 

〔男性〕 〔女性〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(582)

( 88)

(136)

(113)

(105)

(140)

ｎ

71.6

72.8

61.9

58.1

29.3

13.6

10.3

10.6

11.4

12.9

8.6

30.7 13.6

16.2

13.6

6.2

3.7

1.1

5.7

6.2

2.2

2.3

15.0

11.0

11.4

(%)
57.4 11.7 11.26.4 13.4

０
レ
ベ
ル

（

障
害
な
し
）

１
レ
ベ
ル

（

境
界
的
で
あ
る
）

２
レ
ベ
ル

（

軽
度
の
障
害
が

あ
る
）

３
レ
ベ
ル
以
上

無
回
答

全体 (393)

65～69歳 (104)

70～74歳 ( 86)

75～79歳 ( 90)

80～84歳 ( 55)

85歳以上 ( 58)

ｎ

71.2

77.9

60.0

58.2

43.1

18.3

11.6

15.6

14.5

13.8 15.5

12.7

15.5 12.1

-

7.3

6.7

5.8-

4.4

2.3

7.3

13.3

8.1

4.8

(%)
64.1 15.0

6.4 5.6

8.9

０
レ
ベ
ル

（

障
害
な
し
）

１
レ
ベ
ル

（

境
界
的
で
あ
る
）

２
レ
ベ
ル

（

軽
度
の
障
害
が

あ
る
）

３
レ
ベ
ル
以
上

無
回
答

  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

ｎ

78.4

65.9

45.0

23.1

8.9

15.7

20.0

15.9

7.6

16.7

23.1 23.6 14.4

1.7

3.3

2.2

0.4

10.6

8.6

15.0

(%)
60.1 13.0 9.2 6.1 11.6

０
レ
ベ
ル

（

障
害
な
し
）

１
レ
ベ
ル

（

境
界
的
で
あ
る
）

２
レ
ベ
ル

（

軽
度
の
障
害
が

あ
る
）

３
レ
ベ
ル
以
上

無
回
答

  全  体 (975)

笠間地区 (378)

友部地区 (397)

岩間地区 (200)

ｎ

57.9

63.5

57.5

14.6

11.3

13.5

9.8

8.1

10.5

5.3

7.1

5.5 13.0

10.1

12.4

(%)
60.1 13.0 9.2 6.1 11.6

０
レ
ベ
ル
（

障
害
な

し
）

１
レ
ベ
ル
（

境
界
的

で
あ
る
）

２
レ
ベ
ル
（

軽
度
の

障
害
が
あ
る
）

３
レ
ベ
ル
以
上

無
回
答

認
定
状
況
別 
日
常
生
活
圏
域
別 
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（４）健康について 

（「認定を受けていない方」または「要支援１～要介護２までの方」対象） 

① 健康状態 

全体では，「とても健康」は8.3％ですが，「まあまあ健康」が58.7％で最も高くなっ

ています。これらを合わせると，《健康》は67.0％となっています。 

認定状況別でみると，《健康》は一般で86.0％と高く，予防から要介護へと順を追う

ごとにおおむね低くなっています。 

 

■全体／認定状況別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

 

 

 

 

  

  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

ｎ

14.1 71.9

60.0

38.3

39.9

7.4

21.1

29.2

26.9

10.3

21.7

18.3 12.02.9

2.5

3.8

1.9

4.8

4.9

8.3

(%)
8.3 58.7 16.8 9.4 6.8

と
て
も
健
康

ま
あ
ま
あ
健
康

あ
ま
り
健
康
で
な
い

健
康
で
な
い

無
回
答
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② 現在治療中，または後遺症のある病気 

全体では，「高血圧」が38.9％で最も高く，次いで「目の病気」が13.9％，「糖尿病」

が11.6％と続いています。 

上位８項目について，認定状況別でみると，「高血圧」は予防が45.9％で最も高くな

っています。「目の病気」，「糖尿病」，「筋骨格の病気（骨粗しょう症，関節症等）」，「心

臓病」は要支援で最も高くなっています。また，「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」は，

予防から要介護へと順を追うごとに高くなり，要支援で15.0％，要介護で15.9％とな

っています。 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位８項目を抜粋しています。 

 

■認定状況別（上位８項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※コメント及びグラフの「要介護」とは，要介護１・２を指します。 

  

n=(975)  

高血圧

目の病気

糖尿病

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

心臓病

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

腎臓・前立腺の病気

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

認知症（アルツハイマー病等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

がん（新生物）

耳の病気

外傷（転倒・骨折等）

うつ病

血液・免疫の病気

パーキンソン病

その他

ない

無回答

38.9

13.9

11.6

9.0

8.8

6.9

6.4

4.8

4.7

4.3

3.9

3.2

3.2

2.4

0.9

0.8

0.6

5.3

11.4

8.9

0 10 20 30 40 50 (%)

　ｎ

□心臓病 □脳卒中（脳出血・脳梗
塞等）

□腎臓・前立腺の病気 □高脂血症（脂質異常）

  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

8.8

5.8

8.6

16.7

11.1

0 30 60 (%)

6.9

1.3

5.4

15.0

15.9

0 30 60 (%)

6.4

4.8

6.5

7.5

9.1

0 30 60 (%)

4.8

4.8

6.5

6.7

2.4

0 30 60 (%)

　ｎ

□高血圧 □目の病気 □糖尿病 □筋骨格の病気（骨粗しょ
う症、関節症等）

  全  体 (975)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

要介護 (208)

38.9

38.5

45.9

41.7

31.7

0 30 60 (%)

13.9

11.7

17.8

20.8

11.5

0 30 60 (%)

11.6

11.7

9.7

14.2

11.5

0 30 60 (%)

9.0

3.7

12.4

18.3

12.5

0 30 60 (%)
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（５）介護予防について 

（「認定を受けていない方」または「要支援１～2の方」対象） 

① 介護予防サービス等を利用または市の介護予防事業への参加 

全体では，「利用・参加していない」が62.2％で，「利用・参加している」が10.8％

となっています。 

認定状況別でみると，「利用・参加している」は要介護で50.0％となっています。 

また，「利用・参加している」と回答した方に，利用している介護予防サービス等ま

たは，参加している市の介護予防事業をたずねたところ，「通所介護（デイサービス）」

が30.1％で最も高く，次いで「訪問介護（ホームヘルプサービス）」が25.3％，「通所リハビ

リテーション（デイケア）」が21.7％となっています。 

 

■全体／認定状況別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※上位８項目を抜粋しています。 

 

  

  全  体 (767)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

ｎ

50.0

65.8

70.8

35.0

30.7

25.4

15.0

3.8

3.5

(%)
10.8 62.2 27.0

利
用
・
参
加
し
て
い

る 利
用
・
参
加
し
て
い

な
い

無
回
答

n=(83)  

通所介護（デイサービス）

訪問介護（ホームヘルプサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

福祉用具貸与（レンタル）

シルバーリハビリ体操教室

スクエアステップ教室

特定福祉用具購入

住宅改修

訪問入浴介護

保健センターで行う介護予防教室

訪問看護

居宅療養管理指導（医師・薬剤師）

いきいきふれあい通所事業

短期入所生活介護（ショートステイ）

特定施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護

訪問リハビリテーション

訪問診療（医師の訪問）

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

認知症対応型通所介護（認知デイ）

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

無回答

30.1

25.3

21.7

18.1

14.5

7.2

6.0

6.0

4.8

4.8

2.4

2.4

2.4

1.2

1.2

1.2

-

-

-

-

-

8.4

0 10 20 30 40 (%)
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② 参加したいと思う介護予防教室 

全体では，「運動機能の向上」が39.1％で最も高く，「生きがいづくり」が24.9％，「認

知機能向上」が15.3％となっています。 

認定状況別でみると，「運動機能の向上」は一般で42.4％と最も高くなっています。

また，「認知機能向上」は予防で20.5％，「リハビリ」は要支援で26.7％と，それぞれ

最も高くなっています。 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■認定状況別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(767)  

運動機能の向上

生きがいづくり

認知機能向上

日中の居場所づくり（サロン）

栄養改善

リハビリ

口腔機能の向上

その他

無回答

39.1

24.9

15.3

11.9

10.8

10.6

4.3

7.4

34.8

0 10 20 30 40 50 (%)

 ｎ

□栄養改善 □リハビリ □口腔機能の向上

  全  体 (767)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

10.8

10.2

10.8

13.3

0 30 60 (%)

10.6

6.7

9.7

26.7

0 30 60 (%)

4.3

3.7

5.4

5.0

0 30 60 (%)

 ｎ

□運動機能の向上 □生きがいづくり □認知機能向上 □日中の居場所づくり（サ
ロン）

  全  体 (767)

一般 (462)

予防 (185)

要支援 (120)

39.1

42.4

33.0

35.8

0 30 60 (%)

24.9

25.5

27.0

19.2

0 30 60 (%)

15.3

14.5

20.5

10.0

0 30 60 (%)

11.9

10.2

14.1

15.0

0 30 60 (%)
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42.6 51.2 6.2

ｎ

(455)

(%)

は
い

い
い
え

無
回
答

（６）地域包括支援センターについて 

（全員） 

① 地域包括支援センターの認知度 

地域包括支援センターの認知度については，「はい」が38.2％で，「いいえ」が54.3％

となっています。 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

② 地域包括支援センターの利用度及び利用した感想 

地域包括支援センターを知っている方へ，利用についてたずねたところ，「はい」が

42.6％で，「いいえ」が51.2％となっています。 

また，「はい」と回答した人に，利用した感想をたずねたところ，「丁寧に応対して

くれた」が84.0％で最も高く，次いで「制度や仕組みをわかりやすく説明してくれた」

が52.1％，「すぐに訪問してくれた」が49.0％と続いています。 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(194)  

丁寧に応対してくれた

制度や仕組みをわかりやすく説明してくれた

すぐに訪問してくれた

悩みや不安の解消（緩和）につながった

態度や言葉遣いがよくなかった

こちらの知りたかった事について上手く説明が
できなかった

実際に対応してくれるまで思った以上に時間が
かかった

その他

無回答

84.0

52.1

49.0

34.0

3.6

5.2

3.1

3.1

0.5

0 20 40 60 80 100 (%)

38.2 54.3 7.5

ｎ

(1,191)

(%)

は
い

い
い
え

無
回
答
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  全  体 (424)

要介護１ (106)

要介護２ (102)

要介護３ (87)

要介護４ (72)

要介護５ (57)

ｎ

67.9

81.4

87.4

81.9

87.7

9.4

5.9

8.0

12.5

22.6

12.7

4.6

5.6

8.83.5

(%)
80.2 8.0 11.8

利
用
し
て
い
る

利
用
し
て
い
な
い

無
回
答

（７）介護サービスについて 

（「要介護１～要介護５までの方」対象） 

「利用している」が80.2％で，「利用していない」は8.0％となっています。 

要介護度別でみると，「利用している」は要介護５で87.7％，要介護３で87.4％と高

くなっています。 

また，「利用している」と回答した方に，利用している介護サービスについてたずね

たところ，「通所介護（デイサービス）」が49.7％で最も高く，次いで「福祉用具貸与

（レンタル）」が25.9％，「短期入所生活介護（ショートステイ）」が17.6％，「施設サ

ービス（特養・老健等）」が17.1％となっています。 

 

■全体／要介護度別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上位15項目を抜粋しています。 

 

  

n=(340)  

通所介護（デイサービス）

福祉用具貸与（レンタル）

短期入所生活介護（ショートステイ）

施設サービス（特養・老健等）

訪問介護（ホームヘルプサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

特定福祉用具購入

特定施設入居者生活介護

訪問看護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

訪問入浴介護

住宅改修

訪問診療（医師の訪問）

訪問リハビリテーション

小規模多機能型居宅介護

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

認知症対応型通所介護（認知デイ）

居宅療養管理指導（医師・薬剤師）

その他

無回答

49.7

25.9

17.6

17.1

12.4

11.8

10.9

7.9

7.6

6.5

5.6

5.6

5.3

5.0

1.8

1.5

1.2

0.6

1.5

1.2

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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（８）介護保険料について 

（全員） 

全体では，「低所得者の負担を減らす配慮のためには，高所得者の負担が増えるのは

やむをえない」が37.5％で，「低所得者の負担を減らす配慮をするために，高所得者の

負担を増やすのは好ましくない」が10.7％となっています。また，「どちらともいえな

い」は40.4％です。 

介護保険料段階別でみると，「低所得者の負担を減らす配慮のためには，高所得者の

負担が増えるのはやむをえない」は，第３段階（54.5％），第２段階（53.7％），第７

段階（52.5％）で５割台となっています。 

 

■全体／介護保険料段階別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (1,191)

第１段階（年額：２６，４００円） (   63)

第２段階（年額：２６，４００円） (   95)

第３段階（年額：３６，９６０円） (   66)

第４段階（年額：３９，６００円） (   45)

第５段階（年額：４３，８２０円） (  130)

第６段階（年額：５２，８００円） (   74)

第７段階（年額：５９，１３０円） (   40)

第８段階（年額：６６，０００円） (   69)

第９段階（年額：７９，２００円） (   88)

第10段階（年額：８４，４８０円） (   23)

わからない (  234)

ｎ

44.4

53.7

54.5

42.2

47.7

45.9

52.5

36.2

36.4

21.7

32.1

12.7

5.3

4.5

8.9

9.2

6.8

5.0

23.2

22.7

26.1

9.8

38.1

37.9

39.4

48.9

42.3

43.2

40.0

37.7

36.4

52.2

54.3

4.8

4.1

4.5

-

-

3.8

2.9

2.5

0.8

1.5

3.2

(%)
37.5 10.7 40.4 11.3

低
所
得
者
の
負
担
を

減
ら
す
配
慮
の
た
め

に
は
、

高
所
得
者
の

負
担
が
増
え
る
の
は

や
む
を
え
な
い

低
所
得
者
の
負
担
を

減
ら
す
配
慮
を
す
る

た
め
に
、

高
所
得
者

の
負
担
を
増
や
す
の

は
好
ま
し
く
な
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 無
回
答
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（９）今後の暮らし等について 

（全員） 

① 希望する介護の受け方 

全体では，「自宅で家族中心に介護を受けたい」が9.1％ですが，「自宅で家族の介護

と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい」が26.5％で最も高く，「家族に

依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい」が20.7％

となっています。これらを合わせると，《自宅》は56.3％となっています。 

 

■全体／認定状況別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (1,191)

一般 (  462)

予防 (  185)

要支援 (  120)

要介護 (  424)

ｎ

9.3

11.9

6.7

8.3

22.5

29.2

28.3

29.2

26.6

16.2

18.3

16.7

4.1

4.2

9.5

9.7

10.0

18.9

14.3

17.3

13.3

10.1

8.2

7.6

13.3

10.1
2.1

2.7

1.7

5.2

5.4

3.3

-

2.8

2.5

0.2

(%)
9.1 26.5 20.7 12.9 13.2 9.33.2 3.8

1.3

自
宅
で
家
族
中
心
に
介
護
を
受

け
た
い

自
宅
で
家
族
の
介
護
と
外
部
の

介
護
サ
ー

ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ

て
介
護
を
受
け
た
い

家
族
に
依
存
せ
ず
に
生
活
で
き

る
よ
う
な
介
護
サ
ー

ビ
ス
が
あ

れ
ば
自
宅
で
介
護
を
受
け
た
い

有
料
老
人
ホ
ー

ム
に
住
み
替
え

て
介
護
を
受
け
た
い

サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住

宅
等
に
住
み
替
え
て
介
護
を
受

け
た
い

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
の

介
護
保
険
施
設
で
介
護
を
受
け

た
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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② 認知症対策をすすめていくうえで，重点を置くべきこと 

全体では，「早期発見や診断ができるとよい」が59.0％で最も高く，「かかりつけ医

が認知症の治療もできるようにしてほしい」が34.4％，「専門医が近くにいるとよい」

が32.2％となっています。 

上位８項目について，認定状況別でみると，「早期発見や診断ができるとよい」は一

般で65.2％と最も高くなっています。それ以外の項目では割合の大小はあるものの，

認定状況による特に大きな違いはみられません。 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■認定状況別（上位８項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(1,191)  

早期発見や診断ができるとよい

かかりつけ医が認知症の治療もできるようにしてほしい

専門医が近くにいるとよい

家族の介護について相談にのってほしい

地域の皆が認知症について理解し見守ってほしい

病院や介護サービスなどを紹介してほしい

徘徊した時に地域で見守ってほしい

若年（65歳未満）で発症する認知症についてサポート
があるとよい

悪徳商法等に狙われないように見守ってほしい

金銭の管理や支払いについて手助けしてほしい

その他

無回答

59.0

34.4

32.2

21.1

20.8

19.2

18.5

6.3

5.8

3.7

1.9

12.0

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

　ｎ

□地域の皆が認知症につ
いて理解し見守ってほ
しい

□病院や介護サービスな
どを紹介してほしい

□徘徊した時に地域で見
守ってほしい

□若年（65歳未満）で発
症する認知症について
サポートがあるとよい

  全  体 (1,191)

一般 (  462)

予防 (  185)

要支援 (  120)

要介護 (  424) 19.6

16.7

22.7

22.3

20.8

0 40 80 (%)

17.9

23.3

18.9

19.5

19.2

0 40 80 (%)

19.8

16.7

21.1

16.7

18.5

0 40 80 (%)

8.5

5.8

5.9

4.5

6.3

0 40 80 (%)

　ｎ

□早期発見や診断ができ
るとよい

□かかりつけ医が認知症
の治療もできるようにし
てほしい

□専門医が近くにいるとよ
い

□家族の介護について相
談にのってほしい

  全  体 (1,191)

一般 (  462)

予防 (  185)

要支援 (  120)

要介護 (  424)
51.2

60.8

60.5

65.2

59.0

0 40 80 (%)

34.0

34.2

36.2

34.2

34.4

0 40 80 (%)

35.1

25.8

30.8

31.8

32.2

0 40 80 (%)

21.7

20.8

22.7

19.9

21.1

0 40 80 (%)
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③ 在宅医療の認知度 

全体では，「知っている」が38.3％で，「言葉だけは知っている」が36.1％となって

おり，これらを合わせると《知っている》は74.4％となっています。 

認定状況別でみると，《知っている》は一般で78.3％となっています。 

 

■全体／認定状況別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (1,191)

一般 (  462)

予防 (  185)

要支援 (  120)

要介護 (  424)

ｎ

41.1

34.1

37.5

37.3

37.2

37.8

34.2

34.7

12.1

23.8

19.2

19.1

9.5

4.3

9.2

9.0

(%)
38.3 36.1 17.1 8.5

知
っ

て
い
る

言
葉
だ
け
は
知
っ

て

い
る

知
ら
な
い

無
回
答
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④ 長期の治療・療養が必要になった場合の在宅医療への意向 

全体では，「希望するし，できると思う」が21.7％となっています。しかし，「希望

するが，できないと思う」が48.9％で最も高い状況にあります。 

認定状況別にみると，「希望するが，できないと思う」は予防で54.1％，一般で52.6％

と高くなっています。 

また，「希望するが，できないと思う」と回答した方に，その理由をたずねたところ，

「家族の負担（肉体的・精神的）がかかるから」が75.6％で最も高く，次いで「経済

的な負担がかかるから」が32.5％，「緊急時や救急時の対応ができないから」が29.7％

となっています。 

 

■全体／認定状況別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  全  体 (1,191)

一般 (  462)

予防 (  185)

要支援 (  120)

要介護 (  424)

ｎ

22.7

23.8

20.8

20.0

52.6

54.1

44.2

43.9

14.1

13.5

18.3

16.5 5.9 13.7

-

-

1.7

10.6

8.6

15.0

(%)
21.7 48.9 15.3

2.3

11.8

希
望
す
る
し
、

で
き

る
と
思
う

希
望
す
る
が
、

で
き

な
い
と
思
う

希
望
し
な
い

現
在
、

在
宅
医
療
を

受
け
て
い
る

無
回
答

n=(582)  

家族の負担（肉体的・精神的）がかかるから

経済的な負担がかかるから

緊急時や救急時の対応ができないから

部屋やトイレ等住環境が整っていないから

看てくれる人がいないから

訪問看護や介護の体制が不十分だと思うから

近くで診てくれる医師がいないから

医師・看護師の訪問が精神的負担になる

その他

無回答

75.6

32.5

29.7

22.7

20.8

20.6

14.1

9.6

2.1

5.0

0 20 40 60 80 (%)
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⑤ 住み慣れた地域で暮らし続けるために力を入れていくべきもの 

全体では，「健康づくり・介護予防の推進」が38.6％で最も高く，次いで「在宅が困

難になった時のための特別養護老人ホームなどの施設サービスの充実」が35.3％，「往

診する医療機関や訪問看護の充実」が31.1％となっています。 

認定状況別でみると，一般と予防は順位が異なるものの，全体の上位３位と同じ項

目が３位までに入っています。一方，要支援では，「健康づくり・介護予防の推進」と

同率で「声かけや安否確認など地域で高齢者を見守る体制づくり」が第１位となって

います。また，要介護では，「介護者の休息がとれたり，緊急時に泊まれたりするよう

なショートステイの充実」が第２位，「訪問介護や通所介護など在宅介護サービスの充

実」が第３位となっており，他の認定状況とは異なるニーズがみられます。 

 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(1,191)  

健康づくり・介護予防の推進

在宅が困難になった時のための特別養護老人ホーム
などの施設サービスの充実

往診する医療機関や訪問看護の充実

声かけや安否確認など地域で高齢者を見守る
体制づくり

食事の配送などの食事サービスの充実

訪問介護や通所介護など在宅介護サービスの充実

認知症高齢者とその家族への支援

介護者の休息がとれたり、緊急時に泊まれたりするよう
なショートステイの充実

日常生活について困ったときの相談窓口の充実

高齢者を介護する家族へのおむつ等介護用品支給の
充実

体調を崩した時にごみ出しや買い物などを支援する体
制

高齢者等の外出や移動に配慮したまちづくりの推進

生きがい活動や就労の支援

安心できて、住みやすい住まいの確保

高齢者の権利・利益の保護

地域でのボランティア活動等への支援

介護者のための講座

その他

わからない

無回答

38.6

35.3

31.1

29.4

25.2

25.1

23.8

23.4

19.9

19.8

15.4

15.4

10.8

9.6

7.3

6.0

3.9

0.7

7.6

9.3

0 10 20 30 40 50 (%)



―51― 

■認定状況別ニーズ順位表 

 

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

一般 

(n=462) 

健康づくり・介護

予防の推進 

（47.6%） 

施設サービスの充

実   （33.8%） 

往診する医療機関

や訪問看護の充実  

（33.5%） 

声かけ・見守りの

体制づくり 

（31.0%） 

在宅介護サービス

の充実 （24.2%） 

予防 

(n=185) 

健康づくり・介護

予防の推進 

（40.0%） 

往診する医療機関

や訪問看護の充実 

（38.4%） 

施設サービスの充

実   （29.7%） 

食事サービスの充

実   （29.2%） 

声かけ・見守りの

体制づくり  

（28.6%） 

要支援 

(n=120) 

健康づくり・介護予防の推進 （36.7%） 

 

声かけ・見守りの体制づくり （36.7%） 

施設サービスの充

実   （30.8%） 

食事サービスの充

実   （27.5%） 

往診する医療機関

や訪問看護の充実 

（25.0%） 

ショートステイの

充実  （25.0%） 

要介護 

(n=424) 

施設サービスの充

実    （40.8%） 

ショートステイの

充実   （31.6%） 

在宅介護サービス

の充実 （29.7%） 

健康づくり・介護

予防の推進 

（28.8%） 

往診する医療機関

や訪問看護の充実  

（26.9%） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり・

介護予防の

推進 

施設サービ

スの充実 

往診・訪問

看護の充実 

声かけ・見

守りの体制

作り 

ショートステ

イの充実 

食事サービ

スの充実 

在宅介護

サービスの

充実 

一般 47.6  33.8  33.5  31.0  19.0  23.2  24.2  

予防 40.0  29.7  38.4  28.6  14.6  29.2  18.9  

要支援 36.7  30.8  25.0  36.7  25.0  27.5  21.7  

要介護 28.8  40.8  26.9  25.9  31.6  25.0  29.7  

0.0  

5.0  

10.0  

15.0  

20.0  

25.0  

30.0  

35.0  

40.0  

45.0  

50.0  

ニーズ上位項目 認定状況別 回答状況 
回答率（％） 

健康づくり・

介護予防の

推進 

施設サービ

スの充実 

往診・訪問

看護の充実 

声かけ・見

守りの体制

作り 

ショートステ

イの充実 

食事サービ

スの充実 

在宅介護

サービスの

充実 

一般 47.6  33.8  33.5  31.0  19.0  23.2  24.2  

予防 40.0  29.7  38.4  28.6  14.6  29.2  18.9  

要支援 36.7  30.8  25.0  36.7  25.0  27.5  21.7  

要介護 28.8  40.8  26.9  25.9  31.6  25.0  29.7  

0.0  

5.0  

10.0  

15.0  

20.0  

25.0  

30.0  

35.0  

40.0  

45.0  

50.0  

ニーズ上位項目 認定状況別 回答状況 
回答率（％） 
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第３章 

計画の基本的な考え方 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 計画の基本理念  

 

「超高齢社会」に入り，ひとり暮らしや高齢者世帯の増加に伴い，老老介護や認知

症高齢者が増加し高齢者の医療や住まいにもかかる複雑多様な課題が顕在化してくる

中で，高齢者が心身の健康を維持しながら，自らの有する能力を最大限に生かすとと

もに，生活支援の担い手として活躍するなど，自助・共助・公助が一体となった長寿社

会の実現が強く求められています。 

 

「にぎわいの創造」，「やさしさの創造」，「ふれあいの創造」の３つの基本方針のもと，

『住みよいまち 訪れてよいまち 笠間』を総合計画の将来像としている本市において，

市民一人ひとりが健やかで心豊かに潤いに満ちた生活を送り，活力ある地域社会を創り

あげるためには，市民と行政が共通の理念のもとでそれぞれがその役割を果たしながら，

高齢社会に対応したまちづくりを進めていく必要があると考えられます。 

 

第４期から第５期にかけて「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」では，「笠間市

総合計画」健康・福祉部門の目標を援用することによって，『共に支えあい，健やかに暮

らせるまちづくり』を基本理念に掲げました。 

 

この基本理念は，平成37年までの中長期的な視野に立っても，あるいは，高齢者を取

り巻く環境が変化しようとも，地域の人材や社会資源を生かして地域の将来の姿を踏

まえたまちづくりの普遍的な目標であると考えられます。 

そこで，第６期計画においては，第５期の基本理念を踏襲し，医療・保健・福祉・介

護の連携を具体化させ，すべての市民が安心して日常生活を過ごすことができ，それぞ

れが誇りを持って自分らしく生きることができる社会の実現を目指します。 

＜基本理念＞ 

 

 

 

  

共に支えあい， 

健やかに暮らせるまちづくり 
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２ 基本目標 

 

本計画の「基本理念」の実現に向け，基本目標を次のとおり設定し，施策の充実を図

ります。 

 

 基本目標１ 生きがいに満ちた生活  

         ～社会参加・生きがいづくりの推進～ 
 

これまでサービス提供者と利用者の「支える側」「支えられる側」という画一的

な関係性の中で成り立ちがちだった取組，サービス提供といった形式にとどまらず，

自らが生きがいを持ちながら，様々な機会を通じて支援し合うことができるよう，

高齢者が主体的に活動（スポーツ・地域貢献・就業等）することが必要です。そのた

めに，高齢者の社会参加機会の充実に取り組みます。 

高齢者が，積極的に社会参加することにより，自らが生きがいを持つばかりでなく，

世代を超えて地域住民が共に支えあう地域づくりの土壌が形成されることが期待でき

ます。 

 

 

 基本目標２ 元気あふれる生活 

         ～介護予防の推進～ 
 

高齢者が健やかな生活を送るためには，健康な生活習慣の重要性に対して関心と

理解を深め，要介護状態になることへの予防や要介護状態の軽減・悪化を防止する

ことが必要です。そのために，自分の健康は自分で守る意識を持っていただき，高

齢者の状態像に応じて，従来から取り組んできた保健事業の充実をはじめ，新しい

地域支援事業等への的確な対応に取り組みます。 
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 基本目標３ 支えあい安心できる生活 

         ～地域包括ケアシステムの構築～ 
 

高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らすために，公的機関による社会福祉サービス

ばかりではなく，地域住民による協力体制も含め，様々な状態にある高齢者を支えあえ

る体制づくりに取り組みます。 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を実現するため，本人の住まい方や暮らし方

に対する意思に基づいた選択と，自立支援の観点から介護保険サービスばかりではな

く，多様な生活支援のための保健福祉サービス，ボランティア活動など，地域住民に

よる活動の展開も含め，地域における総合的な保健・医療・福祉サービスが必要です。 

それぞれの状態に応じて，必要な時に必要なところで，必要なサービスが切れ目

なく円滑に提供されるよう，日常生活の場で高齢者の生活を支える医療，介護，予

防，住まい，生活支援事業の適切な組み合わせによる地域包括ケアシステムを構築

します。 

 

 

 

 基本目標４ 充実した介護を受けられる生活 

         ～介護サービスの基盤整備の推進～ 
 

要介護者の多くは在宅での介護を希望しており，これに対応するためにも，必要

な居宅サービス（通所系・訪問系サービス等）の充実に取り組みます。 

また，介護保険制度，介護保険の実施状況，サービスの内容やサービス事業者等の

情報を高齢者やその家族が正確かつ的確に把握することができるよう，情報提供及び

提供体制の整備に取り組むと同時に，家族介護者に対するケアを充実します。 

一方で，多様なサービス提供主体が増える中で，保険者によるサービスの資質の担

保がますます重要になります。サービス事業者等の関係機関と連携して，サービスの

質の向上を図ります。 
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３ 施策体系 

 

 

基本目標 施策項目 実施事業等 

１ 生きがいに満ちた

生活 

就労 １ シルバー人材センター助成事業 

趣味・学習活動 

１ 高齢者クラブ活動助成事業 

２ 福祉センターいわま 

３ いこいの家はなさか 

４ 公民館各種講座 

５ 市民文化祭 

６ スポーツ教室 

社会活動 
１ 敬老事業 

２ 三世代ふれあい事業 

３ ボランティア活動 

２ 元気あふれる生活 

健康づくり事業 

１ 健康教育・相談 

２ 健康診査 

３ 訪問指導 

４ 予防接種 

介護予防事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 支えあい安心でき

る生活 

 

※次ページへ続く 

多様な福祉サービス 

 

 

 

 

 

 

 

２ デマンドタクシーかさま運行事業 

３ 入所措置事業 

４ 在宅福祉サービス事業 

５ いばらき高齢者優待制度 

安心・安全対策 

１ 福祉電話回線設置事業 

２ 防犯パトロール 

３ 災害協定 

４ 消費生活センター 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業】 

１ 一般介護予防事業 

◯介護予防把握事業 

 ◯介護予防普及啓発事業 

 ◯地域介護予防活動支援事業 

 ◯一般介護予防事業評価事業 

 ◯地域リハビリテーション活動支援事業 

 ○健康教育相談 

････････････････････････････････････････････ 

１ 介護予防・生活支援サービス事業 

◯訪問介護 

◯訪問型サービス 

◯通所介護 

 ◯通所型サービス 

 ◯生活援助型食の自立支援サービス事業 

【任意事業】 

５ 高齢者見守りあんしんシステム事業 

６ 高齢者見守り事業 

 ○見守り協定 

 ○徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 
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基本目標 施策項目 実施事業等 

３ 支えあい安心でき

る生活 

 

※前ページの続き 

地域包括ケア体制 

１ 在宅訪問診療事業 

２ 在宅訪問歯科保健事業 

３ 地域ケアシステム推進事業 

４ 介護・健診ネットワーク事業 

５ 在宅医療推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 充実した介護を受

けられる生活 

サービス体制 

１ 介護認定調査 

２ 認定審査会 

３ 認定審査委員・調査員の研修 

４ 相談窓口・苦情処理体制の充実 

５ 居宅サービスの提供 

６ 地域密着型サービスの提供 

７ 施設サービスの提供 

８ 居宅介護サービス事業所の指定・指導 

質的向上 

１ 介護支援専門員の研修 

 

 

 

 

 

介護者への支援 

 

 

 

 

 

 

情報提供の充実 
１ サービス事業者連絡会議 

２ 広報・周知の充実 

                                  は地域支援事業 

  

【任意事業】 

２ 介護給付等費用適正化推進事業 

○費用の通知 

○介護サービス事業者の研修 

 

【任意事業】 

１ 家族介護支援事業 

○家族介護教室事業 

○家族介護継続支援事業（介護用品の支給） 

○家族介護継続事業（家族介護慰労金事業） 

 

【包括的支援事業】 

６ 地域包括支援センターの運営 

 ◯介護予防ケアマネジメント事業 

 ◯総合相談支援・権利擁護事業 

 ◯包括的・継続的ケアマネジメント支援 

 ◯地域包括支援センターの機能強化 

 ◯地域ケア会議の推進 

７ 在宅医療・介護連携の推進 

８ 認知症施策の推進 

（認知症普及啓発事業） 

（認知症初期集中支援チーム） 

（認知症地域支援推進員の養成） 

９ 日常生活支援サービスの基盤整備事業 

【任意事業】 

10 成年後見制度利用支援事業 
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４ 施策の柱 

 

本計画は，基本目標実現のため，住民からのアンケート調査や今後の人口推計及び市に

おけるサービス事業の現況を踏まえ，笠間市が重点的に取り組むべき２つの施策の柱を設

定します。 

この柱のもとに重点課題を掲げ，計画期間内においてその解決を目指すため，関連する

重点事業の展開を図ってまいります。 

 

施策の柱１ 地域包括ケアシステムの整備 

（1） 介護予防の推進及び生活支援サービスの充実 

生涯を通じて心身共に健康であることは，市民すべての方の共通の願いであると考

えます。 

しかし，介護保険の基本理念である「自立支援」の実現を目指すには，介護サービ

スの充実だけでは不十分です。 

高齢者が要介護状態とならないよう，自らの心身の状態に配慮し，日ごろから健康

の保持・増進や介護予防に努めていくための情報や機会の提供を図るとともに，要支

援・要介護度の軽減・悪化防止のための，様々な介護予防の取り組みを推進します。 

特に，要支援者に対する訪問介護，通所介護サービスが介護予防給付から市の事業

に移行されることを踏まえ，地域資源を活用したボランティアなど多様な主体による

サービスを創設する必要があります。 

また，生きがいづくりや健康づくりの推進など高齢者が生き生きと暮らすための居

場所づくりに取組むなど介護予防・生活支援サービスの基盤を整備する必要がありま

す。 

 

《関連する重点事業》 

■ 高齢者クラブ活動助成事業 76ページ 

■ シルバー人材センター助成事業 75ページ 

■ 地域介護予防活動支援事業（運動教室） 81ページ 
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（2） 医療との連携 

在宅で長期に療養する高齢者が，適切な支援を受け，安心して在宅療養ができるよ

うに，身近なかかりつけ医やかかりつけ歯科医，病院・診療所，訪問看護ステーショ

ン，地域包括支援センター等との連携を強化します。その際には，市で先進的に取り

組んでいる「介護健診ネットワーク」を活用することによって，多様な組織や職種に

おける情報と目的を共有し，地域全体でのケアの高質化が求められています。 

さらに，医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で生活するため

に、地域の在宅医療・介護連携についての相談窓口を担う「在宅医療・介護連携支援

センター（仮称）」の運営を行い、関係機関の調整役として、支援体制の強化を図る必

要があります。 

また，市民自身も在宅療養，緩和ケアについての理解を深められるよう，関係機関・

各課とも連携して，情報を周知し理解の促進を図ることが必要です。 

 

《関連する重点事業》 

■ 地域リハビリテーション活動支援事業 70ページ 

■ 在宅医療介護連携拠点事業 90ページ 

 

（3）高齢者にやさしいまちづくり 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増加していくと考えられる中で，住み慣れた

地域での生活を継続し，地域で安心して暮らしていけるための体制づくりが必要です。 

地域包括ケアシステムの中核としての重要性が日増しに高まっている地域包括支援

センターについては，「地域ケア会議」の推進などの機能強化を行うとともに，新たな

市立病院の開所を視野に入れた医療連携等の準備を進める必要があります。 

一方で，公共交通機関，道路，公共施設等の生活環境面での安全性の確保や，情報

やサービスなど形がないソフト面も含めた全ての人が利用しやすいように配慮された

ユニバーサルデザインを視点としたまちづくりを進めるとともに，住み慣れた地域で

の生活の継続を基本とした様々な形態の住まいが提供できるよう，各種社会資源を活

用し適正な住まいの確保の必要性があります。 

また，災害時要援護者が自然災害により被災する事例を鑑みて，本人及び家族等介

護者への支援体制など，緊急時に地域で支えあう体制を整えるとともに，福祉に対す

る理解の促進と担い手の育成を推進することが必要です。 

 

《関連する重点事業》 

■ 地域リハビリテーション活動支援事業（再掲） 70ページ 

■ 高齢者見守り事業 86ページ 
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（4）認知症支援策の充実 

認知症高齢者が環境の変化に適応することがより困難なことに配慮し，生活の継続

性が尊重されるよう，日常生活圏域を基本とした介護サービスの適正な整備が必要で

す。 

また，地域包括支援センターでの認知症相談，認知症予防の取り組みを充実させ，

認知症地域支援推進員の配置や認知症初期集中支援チームの確立を推進します。同時

に，認知症ケアパスを活用し，認知症高齢者とその介護者，及び関係機関等に認知症

の進行状況にあわせて，いつ，どこで，どのような医療・介護サービスを受ければよ

いかの情報を適切に提供するとともに，認知症高齢者に対する理解と適切な対応につ

いて，介護者を含め地域全体への普及啓発を図らなければなりません。 

さらに，シルバーリハビリ体操やスクエアステップをはじめとした介護予防事業に

よる閉じこもり予防の推進，介護・医療関係事業所に対する研修会や権利擁護への取

り組み，ボランティア・地域住民によるインフォーマルサービスの充実など，総合的

なサービス提供体制の整備を促進する必要があります。 

 

認知症高齢者数の推計 

 平成２７年 平成３２年 平成３７年 

笠間市の65歳以上人口推計   （Ａ） 21,725 人 23,734 人 24,091 人 

65歳以上要支援・要介護認定者推計 3,368 人 4,463 人 4,850 人 

認知症高齢者数推計 （Ｂ＝Ａ×Ｄ） 1,955 人 2,397 人 2,795 人 

（国の推計人数） 345 万人 410 万人 470 万人 

（茨城県の推計人数） 7.92 万人 9.54 万人 11.03 万人 

国・県における推計割合   （Ｃ） 10.2 % 11.3 % 12.8 % 

笠間市における推計割合   （Ｄ） 9.0 % 10.1 % 11.6 % 
※この推計では，要介護認定を受けていない認知症高齢者は含まれない。 

※（Ｃ）は，要介護認定データを基に国が算出した「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の

認知症高齢者割合 

※国・茨城県の推計人数は，65歳以上人口に（Ｃ）を乗じて算出した人数 

※笠間市における認知症高齢者の割合は，平成26年４月時点で8.12％であるため，この推計では

（Ｃ）から1.2％を差し引いた値（Ｄ）を用いた。 

※「日常生活自立度」Ⅱとは，日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが

多少見られても，だれかが注意すれば自立できる状態 

 

《関連する重点事業》 

■ 地域介護予防活動支援事業（地域リーダー育成事業） 70ページ 

■ 高齢者見守り事業（再掲） 86ページ 

■ 認知症施策 90ページ 
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施策の柱２ 介護保険の適正な運営 

（1）適切なサービスの提供 

高齢者等を社会全体で支えるシステムとしてスタートした介護保険制度は，限りある

財源の中で，より効率的・効果的に運営していく必要があります。 

サービスの充実という面では，高齢者の意思を尊重し，可能な限り在宅でのサービス

を受けながら，自立した日常生活を送れるよう居宅サービスの充実を図るとともに，

地域密着型サービスを継続的に評価し，認知症や一人暮らしの高齢者が増加する中，

在宅での介護が困難になった場合に，適切な介護が受けられるよう施設整備を進めて

いきます。 

 

《関連する重点事業》 

■ 地域密着型サービスの提供 93ページ 

■ 施設サービスの提供 93ページ 

 

（2）サービスの質的向上 

介護保険サービスを利用する方及びその家族等が，安心してサービスを選択できる

ように支援するとともに，質の向上のために，事業者への支援や指導・監査体制を充

実し，介護サービスに携わる人材の育成と資質向上が求められています。 

また，保険財政の健全化を図るために，保険料の適正な賦課と徴収に努めます。 

なお，本計画の計画期間中である平成28年４月から，指定居宅サービス事業者等の

指定について，市へ実施権限が委譲される予定であることから，円滑な事務手続きが

行えるよう準備を進める必要があります。 

 

《関連する重点事業》 

■ 介護給付等費用適正化推進事業 95ページ 
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３ 市の地域包括ケアシステム 

 

（１）日常生活圏域の設定について 

日常生活圏域は，必要なサービスを身近な地域で受けられる体制の整備を進める

単位で，国では概ね30分以内で活動できる範囲としています。 

市では，これまでの計画において，地理的環境，居住する地域の結びつきの強さな

どを配慮し，合併以前の旧市町域を基準として日常生活圏域を設定してきました。 

その上で，認知症対応型共同生活介護（グループホーム）をはじめとする地域密

着型サービスや施設サービスの整備を，人口規模等を考慮しながら，圏域に偏在し

ないよう進め，中核となる地域包括支援センターを中心に各圏域の相談支援の充実

を図ってまいりました。 

本計画は，地域包括ケアシステムの構築のために，より地域に根付いた様々な関

係性を結び付けていく必要性があります。そのため，これまで培ってきた各圏域の

関係性を考慮し，引き続き地域における包括的ケアを推進し浸透させていくために，

これまで同様３つの日常生活圏域を維持するものとします。 

 

 

  ■本市の概況■ 

 笠間市 笠間地区 友部地区 岩間地区 

面   積 ２４０.２７㎢ １３１.６３㎢ ５８.７１㎢ ４９.９３㎢ 

総 人 口 ７８，６３７人 ２７，０２６人 ３５，９５７人 １５，６５４人 

高齢者人口 ２１，０９０人 ７，８９６人 ８，７１３人 ４，４８１人 

高 齢 化 率 ２６．８％ ２９．２％ ２４．２％ ２８．６％ 

 

資料 住民基本台帳人口（平成26年10月１日現在） 
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■圏域別・地域密着型サービス別事業所数（平成26年10月１日現在） 

（単位：か所，人） 

圏域等 
区分 

笠間市 笠間地区 友部地区 岩間地区 

認知症対応型通所介護 
事業所数 ３ ３ ０ ０ 

定  員 １８ １８ ０ ０ 

小規模多機能型居宅介護 

事業所数 ３ １ １ １ 

通所定員 ４５ １５ １５ １５ 

宿泊定員 ２２ ７ ６ ９ 

認知症対応型共同生活介護 
事業所数 ８ ３ ２ ３ 

定  員 １４４ ２７ ４５ ７２ 

地域密着型 介護老人福 

祉施設 入所者生活介護 

事業所数 １ ０ １ ０ 

定  員 １８ ０ １８ ０ 

 

■圏域別・介護サービス別事業所数（平成26年10月１日現在） 

（単位：か所，人，床） 

圏域等 
区分 

笠間市 笠間地区 友部地区 岩間地区 

訪 問 介 護 １３ ２ ７ ４ 

訪 問 入 浴 介 護 ２ ２ ０ ０ 

訪 問 看 護 ５ ２ ３ ０ 

通 所 介 護 
事業所数 ２３ ５ １３ ５ 

定  員 ４６２ １０５ ２５７ １００ 

通 所 リ ハ ビ リ 

テ ー シ ョ ン 

事業所数 ４ ２ １ １ 

定  員 ８０ ４０ ２０ ２０ 

短期入所生活介護 
事業所数 ４ ２ １ １ 

床  数 ５６ ３０ １０ １６ 

短 期 入 所 療 養 介 護 
（空床利用型） 

５ ３ １ １ 

福 祉 用 具 貸 与 ２ ０ １ １ 

特 定 福 祉 用 具 販 売 ２ ０ １ １ 

特定施設入居者生活介護 
事業所数 １ １ ０ ０ 

定  員 ５０ ５０ ０ ０ 

居 宅 介 護 支 援 １７ ７ ６ ４ 

介 護 老 人 

福 祉 施 設 

事業所数 ４ ２ １ １ 

床  数 ２８０ １５０ ５０ ８０ 

介 護 老 人 

保 健 施 設 

事業所数 ４ ２ １ １ 

床  数 ３４０ １６０ １００ ８０ 

介護療養型 

医 療 施 設 

事業所数 １ １ ０ ０ 

床  数 ６ ６ ０ ０ 

※ 上記表には介護予防サービスも含まれます。 
                   資料 高齢福祉課  
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（２）市の地域包括ケアシステムの方向性について 

本計画では，日常生活上で支援の必要な高齢者が増える中で，これまで以上に地

域包括ケアシステムを活性化させるために，国が示した基本方針等を踏まえながら，

更なる医療・介護・予防の一体的な提供，多様な生活支援を，地域で活動する多様な

担い手との協働による支え合いにより推進していく必要があります。 

そのために，市民の自助的な健康づくり・介護予防，地域で活動する様々な担い手

との協働とコーディネート，保健福祉部門に留まらない関係各課及び多様な関係機関

との情報と目的を共有した連携など，それぞれの立場における役割を結び付け，取組

の効果を総合的に高めていく仕組みづくりを目指します。 

 

■地域包括ケアシステムのイメージ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

・高齢者支援センター 

・ケアマネジャー 

相談業務やサービ

スのコーディネート

を行います。 

通所・入所 

いつまでも元気に暮らすために･･･   

介護予防・自立した日常生活の支援 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

通院・入院 

日常の医療： 

 ・かかりつけ医 

 ・地域の連携病院 

・高度急性期 

・急性期 

・回復期 

・慢性期 

病気になったら･･･ 

  医 療 

 ・自宅 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

認知症の人 ※ 本市における地域包括

ケアシステムは、おおむ

ね公民館区を単位として

想定 

住まい 

介護が必要になったら･･･   

  介 護 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症対応型共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 等 

■在宅系サービス 

・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  

・小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・複合型サービス 等 

■介護予防サービス 

 
 

・地域包括支援センター 

・ケアマネジャー 

相談業務やサービ

スのコーディネー

トを行います。 

通所・入所 

いつまでも元気に暮らすために･･･   

介護予防・自立した日常生活の支援 

シルバー人材センター・高齢者クラブ・自治会・ 

ボランティア・NPO 等 

通院・入院 

日常の医療： 

 ・かかりつけ医 

 ・地域の連携病

院 

・高度急性期 

・急性期 

・回復期 

・慢性期 

病気になったら･･･ 

  医 療 

介護が必要になったら･･･   

  介 護 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症対応型共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 等 

■在宅系サービス 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  

・小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・看護小規模多機能型居宅介護（複合型
サービス） 等 

■介護予防サービス 

 ・自宅 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

認知症の人 

住まい 
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４ 地域支援事業の実施に向けて 

（１）市の新しい地域支援事業 

地域支援事業は，平成18年度に創設された事業で，従来は，大別すると「介護予防事

業」，「包括的支援事業」，「任意事業」から構成されていましたが，今回の介護保険法の

改正により，大幅な見直しが行われました。 

その内容は，市町村の裁量を大きくし，全国一律の予防給付（介護予防訪問介護・介

護予防通所介護）を，市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下，「総

合事業」という）へ位置づけること，また，「包括的支援事業」について，「介護予防ケ

アマネジメント」，「総合相談支援」，「権利擁護」，「包括的・継続的ケアマネジメント」

の４業務に加え，「在宅医療・介護連携の推進」，「認知症施策の推進」，「生活支援サービ

スの体制整備」が加わったことなどがあげられます。 

この見直しの趣旨は，既存の介護事業者によるサービスに加え，多様な主体（ＮＰＯ，

民間企業，住民ボランティア等）によるサービスが提供されることで，サービスの効率

化と費用の抑制を図りながら，要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とす

ることを目指すものです。 

 

■市の新しい地域支援事業■ 

 
改正前  改正後 

事業名  事業名 類型 

介護予防給付 

（要支援１～２） 

介護予防訪問介護  
 
⇒ 

地
域
支
援
事
業 

介護予防・
日常生活支
援総合事業
(総合事業) 

介護予防・
生活支援サ
ービス事業 

〇訪問介護 
〇訪問型サービス 
〇通所介護 
〇通所型サービス 
〇生活援助型食の自立支
援サービス事業 

介護予防通所介護 

地
域
支
援
事
業 

介護予防 
事業 

〔介護予防健康づくりシ
ニア施策（二次予防）〕 

〇健康づくりシニア把握事業 

〇通所型介護予防事業 

〇訪問型介護予防事業 

〇健康づくりシニア施策評価

事業 

〔介護予防いきいきシニ
ア施策（一次予防）〕 

〇介護予防普及啓発事業 

〇地域介護予防活動支援事業 

〇いきいきシニア施策評価事

業 

⇒ 
一般介護予
防事業 

〇介護予防把握事業 
〇介護予防普及啓発事業 
〇地域介護予防活動 
支援事業 

〇一般介護予防事業 
評価事業 

〇地域リハビリテーショ
ン活動支援事業 

〇健康教育相談事業 

包括的支援 
事業 

地域包括支援センター 
運営事業 

⇒ 
包括的支援 
事業 

〇地域包括支援センター事業 
〇在宅医療・介護の連携推進 
〇認知症施策の推進 
〇日常生活支援サービスの基盤整備事業 

任意事業 

介護給付等費用適正化 
事業 

⇒ 任意事業 

〇成年後見制度利用支援事業 
〇介護給付等費用適正化事業 
〇サービス事業者振興事業 
〇家族介護教室事業 
〇高齢者見守り事業 
〇家族介護継続支援事業 
〇家族介護継続事業 
〇住宅改修支援事業 
○高齢者見守りあんしんシステム事業 

家族介護支援事業 

その他の事業 
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（２）総合事業の実施時期 

実施においては，従来の介護予防給付によるサービスと同等の質の確保に加え，費用

の効率化を図りながら，利用者や事業者が混乱なく移行するために，多様な主体による

サービス提供の体制整備や市の特性を生かした取組など，一定の準備期間が必要である

と考えます。 

そのため，「総合事業」については，経過措置期間等を活用し，平成29年４月から実施

することとします。 

 

（３）総合事業 

総合事業は，従来の給付による介護予防訪問介護，介護予防通所介護を移行し，要支

援者等に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と，第１号被保

険者（65歳以上のすべての高齢者）に対して体操教室や介護予防の普及啓発等を行う「一

般介護予防事業」から構成されます。 

また，ボランティアなどの支援，地域住民の取組等を充実させ，高齢者の社会参加・

社会的役割を持つことによる効果的な介護予防への取り組みが期待されます。 

 

■総合事業のイメージ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

要支援者 

介護予防給付 

総合事業 

従来の要支援者 

介護予防・生活支援サービス 

事業対象者 

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施 

訪問看護，福祉用具等 

※全国一律の人員基準、運営基準 

介護予防・生活支援サービス事業 

①訪問型・通所型サービス 

②その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食，定期的な安否確認・

緊急時の対応等) 

※事業内容は，市町村の裁量を拡大，柔軟な人員基準・運営基準 

一般高齢者等 

一般介護予防事業(要支援者等も参加できる住民運営の通いの場の充実等，全ての高齢者が対象) 

要支援認定 基本チェックリスト※で判断 

※二次予防事業対象者把握

のための基本チェックリス

トの配布は行わない 



―69― 

① 介護予防・生活支援サービス事業について 

従来の介護予防給付のうち訪問介護・通所介護については，地域の実情に応じた取組

を行うことや，市が実施主体となる介護予防・生活支援サービス事業の中で実施するこ

とになります。 

実施に当たっては，既存のサービス（予防給付による訪問介護・通所介護）を活用し

ながら，多様な担い手が行うサービスも含めて充実させることで，市民の様々なニーズ

にも行き届くサービスを行います。 

事業の適切かつ効率的な実施の観点から，各種サービスごとに，その内容に応じた基

準やサービス単価，利用者負担（利用料）を定めます。 

 

■介護予防・生活支援サービス事業■ 

 

類型 項目 内容 

訪問型 

サービス 

訪問介護（ヘルパー派遣事業） 

［現行の訪問介護］ 

専門職による生活支援 

（身体介護・生活援助） 

訪問型サービスＡ 

（訪問型サポート事業） 

［緩和基準サービス］ 

日常生活の支援 

訪問型サービスＢ 

（訪問型ミニサポート事業） 

［住民主体による支援］ 

軽度の生活支援・見守りのための

訪問 

訪問型サービスＣ 

（短期集中予防サービス事業） 

［退院後などの集中支援］ 

退院後の生活支援やケア，リハビ

リ等 

訪問型サービスＤ 

（移動支援事業） 

［通院等の移動支援］ 

移送前後の生活支援（準備・病院

付き添い） 

通所型 

サービス 

通所介護（身体機能向上型） 

［現行の通所］ 

デイサービス 

（一日・半日・ショート） 

通所型サービスＡ 

（生きがいづくり型） 

［緩和基準サービス］ 

”いきいき通所事業”的な日中活

動の場・認知症予防 

通所型サービスＢ（サロン型） 

［住民主体による支援］ 
居場所づくり，集いの場 

通所型サービス業Ｃ（教室型） 

［短期集中予防サービス，運動教室］ 

3ヶ月程度の介護予防・リハビリ教

室 

生活援助型 

食の自立支

援サービス

事業 

定期的な安否確認及び緊急時の対応につながる見守り等 
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 ②一般介護予防事業について 

 

機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく，生活環境の調整や，地

域の中に生きがい・役割を持って生活できるような居場所や出番づくりなど，高齢者本

人を取り巻く環境への支援を含めた，バランスのとれたアプローチが必要です。 

これまで取り組んできた介護予防事業等について，年齢や心身の状況等によって分け

隔てることなく，誰もが通いやすい場として充実させることで，社会参加や生きがいづ

くりを通じた効果的な介護予防への取り組みを進めていきます。 

介護予防を機能強化する観点から「地域リハビリテーション活動支援事業」を新たに

位置づけ，リハビリテーション専門職等を活用し，高齢者の自立支援に向けた取り組み

を行います。 

 

■一般介護予防事業■ 

 

類型 項目 内容 

介護予防把握事業 
地域の実情に合わせた情報収集。情報活用に

より，閉じこもり防止等支援。 

介護予防普及啓発事業 講演会事業 認知症講演会等普及啓発 

地域介護予防活動支援

事業 

運動教室 
シルバーリハビリ体操教室・スクエアステッ

プ教室 

地域リーダー育成

事業 

介護予防運動教室リーダー育成・認知症サポ

ーター養成講座 

生活管理指導事業 短期宿泊による生活指導 

一般介護予防事業評価事業 
計画の目標値達成状況等検証を行い事業の評

価 

地域リハビリテーション活動支援事業 
地域における介護予防事業にリハビリテーシ

ョン専門職の関与を強化 

健康教育相談事業 健康相談・介護予防講話や機能訓練 
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（４）包括的支援事業 

包括的支援事業では，次のような取組を行います。 

地域包括支援センター事業では，従来からある「介護予防ケアマネジメント」，「総合

相談支援」，「権利擁護」，「包括的・継続的ケアマネジメント」の業務を更に充実させる

とともに，地域包括支援センターを中心として，関係機関，協力機関，地域住民等との

連携による「笠間市地域包括ケアシステムネットワーク」の強化を行い，在宅の高齢者

等の見守り支援の推進による，孤立化防止や日常生活における問題の早期発見により，

住み慣れた地域で安心して暮らせる体制づくりを目指します。また，多職種間の連携と

専門職の質の向上を図るための「地域包括ケア会議」の充実を図ります。 

 

■地域包括ケア会議のイメージ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療・介護連携の推進においては，地域包括ケアシステムネットワークの運営や

介護健診ネットワークの活用をすることによって，地域の医療・介護サービス資源の把

握や情報の共有を行います。また，在宅医療・介護連携に関する相談受付，在宅医療・

介護関係者の研修などを行います。 

 

日常生活支援サービスの基盤整備事業については，市民のニーズを把握するとともに，

生活支援サービスの検討，生活支援コーディネーターの配置，ボランティア団体やＮＰ

Ｏ等の育成を行います。 

 

認知症施策の推進においては，認知症初期集中支援チームの構築や認知症地域支援推

進員の配置等を行い，早期発見・早期診断につながりやすい体制を整備し，認知症の方

やその家族の支援に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域づくり・資源開発 

政策形成 
介護保険事業計画等への位置づけなど 

市町村レベルの会議(地域ケア推進会議) 

○地域包括支援センターが開催 
○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた 
 ①地域支援ネットワークの構築 
 ②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 
 ③地域課題の把握 
などを行う。 

地域包括支援センターレベルでの会議(地域ケア個別会議) 

地域課題の把握 

個別の 
ケアマネジ
メント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《主な構成員》 

自治体職員，包括職員，ケアマネジャー，

介護事業者，民生委員，ＯＴ，ＰＴ，Ｓ

Ｔ，医師，歯科医師，薬剤師，看護師，

管理栄養士，歯科衛生士その他必要に応

じて参加 

※直接サービス提供に当たらない専門

職種も参加 

 

サービス 

担当者会議 

(全てのケー

スについて，

多職種協働

により適切

なケアプラ

ンを検討) 

在宅医療 
連携拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師会等 

関係団体 

 

医療関係 

専門職等 

事例提供 

支援 
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（５）任意事業 

任意事業では，次のような取組を行います。 

 

■任意事業■ 

 

項目 内容 

成年後見制度利用支援事業 
市長申し立て等の対応・制度の普及啓発専門の

相談センター設置の検討及び法人後見の推進 

介護給付等費用適正化事業 ケアプラン及び介護給付の適正化 

サービス事業者振興事業 市内サービス事業所の連携会議の実施 

家族介護教室事業 介護の仕方等の教室の実施（社協委託） 

高齢者見守りあんしんシステム事業 
高齢者世帯における家庭内の事故等通報に対

応する体制整備 

高齢者見守り事業 
見守りのための協定・協力者の登録・ＳＯＳネ

ットワークの運営 

家族介護継続支援事業（介護用品の支給） 介護用品の支給 

家族介護継続事業（家族介護慰労金事業） 家族介護慰労金 

住宅改修支援事業（理由書作成） 住宅改修理由書作成委託料 
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第４章 高齢者保健福祉の展開 
 

１ 生きがいに満ちた生活 ～社会参加・生きがいづくりの推進～ 

 

高齢者が生きがいや自らの能力を生かして社会的な役割を持つ方法として，就労，

趣味・学習活動，社会活動などがあげられます。 

本市では，就労意欲のある高齢者が，一人ひとりの希望や能力に応じた仕事につける

よう関係機関と連携するとともに，趣味・学習活動等については高齢者クラブ活動や

地域社会活動を通して高齢者の生きがいづくりに取り組んでいきます。 

特に，高齢者クラブ連合会の担う役割はますます増加しており，健康づくりや生きが

いづくりを目的とした活動を，会員自ら企画立案し積極的に行っています。 

今後も，高齢者が社会の一員として，また地域の担い手として，ますます活躍できる

よう，高齢者の多様なニーズへ柔軟に応じるための各事業に取り組んでいきます。 

 

（１）就労 

［現状］ 

高齢者にとって就労は，長年蓄積してきた経験や技術を生かして社会に貢献する

ことができ，生きがいに満ちた生活を送るため，非常に効果があると思われます。 

また，一方では，高齢者の経済基盤づくりの役割を担っており，ますます重要な

ものとなっています。 

高齢者福祉総合調査によれば，収入のある仕事をしているのは，介護認定を受けて

いない方で23.8％となっています。 
 

［課題］ 

高齢者の就労については，高齢者がその経験を活かし，労働を含め幅広い方面で活

躍できる場としてシルバー人材センターがその機会を提供することが，今後も期待さ

れています。このため，地域事情に即した就業職種の開拓や就業機会の拡大，会員の

拡大を図るとともに，技能指導，講習会などによる技術向上を図る必要があります。 

また，団塊世代の利用増加を見込んだ受け皿の確保，幅広いニーズに応えられる

活動内容を充実する必要があります。 

 

［施策］ 

シルバー人材センターに対する事業を中心に施策の充実を図ります。 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

シルバー人材センター

助成事業 

高齢者の生きがいの充実と社会参加の推進を図るための

運営を助成します。 
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（２）趣味・学習活動 

［現状］ 

高齢者が生きがいを持ち，健康保持・増進という観点からも，趣味・学習活動は大

切です。 

高齢者福祉総合調査における，生きがいがないという方が，介護認定を受けていな

い方で8.2％，介護認定を受けている方で24.7％となっており，前回の調査に比べ減少

傾向にあります。 

また，参加の場や機会という点では，町内会や自治会，趣味関係・スポーツ関係の

グループやクラブなどに参加している方が高いものの，参加率は30％前後となってい

ます。 

 

［課題］ 

高齢社会の進行により，比較的健康な高齢者に対する社会参加の促進，生きがい

づくり対策としての高齢者クラブ活動や生涯学習事業に期待が高まっていると考えら

れます。特に，生きがいがないという回答を減らすために，一人ひとりの自発的な活

動を促すとともに，参加できる機会を充実する必要があります。 

高齢者のクラブ活動においては，連合会運営の円滑化や単位クラブの活性化を図る

ことが必要であり，活動の中心であるスポーツ活動だけでなく，社会奉仕活動や友愛

訪問により社会参加を促し，健康や歴史等を題材とした教養講座等を開催することに

より，趣味・学習活動の活性化を図る必要があります。 

これらには，高齢者ばかりでなく，幅広い市民が共に参加できるようにするため，

より一層の支援が必要となります。 

 

［施策］ 

高齢者の趣味・学習活動を活性化させるために，その機能強化に取り組みます。 

活動拠点となる公民館，図書館，運動公園，福祉センター「いわま」や，いこいの

家「はなさか」等の施設運営の充実，高齢者クラブなどの活動組織の支援を図ります。 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

高齢者クラブ活動助成

事業 

60歳以上の方が自主的に地域の発展や福祉の向上のために活

動している高齢者クラブへの助成をします。 

福祉センターいわま 
健康の増進，教養の向上及びレクリエーション等に利用でき

る施設の運営をします。 

いこいの家はなさか 
健康の増進，レクリエーション等に利用できる施設の運営を

します。 

公民館各種講座 各種講座の開催及び講座への参加促進をします 

市民文化祭 芸術作品・歌や踊りの発表を支援します。 

スポーツ教室 
健康の保持と社会参加の促進を図るためのスポーツ教室等の

実施をします。 
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（３）社会活動 

［現状］ 

高齢者間交流ばかりではなく，異世代間交流を通して，高齢者の生きがいづくり

につながる社会参加を促進しています。 

本市では，ひとり暮らし高齢者世帯と高齢者夫婦世帯を合わせると約４割（平成22

年国勢調査）となっており，世帯に異世代間の交流機会が少なくなっています。 

特に，地域の子どもと高齢者がふれ合う交流事業については，子どもにとっても

思いやりの心を育てる良い機会となっています。 

さらに高齢者による福祉関連のボランティア（例えば，高齢者等との話し相手，外

出の手伝い，子育て支援など）への関心が高まっていると共に，ボランティア活動す

ることにより，社会貢献に留まらず，ボランティア自身の健康・生きがいづくりにも

大いに役立つと考えられます。 
 

［課題］ 

地域や団体等が，主体となって実施する事業が多いため，なじみの深いものが多く，

特に子どもとの交流については，次世代育成の観点からも期待されています。 

今後は，各学校ＰＴＡ，高齢者クラブ等と連携し，地域の個性を生かした事業を

展開するとともに，引きこもり高齢者やひとり暮らし高齢者等の事業参加を促進する

必要があります。 

一方で，豊富な経験と知識を持った人材がいるにもかかわらず，市民活動や地域活

動に参加する機会が少ないという課題があり，埋もれた人材を掘り起こすことが必要

です。 
 

［施策］ 

地域に定着している行事等を中心に，より多くの参加者が集い，異世代間の交流

ができるように支援していきます。 

近年の福祉ニーズの大きな変化と高齢社会に対応していくため，特にボランティア

活動については，地域におけるネットワークづくりや当事者団体が連携し，協働して

いくことが重要であり，その環境整備を推進します。 

「地域ポイント制度」については，関係部署との連携の上，一人でも多くの参加者

を募れるよう，講座やイベントなど様々な機会を通じて，制度の積極的な利用促進を

図っていきます。 
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［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

敬老事業 市内に居住する高齢者に敬意を表し長寿を祝います。 

三世代ふれあい事業 
高齢者の社会参加を図り，地域の児童やその保護者等との

交流を推進します。 

ボランティア活動 

ひとり暮らし高齢者への配食，訪問等，社会福祉協議会及

び障害者・高齢者団体等行事への協力，福祉施設各種事業に

対する支援します。 

「地域ポイント制度」として，市民が行う公共的な活動や

社会貢献活動にポイントを付与し，記念品の交換や行政の身

近な事業，または，団体等の事業支援にポイントを加算する

ことでポイント還元を行います。 

 

 

◇基本目標１における重点事業 

 

 

 

 

  

事業等名称 高齢者クラブ活動助成事業 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

・クラブ数（4月1日） 

 106クラブ 

・会員数（4月1日） 

  5,105人 

・クラブ数（4月1日） 

 106クラブ 

・会員数（4月1日） 

  5,033人 

(平成27年度) 

クラブ数 108  

会員数 5,100人 

(平成28年度) 

クラブ数 108  

会員数 5,100人 

(平成29年度) 

クラブ数 108  

会員数 5,100人 

事業等名称 シルバー人材センター助成事業 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

・会員数（4月1日） 

326人 

 

 

・会員数（4月1日） 

310人 

 

 

(平成27年度) 

会員数330人 

(平成28年度) 

会員数330人 

(平成29年度) 

会員数330人 
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２ 元気あふれる生活 ～介護予防の推進～ 

 

全ての市民が，生涯健康でみのり豊かな人生を送りたいと願っています。 

国においては，平成24年７月に，健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を

目指し国民の健康の増進の総合的な推進を図るための「第２次健康日本21」を策定し，「健

康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」が実現すべき最終的な目標と位置づけられていま

す。また，県においても，すべての県民が健康で明るく元気に暮らせる社会の実現を基

本目標として，平成25年３月に「第２次健康いばらき21プラン」を策定し，様々な健康

づくりの施策を展開しています。 

本市では，市民が健康で元気に，幸せな人生を送れるように，生涯にわたって，健康

で健やかに暮らせる地域社会を実現することを目指し，平成24年２月29日に「健康都市

かさま」宣言を行いました。 

市民が自分の健康を維持・増進するためには，日ごろから自分の健康に関心を持ち，

健康についての正しい知識と理解を持ち，栄養・運動・休養などの健康要素をバランス

よく実践することです。こうした自分の健康に自分が責任を持つ主体的な健康観を持っ

た市民の育成や，健康づくりを支援するために，同年３月に「笠間市健康づくり計画」

を策定し，健康増進事業や健康診査をはじめとした各種の保健事業等に取り組んでいま

す。 

また，計画期間中に新しい地域支援事業へと移行し，一般介護予防事業として，事業

を実施する必要があります。平成27年度～平成28年度までは第５期から継続している介

護予防事業を適切に展開しつつ，平成29年４月からスムーズに新しい介護予防事業に取

り組めるよう，介護予防の普及啓発をはじめ，多様な社会資源の把握・育成・支援を進

めていきます。 
 

（１）健康づくり事業 

［現状］ 

40歳から74歳までの方々を対象にした「特定健康診査」の結果から，生活習慣病

に罹患する危険性が高い方を優先的に「特定保健指導」を実施しています。 

さらに，生活習慣病が発症する前の若い世代から健診を受ける習慣を身につけ，

自分の健康状態を知って，健康の大切さを自覚していただくため，19歳から39歳ま

での方を対象に，生活習慣病予防健康診査を実施しております。 

また，75歳以上の方を対象に，高齢者健康診査を実施することにより，疾病の早

期発見とともに，必要に応じ介護予防事業につなげております。 
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［課題］ 

茨城県患者調査や，茨城県保健福祉統計年報によれば，市民の主な傷病の受療率

や死亡原因の上位を占めているのが，高血圧症や心疾患，脳血管疾患の循環器系疾

患と，がんや糖尿病などの生活習慣病です。 

こうした生活習慣病の予防や改善のためには，塩分の取り過ぎなど食生活の改善

や意識的な身体活動・運動を生活の中で取り組むなど，正しい知識を持ち，望まし

い生活習慣づくりの実践が必要です。 

また，現代社会の複雑化に伴い，ストレスの増加によるこころの病を持つ方が増

えているため高齢者うつ病などへの対策も必要です。 

 

［施策］ 

日々直面する健康問題に対して，健康管理の第一歩である健康診査の受診勧奨を

積極的に行いながら，バランスのよい食事摂取を進める食育の推進や運動習慣者を

増加させることによる肥満防止，禁煙対策，飲酒の正しい知識の普及等により，生

活習慣病予防を推進します。 

また，こころの病への対策として，全ての市民が適切なストレスへの対処法を身

につけられるように，医療機関や関係機関との連携を強化するとともに，こころの

相談事業等の充実等によりこころの健康づくりに取り組んでいきます。 

「笠間市健康づくり計画」に基づき若いうちから改善されるべき生活習慣病等の

予防を重点的に保健事業の充実を図っていきます。 

 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

健康教育・相談 
健康の維持，増進，疾病予防，食生活改善等を目的に，個

別及び集団を対象とした健康教育及び相談の実施をします。 

健康診査 
特定健康診査や高齢者健康診査，各種がん検診等の実施を

します。 

訪問指導 
健診結果等で保健指導が必要な方と家族を対象に訪問指

導を実施します。 

予防接種 
高齢者インフルエンザ，高齢者肺炎球菌予防接種の実施を

します。 
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（２）介護予防事業 

［現状］ 

今までの介護予防は心身機能回復を目的とした機能回復訓練等が中心でしたが，

介護予防教室などでの活動をバランスよく継続維持するための社会参加の取り組み

が不十分でした。 

本計画においては，保健センター・地域包括支援センターを中心に，高齢者に対

し，要介護状態への進行を予防することを目的とした事業の実施行うとともに，生き

がいや居場所づくりを含んだ介護予防事業の実施が必要です。 

 

［課題］ 

介護予防事業は，要介護（要支援）状態となる可能性のある高齢者や引きこもりの

心配がある高齢者などを医療機関からの情報提供，民生委員・児童委員や家族からの

相談など，広範な情報源から情報収集し，本人を取り巻く環境へのアプローチを含め

たアセスメントにより必要な支援を決定していくことが必要となります。 

 

［施策］ 

介護予防事業については，高齢者が要介護状態になるのを予防したり，要介護状態

の軽減・悪化防止を目的として行います。特に生活機能が低下した高齢者に対し，リ

ハビリテーションの理念を踏まえて「心身機能」「活動」「参加」の要素に働きかけ日

常生活の活動を高め，家庭や社会の参加を促し，生きがいや自己実現のための活動を

支援し，住み慣れた地域での明るく元気な生活を目指します。 

市独自で行う地域支援事業や地域の事業所の民間サービスとの役割分担を踏まえ

つつ，介護予防の必要性がある高齢者のニーズに合わせた事業を推進します。 

保健センターや大学の専門家，病院などと連携し，予防のための教室の実施とと

もに，その後の社会参加の場が確保できるような地域づくりを進めてまいります。 

だれもが気軽に，住んでいる地域の集会場などの身近な場所で，スクエアステッ

プ教室やシルバーリハビリ体操教室などにより，筋力の衰えを予防し，認知機能の

向上が図られるよう，スクエアステップリーダーやシルバーリハビリ体操指導士等

の協力を得ながら自主的な地域活動を支援していきます。 

また，認知症ケアについては，講演会等で啓発してきたことを踏まえ，認知症サ

ポーターの養成を図り，地域の専門職などの協力による認知症支援のためのネットワ

ークが形成されるよう努めていきます。 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

一般介護予防事業 運動教室，地域リーダー養成事業を実施します。 
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◇基本目標２における重点事業 

 

 

 

 

 

  

事業等名称 地域介護予防活動支援事業 （運動教室） 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

身近な地域での介護予防事

業の推進 

・教室数：66 

・延べ参加人数：32,493人 

 

 

身近な地域での介護予防事

業の推進 

・教室数：66 

・延べ参加人数：35,000人 

 

 

(平成27年度) 

36,000人 

(平成28年度) 

37,000人 

(平成29年度) 

38,000人 

事業等名称 地域介護予防活動支援事業 （地域リーダー育成事業） 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

認知症サポーターなどと地

域での人材育成 

・認知症サポーター数： 

686人 

 

 

認知症サポーターなどと地

域での人材育成 

・認知症サポーター数： 

810人 

 

(平成27年度) 

950人 

(平成28年度) 

1,100人 

(平成29年度) 

1,200人 

事業等名称 地域リハビリテーション活動支援事業 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

 

 

 

 

 

地域ケア会議などへの参加

による顔が見える関係づく

りを実施 

 

(平成27年度) 

地域資源の把握 

(平成28年度) 

民間事業所との連携 

(平成29年度) 

関連事業実施 
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３ 支えあい安心できる生活 ～地域包括ケアの推進～ 

 

人と人とのつながりや信頼感が豊かな地域はその住民の生活の質に好ましい影響を与

えると期待されており今後の福祉を考えていく上でも重要な視点です。 

国では助け合い（心配事など情緒的サポー

ト看病など手段的サポート）が豊かな保険者

ほど，要介護認定率が低いという傾向がみら

れる研究成果を発表しています（「第６期介

護保険事業（支援）計画の策定準備等に係る

担当者等会議」資料より）。 
 

※ 右の図は相関関係が表されており右に行くほどサ

ポートが高くなおかつ認定率が低いことを表してい

ます。 

                     

 

高齢者福祉総合調査では，認定を受けていないまたは要支援１～要介護２でひとり暮

らしの方で，心配事や愚痴を聞いてくれる人が「いない」は7.1％，病気で数日間寝込ん

だときに看病や世話をしてくれる人が「いない」は4.0％です。 

しかし，ひとり暮らしに着目すると，心配事や愚痴を聞いてくれる人が「いない」も，

看病や世話をしてくれる人が「いない」も，それぞれ14.9％に上り，将来に向けての非

常に大きな課題がみられました。 

このため，本市では高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，安

心・安全対策をはじめ，保健，医療，福祉，介護の各サービスが切れ目なく提供され

るとともに，これまで以上に重層的な地域での支え合いが円滑になるように支援してい

きます。 

特に，計画期間中に新しい地域支援事業へと移行し，介護予防・日常生活支援総合事

業として，既存の介護事業者によるサービスに加え地域の実情に合わせた多様なサービ

スが多様な主体により提供されよう地域包括支援センターの機能を強化し，仕組みづく

りを進めていきます。 

 

（１）多様な福祉サービス 

［現状］ 

本市では，ひとり暮らしをしている高齢者は，平成22年の国勢調査では2,084人と

なり，平成17年の1,599人から約1.3倍に急増しています。 

ひとり暮らしや日常生活で何らかの支援が必要な高齢者が，地域で安心して暮らして

いくために，生活支援対策に関する施策を実施しています。 

また，高齢者福祉総合調査によれば，要介護認定者の75.5％が持家で生活しているこ

とから，在宅介護に関するサービスのニーズが高まっています。 
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［課題］ 

高齢者の生活を支援するためには，見守り，外出支援など日々の暮らしにおける

様々な生活支援に対するニーズに対して，介護保険制度による法定サービスととも

に，それを補完するサービスを提供していくことが必要です。 

介護保険との整合性も踏まえつつ，継続して自立した生活が送れるような支援策と

して，ひとり暮らし高齢者世帯の安否確認や高齢者世帯の閉じこもり防止対策など，

ケースごとにきめ細かな事業を展開しなければなりません。 

また，行政サービスの充実ばかりではなく，市社会福祉協議会等関連機関との施策

の連携や市民団体等との協力体制など，地域における連携を強化する必要があります。 

 

［施策］ 

高齢者世帯及びひとり暮らし高齢者の増加が予測されることから，高齢者の自立

生活を助長することを視野に入れながら施策を展開していきます。 

増加する対象者に対応できる各種サービスの見直しと，特に高齢者が要介護・要支援

状態にならないように支援するとともに，生活支援のための取り組みを推進します。 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

介護予防・生活支援サ

ービス事業 

介護予防のための通所事業，訪問事業，生活支援事業を実

施します。69ページ参照 

デマンドタクシーかさ

ま運行事業 

市民の移動手段として，利用者の予約に応じて運行する公

共交通システムを運営します。 

入所措置事業 
環境上・経済的理由により在宅生活が困難な高齢者の養護

老人ホームへの入所措置を実施します。 

在宅福祉サービス事業 
高齢者や障害者のいる家庭に対し，適切な家事及び介助等

の援助を行い，家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 

いばらき高齢者優待制

度 

高齢者の外出促進を促し，「いばらきシニアカード」を提

示する事により，協賛店舗独自のサービスを受けることが出

来るようにします。 
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（２）安心・安全対策 

［現状］ 

高齢者が住み慣れた地域において，健康で自立した生活を続けるには，安心で安

全な生活環境が求められます。 

快適な居住環境の確保は，高齢者の生活を支える重要な基盤であり重度な要介護

状態になっても在宅での生活を続けるうえで，住まいの確保は極めて大切です。 
 

［課題］ 

高齢者のいる世帯における家庭内の事故等による通報に随時対応する体制整備や

関係機関・地域関係者などの人的な連携・協力体制の強化の両面が求められています。 

住まいについては高齢者の日常生活の支援や保健・医療・福祉などのサービス提

供を前提とし安定的に確保されなければなりません。また住み続けるための環境を

整える介護サービスも適切に利用されなければなりません。 

［施策］ 

特に警察・消防，医療機関，社会福祉施設等との連携を強化し，家庭で事故等があ

ったときの対応や，地域住民，民生委員・児童委員，防犯協会等の協力を得ながら，

安心で安全に生活できる防犯・防災対策に取り組んでいきます。 

また，地域住民の協働による高齢者ための交通安全の取り組みや防犯パトロール

など安心安全なまちづくりを目指す住民運動等への支援を行い，地域で支え合うとい

う意識の向上を図ります。 

見守りが必要な方に対し，近隣の協力者による見守りのための「在宅ケアチーム」

を構築するとともに緊急時に必要な情報書「救急医療キット」を作成し，救急対応が

迅速にできるよう設置を推進し，地域住民協力による見守り体制の構築を図ります。 

また，認知症による徘徊高齢者等の捜索や身元不明者の確認をするための「徘徊高

齢者等SOSネットワーク」を構築し，地域住民の協力や関係機関と連携により迅速な対

応に努めます。 

住まいについては，確保されるべき高齢者向けの住宅が不足することのないよう 

保険者として県等，関係機関と連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―86― 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

福祉電話回線設置事業 
電話を有しない低所得なひとり暮らし高齢者への電話回線

を設置します。 

防犯パトロール 
犯罪による被害を未然に防ぐための地域住民の協働によ

る防犯パトロールを支援します。 

災害協定 

大規模な地震や風水害等の災害により，災害時要援護者が

避難を余儀なくされた場合に，避難施設として社会福祉施設

等の使用の協力を要請します。 

消費生活センター 
販売契約や勧誘等に関する相談，情報提供，出前講座の開

催をします。 

高齢者見守りあんしん

システム事業 

高齢者のいる世帯の家庭内の事故等による通報に随時対

応するとともに，定期的な安否確認や健康相談などの支援を

充実し，不安感・孤独感の緩和を図ります。 

72ページ参照 

高齢者見守り事業 

日常業務において高齢者等の何らかの異変に気付いた時

に，早期に対応出来るよう市へ連絡をいただく体制整備 

 認知症等の徘徊高齢者に対し，地域・事業所の協力のもと

早期発見・保護の体制を構築 

72ページ参照 
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（３）地域包括ケア体制 

［現状］ 

高齢者が，住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう，要介護・要支援状態に

なっても，それぞれのニーズや状態の変化に応じて，必要なサービスが切れ目なく

提供されるよう，地域包括支援センターを中核として諸機関が協力し，総合的な観点

から一人ひとりに適したサービスの提供を図っています。 

 

※ 地域包括支援センターの役割 

介護・保健・医療・福祉その他の専門機関や民生委員・児童委員，地域ボランティアな

どと協力し，様々な面から，高齢者を総合的に支援するための調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地域包括支援センター 

総合相談    支援 

行政機関，保健所，
医療機関，社会福祉
協議会，民生委員・
児童委員など必要な
ところにつなぐ 

多面的(制度横断的)支援の展開 

主任介護支援専門員等 保健師等 

ケアチーム 

 
 

  主治医  ケアマネジャー 

連携 主治医との連携 

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業 

地域包括支援センター運営協議会（市で１組織設置） 

委員の構成 

高齢者クラブ 

 
社会福祉協議会 

 
市医師会 

市歯科医師会 

行政機関，保健所等 

民生委員・児童委員 

被保険者・ボランティア 

地域包括支援センターの 
適切な運営，公正・中立性の 
確保を図る 

多職種協働・医療連携の実現 

包括的・継続的
マネジメント 

・日常的個別指導・相談 
・支援困難事例等への指導・助言 
・地域でのケアマネジャーの 
ネットワーク構築 

社会福祉士等 
介護予防・生活支援

コーディネート 

マネジメント 
・予防対象者へ 
 アセスメント・プランの策定 
・要支援１，２の方へ 
 アセスメント・プランの策定 

 市  民（被保険者 等） 
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［課題］ 

必要なサービスを切れ目なく提供するためには，対象者に不安を与えることのない

よう，介護・保健・医療・福祉などの機関が連携を密にし，総合的に調整を図る必要

があり，機能の強化が求められています。 

地域包括支援センターを中心として，関係機関，協力機関，地域住民等との連携に

よる「笠間市地域包括ケアシステムネットワーク」の構築を行い，在宅の高齢者等の

見守りや生活支援を実施することで，高齢者等が家族や地域社会から孤立することを

防止し，日常生活における問題を早期に発見することで，住み慣れた地域で安心して

暮らせる体制づくりを進めることが必要です。 

高齢者等支援が必要な方が住みなれた地域で安心して暮らすために，民生委員よる

情報収集や地域住民による協力体制を含め，さまざまなニーズを支えあう体制づくり

が必要です 

 

［施策］ 

地域包括支援センターは，地域包括ケアシステムにおける中核的な役割を担うこと

となるため，複合的な機能強化を図ることが重要です。 

高齢化の進展に伴う相談件数等の増加に伴い，適正な人員配置により業務の充実を

図ってまいります。 

現在の介護予防ケアマネジメント，高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援，

虐待の早期発見や防止を含む権利擁護事業，支援困難ケースへの対応，介護支援専

門員（ケアマネジャー）への支援に加え，在宅医療介護連携，認知症施策，地域ケア

会議の推進をしてまいります。 

地域包括ケアシステムの構築に向けた，地域支援事業の見直しを含め，地域の実情

に合わせた事業に取り組んでまいります。 

また，在宅医療の推進のため医療と介護の連携を強化するとともに訪問診療等の充

実に関して医療機関への働きかけをしてまいります。 

さらに，介護検診ネットワークを活用し，地域包括ケア体制の中での情報基盤とし，

関係機関との安全な情報共有をすることにより，医療介護の連携を強化してまいりま

す。 
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［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

在宅訪問診療事業 
在宅で通院困難な高齢者に対する訪問診療を推進し，容態

急変時による緊急入院の対応を行います。 

在宅訪問歯科保健事業 

在宅で通院困難な高齢者に対し，歯科医師や歯科衛生士等

が訪問して歯科保健サービス事業を実施することにより，口

腔衛生の保持及び改善を図ります。 

地域ケアシステム推進

事業 

対象者の心身の状況，経済状況，家庭環境等を踏まえた，

最も望ましい保健・医療・福祉サービスの提供を図ります。 

介護健診ネットワーク

事業 

関係機関等と安全に情報共有ができ，事務処理上の効率化

を図ることができる地域包括ケア推進のための情報基盤と

なるシステムの運用をします。 

在宅医療推進事業 

在宅で通院困難な高齢者に対する訪問診療・訪問看護・訪

問リハビリテーション・訪問薬剤指導及び訪問栄養指導を推

進します。 

また，医師，看護職員，薬剤師，介護支援専門員等による

カンファレンスを行うなど医療・福祉連携による包括的ケア

を推進します。 

地域包括支援センター

の運営 

地域の相談支援の中核として業務を遂行するとともに，包

括支援センターの周知に努め認知度を向上させます。 

71ページ，90ページ参照 

成年後見制度利用支援

事業 

市長申し立て等の対応・制度の普及啓発専門の相談センタ

ー設置の検討及び法人後見の推進をします。 

72ページ，90ページ参照 
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［地域包括支援センターの機能］ 

 

  地域包括支援センターの運営業務 

業務 事業等名称 事業概要 

一般介護予防事業 

介護予防把握事業 

地域の実情に合わせた情報収集・情報活用

により予防支援，閉じこもり支援を実施し

ます。 

介護予防普及啓発事業 
認知症の普及啓発と地域における介護予

防事業の推進をします。 

地域介護予防活動支援

事業 

地域住民主体の運動教室等の実施により，

介護予防活動を実施します。 

一般介護予防事業評価

事業 

計画目標数値の達成状況等の状況等の検

証を実施すします。 

地域リハビリテーショ

ン活動支援事業 

地域における介護予防事業にリハビリテ

ーション専門職の関与を強化します。 

包括的・継続的支援

事業 

介護予防プラン作成事

業 

本人の生活機能の改善可能性を評価し，本

人の意欲を高め，できることを増やして

いく介護予防サービスの実施をします。 

総合相談支援 
各種相談に合わせて関係機関と連携し適

切な支援を実施します。 

権利擁護 

高齢者の人権や財産を守るための成年

後見制度の活用促進や虐待の早期発見・防

止等行います。 

ケアマネジメントリー

ダー活動支援事業 

地域の専門職の質の向上を図り，優秀な人

材の定着を図る。支援困難ケースの助言・

指導を行います。 

在宅医療・介護連携推

進事業 

地域包括ケアネットワークを活用した医

療と介護の連携を図り，在宅での生活を支

援します。また，在宅医療・介護連携支援

センターを設置し，医療・介護関係者の連

携調整や家族の相談支援を実施します。 

日常生活支援サービス

の基盤整備事業 

生活支援サービスの検討，生活支援コーデ

ィネーターの配置を勧めます。 

認知症施策 
認知症の早期発見・早期対応のため，地域

の関係機関と連携して実施します。 

任意事業 
成年後見制度利用支援

事業 

成年後見制度適正利用のための相談支援

及び経済的支援事業を実施します。 

成年後見利用支援制度の活用制度の普及

啓発，専門の相談センターの設置検討及び

法人後見の推進をします。 
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◇基本目標３における重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業等名称 高齢者見守り事業 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

在宅ケアチームの構築 

 ・76件 

在宅ケアチームの構築救急

医療キットの配置を推進す

る。 

・400件 

 

(平成27年度) 

550件 

(平成28年度) 

700件 

(平成29年度) 

850件 

事業等名称 在宅医療介護連携拠点事業 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

 

 

 

 

 

地域ケア会議の推進 

 

介護健診ネットワーク事業

実施 

・実施事業所数： 

13事業所 

 

(平成27年度) 

30事業所 

(平成28年度) 

40事業所 

(平成29年度) 

50事業所 

事業等名称 認知症施策 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

 

 

 

 

 

介護医療ワーキングでの認

知症施策の協議を行い支援

体制づくりを開始する。 

 

 

(平成27年度) 

認知症地域支援推進員の

配置 

(平成28年度) 

認知症地域相談員の配置 

(平成29年度) 

認知症初期集中チームの

配置準備 
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４ 充実した介護を受けられる生活 ～介護サービスの基盤整備～ 

 

生活機能の低下等により，介護が必要な状態になった場合には，住み慣れた地域で在

宅を中心とした充実した介護を受けられるよう在宅サービスや地域密着型サービスを適

切に整備するとともに，在宅生活が困難になったときのセーフティネット（安全策，救

済策）としての施設サービスも計画的に整備し，総じて介護保険サービスの充実・強化

と円滑な実施を図り，利用者が身近な場所で安心して必要とするサービスが利用できる

体制づくりを進めていくことが必要です。 

介護保険サービスの質の向上や適正なサービス提供等のための取り組みを推進し，介

護と医療の連携強化を図りながら，一人ひとりの身体状況や生活環境に応じたサービス

を選択して利用できるようにしていきます。 

また，要介護高齢者等が住み慣れた地域での生活を続けるためには，家族介護者への

支援も必要不可欠です。要介護高齢者等の介護に当たっている家族の介護知識・技術の

習得，元気回復，経済的負担の軽減を図るなど，家族介護者の支援を行います。 

そして，平成18年の介護保険法改正以来の大きな法改正における変化を含め，介護保

険制度の更なる周知や円滑な運営に向けて，高齢者ばかりではなく，若い方にも制度や

仕組みの理解をいただけるように努めます。  

 

（１）サービス体制 

［現状］ 

介護サービスを利用するためには，『要介護（支援）認定』の申請をして「介護や

支援が必要である」と認定されることが必要です。 

申請者には，認定調査員が心身の状況を調査する，介護認定調査を実施します。 

この調査に基づく１次判定結果及び特記事項並びに主治医の意見書により，介護認

定審査会で審査・判定をしています。 

介護認定審査会は，保健・医療・福祉の各分野から専門家を選任して構成し，その

公平性を確保するとともに，申請件数が増えている現状に対応し，審査の効率性を高

めるため，複数の合議体を設置しています。 

また，窓口に介護保険制度の苦情が寄せられた場合，相談者のニーズに即応できる

よう，本市，地域包括支援センター，社会福祉協議会，居宅介護支援事業者等で，

情報交換や連絡・調整に努めています。 

 

［課題］ 

要介護認定調査は，基本調査の内容が１次判定に反映されるばかりでなく，特記

事項の内容も２次判定の資料として使用されるため，調査に当たっては，正確性・

公平性を必要とするほか，調査員の十分な知識が不可欠になります。 

特に，新規申請及び区分変更申請に係る認定調査は，保険者である本市が直接実

施する必要があり，また，委託が可能とされる更新申請に係る認定調査についても，
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調査判定基準の統一性を保つためには，本市の調査員を中心とした実施が望ましいこ

とから，今後いっそう，調査件数の増加が見込まれます。認定調査員の人員体制を充

実させ，適正な認定調査を実施する必要があります。 

また指定居宅サービス事業者等の指定について，平成28年４月に，県から本市へ実

施権限が委譲される予定であることから，円滑な事務手続きが行えるよう準備を進め

る必要があります。 

認定結果に対する苦情は，県の介護保険審査会で，サービス内容等に対する苦情は

国民健康保険団体連合会（国保連合会）で，それぞれ対応しています。 

しかし，最初に苦情が寄せられるのは，市民にとって最も身近な場所である本市

の窓口が多いと考えられます。 

そのため，被保険者に係る総合的な相談窓口として，中心的役割を果たしている

地域包括支援センター等における職員の資質向上に，引き続き努める必要があります。 
 

［施策］ 

認定調査員は，保険者として適正な調査が実施できるよう人員の確保に努めるとと

もに県主催の研修会への参加や，本市独自の研修の実施等により，その資質向上及び

調査判定の平準化に努めます。 

介護保険サービスを円滑に提供するため介護認定手続き及びサービス事業者指定業

務に携わる人員の確保や知識技能の向上など組織体制の見直しも含め事務の効率化を

図る方策を検討していきます。 

また，認定審査会は，公平で統一性が保たれた審査・判定結果となるよう，各合議

体の判定基準の平準化を図っていきます。 

市民の苦情に対しては速やかに処理されるよう，本市の受付窓口で１次対応を行い，

県や国保連合会などの関係機関と連携をとりながら，迅速な解決に努めていきます。 

なお，介護保険サービスの提供については，具体的に「第５章 将来推計」（101ペ

ージ以降）において記載いたします。 
 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

介護認定調査 心身の状況を調査員が訪問して調査します。 

認定審査会 
審査に基づく判定結果と主治医の意見書をもとに介護の

必要度合いを総合的に審査判定します。 
認定審査委員・調査員
の研修 

県・市等主催による現任委員及び新規委員や調査員の研修
を行います。 

相談窓口・苦情処理体
制の充実 

来庁者，電話及び郵便等による相談や苦情に対する問題の
迅速な解決を目指します。 

居宅サービスの提供 
介護保険法に基づき，市民の需要へ十分対応できるよう，

居宅サービスを提供します。 

地域密着型サービスの
提供 

要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けられ
るよう，認知症共同生活介護，地域密着型介護老人福祉施設，
看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）を整備しま
す。 

施設サービスの提供 
在宅生活が困難になった要介護高齢者を支えるため，現在

活用可能な施設及び定員数を維持します。 
居宅介護サービス事業
所の指定・指導 

県からの権限委譲により居宅介護サービス事業所の指定
及び指導を行います。 



―94― 

（２）質的向上 

［現状］ 

介護保険制度では，サービスの利用者と事業者が契約を交わし，利用者自らが選択し，

利用する「契約制度」となっています。 

このため，本市は市民に最も近い保険者として，介護保険法の基本理念である

「利用者本位」，「高齢者の自立支援」等を実現するために，「苦情対応，質の向上，

情報提供」に取り組んでいますが，サービス事業者の自主的な努力や保険者としての

役割は，ますます重要性を増しています。 

 

［課題］ 

保険者としての権限が強化され，利用者の一人ひとりのニーズに基づき，自立支援に

つながるサービスの提供や利用者にとって満足度の高いサービスの開発など，介護サー

ビスの質的向上に重点を置いた取り組みが，今まで以上に求められています。 

介護保険制度の健全な運営を図るためには，サービスの提供と給付を適正な状態に

することが重要です。そのためには，サービスを提供する側の質の向上とともに，利

用する側が，受けているサービスが必要で適正な量なのかを見極められるよう，情報

を提供していく必要があります。 

また，利用者が質の高いサービスを選択するためには，事業者のサービスの質や

経営状況等についての分かりやすい情報が必要となります。事業者は，国や県が推進

する第三者評価制度や事業者による自己評価調査などを，積極的に活用し，サービス

事業所の情報を公表していく必要があります。 

さらに，「介護サービス情報公表制度」は，介護サービス利用者が事業所を選択する

際に，サービス事業所の情報を的確に入手し，比較検討をするために設けられたもの

で，県が実施主体となっています。利用者に向けて，この制度の普及・啓発を進める

必要もあります。 

 

［施策］ 

本市は，介護保険制度において，重要な役割を果たす介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）の質の向上に取り組むとともに，ケアマネジャーへ情報の提供をしていく

ことで，利用者がニーズに合わせたサービスを選択できるようにしていきます。 

介護支援専門員など専門職のネットワークを構築し人材定着や質の向上に努めてま

いります。 

また，県の介護給付適正化計画との整合を保ちつつ，認定調査状況チェック，ケア

プラン点検，住宅改修等の点検などを通じ，介護給付の適正化に向けて，事業者の指

導・監督を行います。さらに，介護サービス利用者に対し，介護給付費を通知して

利用実績の内容を確認してもらうことで，介護保険の利用についての意識を高めて

いきます。 
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［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

介護支援専門員の研修 
県・市等主催による，ケアプラン指導研修会等を実施しま

す。 

介護給付等費用適正化

推進事業 

 県が作成する介護給付適正化計画を参考に，適正化主要５

事業（認定調査状況チェック，ケアプランの点検，住宅改

修等の点検，医療情報との突合・縦覧点検，介護給付費通

知）を推進します。 

 介護保険サービスの利用者に，要した費用を通知します。 

 介護サービス事業者等の情報交換と研修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



―96― 

（３）介護者への支援 

［現状］ 

高齢者福祉総合調査では，介護認定を受けている方を介護・介助している方のうち

65歳以上の方が約４割になるなど，老々介護が実態として見て取れます。 

加えて，介護の長期化など，介護保険制度の利用が定着してきた今でも，介護者に

負担がかかっていると考えられます。 

 

［課題］ 

在宅介護については，介護者への負担が経済面においても，精神面においても大きい

ものとなっています。 

介護保険制度の整備や地域における支え合いの仕組みづくりに加えて，介護保険制

度の導入後も，依然として根強い家族による介護への支援要請に対応するため，経済的

負担の軽減を図るとともに，介護者相互の交流を図る機会を創出して，介護者の心身の

健康維持を支援していく必要があります。 

 

［施策］ 

介護者の経済的負担を軽減する支援と，精神的負担を軽減する支援について，各種

事業を展開していきます。 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

家族介護支援事業 

家族介護教室事業，介護慰労金，介護用品の支給を行いま

す。 

72ページ参照 
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（４）情報提供の充実 

［現状］ 

市内のサービス事業者同士による情報交換や交流の場として，サービス事業者連

絡会議を開催し，円滑にサービスが提供されるように努めています。 

また，「広報かさま」や市のホームページを活用するほか，出前講座等で利用者

への情報提供を進めています。 
 

［課題］ 

本市としては，介護保険制度や本市の施策の理解及び円滑な実施ができるよう，

情報の迅速性・正確性を確保し得る事業者情報のネットワークを構築し，利用者の

利便性を確保する必要があります。そのためには，事業者に向けて，高齢者介護を取

り巻く最新の情報提供をする必要があります。 

また，市民に向けては，日進月歩で変化する情報をわかりやすく伝えるとともに，

情報を入手しやすい提供体制の検討を進める必要があります。 
 

［施策］ 

新たなサービス体系の導入や運営基準の変更など，介護サービス事業者や介護支援

専門員も常に最新の情報を把握しておく必要があります。積極的に事業者間の交流や

情報交換を進める場を提供し，事業者の連携体制を強化していきます。 

加えて，事業者に対しては，福祉の理解や公的資金投入等の観点から，経営状況や

待遇等の積極的な情報公開も自発的に行っていくよう，働きかけていきます。 

介護健診ネットワークシステムを活用し関係機関間の情報共有や情報発信などを進

め多職種間の連携強化をしてまいります。 

なお，市民の理解を得るための周知活動として，広報紙への掲載，パンフレット等

の配布，市のホームページへの掲載を実施しています。今後もこれらを継続すると

ともに，高齢者クラブ，各種団体へより分かりやすい説明を実施し，ひとり暮らし高

齢者等で情報が届きにくい方への配慮に努めます。 

 

［実施事業等］ 

事業等名称 事業概要 

サービス事業者連絡会

議 

市内のサービス事業者に対する情報提供や交流の場の提

供をします。 

広報・周知の充実 
広報かさま，ホームページ，または出前講座等による情報

提供の充実を図ります。 
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◇基本目標４における重点事業 

 

 

 

事業等名称 地域密着型サービスの提供（108ページ，第5章） 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

・認知症対応型通所介護 

２か所 

・小規模多機能型居宅介護 

３か所 

・認知症対応型共同生活介護 

８か所 

 

・認知症対応型通所介護 

３か所 

・小規模多機能型居宅介護 

３か所 

・認知症対応型共同生活介護 

８か所 

・地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

１か所 

・認知症対応型共同生活介護 

１か所整備 

・看護小規模多機能型居宅介護 

１か所整備 

・地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

  １か所整備 

事業等名称 施設サービスの提供（108ページ，第5章） 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

・介護老人福祉施設 

４か所 

・介護老人保健施設 

４か所 

・介護療養型医療施設 

１か所 

・介護老人福祉施設 

５か所（増となった１か所の 

サービス提供は27年度から） 

・介護老人保健施設 

４か所 

・介護療養型医療施設 

１か所 

継続 

事業等名称 介護給付等費用適正化推進事業 

実績 計画内容 

平成25年度 平成26年度 平成27～29年度 

介護サービスの利用と給付

が，適正になされているか，

各種の点検をする。 

・介護給付状況等の点検 

 

介護保険サービスの利用者

に対し，その利用状況を確

認してもらうため，介護給

付費の利用実績を通知す

る。 

・給付費通知発送件数 

年間延べ 9,293件 

 

 

・介護給付状況等の点検 

 

 

 

 

 

・給付費通知発送件数 

（見込み） 

年間延べ 9,600件 

 

(平成27年度) 

・介護給付状況等の点検 

・給付費通知発送件数 

年間延べ 10,200件 

(平成28年度) 

・介護給付状況等の点検 

・給付費通知発送件数 

年間延べ 10,800件 

(平成29年度) 

・介護給付状況等の点検 

・ケアプランの内容点検 

・給付費通知発送件数 

年間延べ 11,400件 
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第５章 将来推計 
 

１ 人口推計 

 

（１）人口推計 

本市の人口推移を平成24年から平成26年までみると，総人口については減少傾向に

あります。その一方で，65歳以上の人口は，年々増加しています。 

この傾向は今後も続き，平成29年に65歳以上の人口は22,774人と平成26年より1,684

人増加し，高齢化率(総人口に対する65歳以上の人口の割合)は29.5％となる見込みで

す。 

また，第９期の中間年である平成37年には，65歳以上の人口が約24,100人となり，

高齢化率は33.2％と，市民のおよそ３人に１人が高齢者であると見込まれます。 

 

 

人 口 推 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ※ 平成27年以降の推計は，住所地特例者を加味しています。 

 

資料 平成24年から平成26年は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

 

  

第６期 第５期 第９期 
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高齢者等人口推計 
（単位：人，％） 

    第５期     第６期   第９期 

  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成37年 

総人口 79,566 79,009 78,637 78,225 77,791 77,316 72,483 

65歳以上人口 19,634 20,392 21,090 21,725 22,319 22,774 24,091 

  65～69歳 5,312 5,686 5,960 6,433 6,901 6,790 4,945 

70～74歳 4,608 4,746 5,048 4,947 4,764 5,037 5,730 

  65～74歳 計 9,920 10,432 11,008 11,380 11,665 11,827 10,675 

  75～79歳 3,708 3,781 3,762 3,880 4,013 4,195 5,548 

  80～84歳 3,124 3,137 3,109 3,122 3,170 3,157 3,816 

  85～89歳 1,896 1,967 2,084 2,141 2,187 2,242 2,365 

90歳以上 986 1,075 1,127 1,202 1,284 1,353 1,687 

  75歳以上 計 9,714 9,960 10,082 10,345 10,654 10,947 13,416 

高齢化率 24.7%  25.8%  26.8%  27.8%  28.7%  29.5%  33.2%  

40～64歳人口 28,087 27,673 27,255 26,834 26,456 26,120 24,051 
 
資料 平成24年から平成26年は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

 
 

 

（２）日常生活圏域別推計人口 

 

 【笠間地区】 

笠間地区の総人口は減少傾向にあります。しかし，高齢化率は上昇し，平成26年度

で29.3％となる見込みです。 
（単位：人，％） 

    第５期     第６期   第９期 

  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成37年 

総人口 27,742 27,364 27,026 26,884 26,735 26,572 24,911 

65歳以上人口 7,491 7,729 7,896 8,134 8,356 8,526 9,020 

  65～69歳 1,855 1,997 2,072 2,409 2,584 2,542 1,851 

70～74歳 1,713 1,757 1,855 1,852 1,784 1,886 2,145 

  65～74歳 計 3,568 3,754 3,927 4,261 4,368 4,428 3,996 

  75～79歳 1,439 1,430 1,380 1,453 1,502 1,571 2,077 

  80～84歳 1,308 1,301 1,270 1,169 1,187 1,182 1,429 

  85～89歳 789 828 878 802 819 839 885 

90歳以上 387 416 441 449 480 506 633 

  75歳以上 計 3,923 3,975 3,969 3,873 3,988 4,098 5,024 

高齢化率 27.0%  28.2%  29.2%  30.3%  31.3%  32.1%  36.2%  

40～64歳人口 9,894 9,674 9,496 9,222 9,092 8,977 8,266 
 
資料 平成24年から平成26年は住民基本台帳人口（10月１日現在） 
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【友部地区】 

友部地区の総人口は減少傾向にあります。しかし，高齢化率は上昇し，平成26年度で

23.6％となる見込みです。 
（単位：人，％） 

    第５期     第６期   第９期 

  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成37年 

総人口 35,942 35,922 35,957 35,769 35,570 35,353 33,143 

65歳以上人口 7,888 8,323 8,713 8,975 9,221 9,409 9,953 

  65～69歳 2,406 2,615 2,750 2,658 2,851 2,805 2,043 

70～74歳 1,872 1,949 2,120 2,044 1,968 2,081 2,367 

  65～74歳 計 4,278 4,564 4,870 4,702 4,819 4,886 4,410 

  75～79歳 1,423 1,499 1,499 1,603 1,658 1,733 2,292 

  80～84歳 1,123 1,143 1,152 1,290 1,310 1,304 1,577 

  85～89歳 701 716 766 884 904 926 977 

90歳以上 363 401 426 496 530 560 697 

  75歳以上 計 3,610 3,759 3,843 4,273 4,402 4,523 5,543 

高齢化率 21.9%  23.2%  24.2%  25.1%  25.9%  26.6%  30.0%  

40～64歳人口 12,657 12,482 12,334 12,270 12,097 11,944 10,998 
 
資料 平成24年から平成26年は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

 

【岩間地区】 

岩間地区の総人口は減少傾向にあります。しかし，高齢化率は上昇し，平成26年度

で29.3％となる見込みです。 
（単位：人，％） 

    第５期     第６期   第９期 

  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成37年 

総人口 15,882 15,723 15,654 15,572 15,486 15,391 14,429 

65歳以上人口 4,255 4,340 4,481 4,616 4,742 4,839 5,118 

  65～69歳 1,051 1,074 1,138 1,366 1,466 1,443 1,051 

70～74歳 1,023 1,040 1,073 1,051 1,012 1,070 1,218 

  65～74歳 計 2,074 2,114 2,211 2,417 2,478 2,513 2,269 

  75～79歳 846 852 883 824 853 891 1,179 

  80～84歳 693 693 687 663 673 671 810 

  85～89歳 406 423 440 455 464 477 503 

90歳以上 236 258 260 257 274 287 357 

  75歳以上 計 2,181 2,226 2,270 2,199 2,264 2,326 2,849 

高齢化率 26.8%  27.6%  28.6%  29.6%  30.6%  31.4%  35.5%  

40～64歳人口 5,536 5,517 5,425 5,342 5,267 5,199 4,787 
 
資料 平成24年から平成26年は住民基本台帳人口（10月１日現在） 

  



―104― 

２ 要介護等認定者数推計 

 

（１）要介護等認定者数推計 

要介護等認定者数は，平成25年度及び平成26年度の要介護認定結果を基に，人口

推計と掛け合わせた上で，地域支援事業・予防給付による要介護認定の改善割合等を

見込んで算出しています。 

 

要介護度別認定者数推計 
（単位：人）  

 第５期  第６期  第９期 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

要支援１ 233  257  283  313  348  417  

要支援２ 352  374  406  440  471  565  

要介護１ 594  613  698  786  878  1,100  

要介護２ 608  626  668  711  756  920  

要介護３ 477  493  516  548  586  707  

要介護４ 431  446  467  485  501  622  

要介護５ 389  387  418  454  498  604  

合  計 3,084 3,196 3,456  3,737  4,038  4,935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成25年度から平成26年度は介護保険事業状況報告（10月１日現在） 
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（日常生活圏域別要介護者等推計） 

日常生活圏域別の要介護者等認定者数については，平成25年度及び平成26年度の３地

区の人口推計及び要介護等認定者数を参考に推計しています。 

 

日常生活圏域別認定者数推計 
（単位：人） 

  第５期  第６期  第９期 

  平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

要支援１ 233 257 283 313 348 417 

  笠間地区 87 96 106 117 130 156 

  友部地区 96 106 117 129 144 172 

  岩間地区 50 55 60 67 74 89 

要支援２ 352 374 406 440 471 565 

  笠間地区 132 140 152 165 176 212 

  友部地区 145 155 168 182 195 233 

  岩間地区 75 79 86 93 100 120 

要介護１ 594 613 698 786 878 1,100 

  笠間地区 222 230 261 294 329 412 

  友部地区 246 253 289 325 362 454 

  岩間地区 126 130 148 167 187 234 

要介護２ 608 626 668 711 756 920 

  笠間地区 228 234 250 266 283 344 

  友部地区 251 259 276 294 312 381 

  岩間地区 129 133 142 151 161 195 

要介護３ 477 493 516 548 586 707 

  笠間地区 179 185 193 205 219 265 

  友部地区 197 203 213 227 242 292 

  岩間地区 101 105 110 116 125 150 

要介護４ 431 446 467 485 501 622 

  笠間地区 161 167 175 182 188 233 

  友部地区 178 184 193 200 207 257 

  岩間地区 92 95 99 103 106 132 

要介護５ 389 387 418 454 498 604 

  笠間地区 146 145 156 170 186 226 

  友部地区 160 160 173 188 206 250 

  岩間地区 83 82 89 96 106 128 

合  計 3,084 3,196 3,456 3,737 4,038 4,935 

  笠間地区 1,155 1,197 1,293 1,399 1,511 1,848 

  友部地区 1,273 1,320 1,429 1,545 1,668 2,039 

  岩間地区 656 679 734 793 859 1,048 
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（２）施設入所者数推計 

施設入所者数については，平成25年度及び平成26年度の施設入所者数や今後の施設

増床計画などを勘案して算出しています。 

また，介護療養型医療施設は，医療制度改革に伴って平成29年度末で廃止される予

定であり，新規開設が認められないことから利用者数は一定として見込んでいま

す。 

 
 

施設入所者数推計 
（単位：人，％） 

 第５期  第６期  第９期 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

施設・居住系サービス 
利用者数計 

848 890 975 1,012 1,084 1,443 

施設サービス利用者計 670 680 756 786 804 1,122 

 介護老人福祉施設 321 313 371 383 383 520 

 介護老人保健施設 335 354 372 390 408 589 

 介護療養型医療施設 14 13 13 13 13 13 

居住系サービス 
利用者計 

178 210 219 226 280 321 

 
認知症対応型共同 
生活介護 

130 135 140 142 162 180 

 
特定施設入居者生活 

介護 
48 57 61 66 71 94 

 
地域密着型特定施設 
入居者生活介護 

0 0 0 0 0 0 

 
地域密着型介護老人 
福祉施設入所者生活介護 0 18 18 18 47 47 

 
 ※ 各サービスの内容については，P108を参照ください。 

 
資料 平成25年度から平成26年度は給付実績 
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（３）居宅介護（支援）サービス利用者数推計 

在宅の要介護等認定者のうち，居宅介護（支援）サービスを利用する方（要介護者

等認定者数から施設入所者数を除いた方）を，居宅介護（支援）サービス対象者数と

いいます。 

さらに，サービスの受給率を見込み，居宅介護（支援）サービス利用者数を推計

しました。この利用者数は，今後も増加するものとして推計しています。 

 

居宅介護（支援）サービス対象者数推計 
（単位：人）  

 第５期  第６期  第９期 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

要支援１ 233 255 280 311 346 415 

要支援２ 348 368 400 434 464 557 

要介護１ 513 520 601 686 772 967 

要介護２ 469 487 524 562 598 722 

要介護３ 293 301 302 325 344 381 

要介護４ 225 229 221 227 225 245 

要介護５ 156 146 152 179 205 203 

合  計 2,237 2,306 2,480 2,724 2,954 3,490 

 

 

資料 平成25年度から平成26年度は給付実績 
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３ 介護保険サービスの概要 

 

 サービスの種類 サービスの内容 

居

宅

サ

ー

ビ

ス 

訪問介護(ホームヘルプサービス) 

[介護予防訪問介護] 

 ホームヘルパーが訪問し，身体介護（食事，入浴，排せつのお世話，

通院の付き添いなど）や生活援助（住居の掃除，洗濯，買い物，食事の

準備，調理など）を行います。 

訪問入浴介護[介護予防訪問入浴介護]  移動入浴車などで訪問し，入浴の介助を行います。 

訪問看護[介護予防訪問看護]  看護師などが訪問し，床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。 

訪問リハビリテーション 

[介護予防訪問リハビリテーション] 
 リハビリ（機能回復訓練）の専門家が訪問し，リハビリを行います。 

居宅療養管理指導 

[介護予防居宅療養管理指導] 

 医師，歯科医師，薬剤師，歯科衛生士などが訪問し，薬の飲み方，食

事など療養上の管理・指導をします。 

通所介護（デイサービス） 

[介護予防通所介護] 

 デイサービスセンターで，食事・入浴などの介護サービスや日常

生活の支援が，日帰りで受けられます。 

通所リハビリテーション（デイケア） 

[介護予防通所リハビリテーション] 
 介護老人保健施設などで，日帰りの機能訓練などが受けられます。 

短期入所生活介護（ショートステイ） 

[介護予防短期入所生活介護] 

 介護老人福祉施設などに短期間入所して，食事，入浴などの介護や，

日常生活の支援が受けられます。 

短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 

[介護予防短期入所療養介護] 

 介護老人保健施設などに短期間入所して，医療や介護，機能訓練が受

けられます。 

福祉用具貸与 

[介護予防福祉用具貸与] 
 車いすやベッドなど，日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。 

特定福祉用具販売 

[特定介護予防福祉用具販売] 

 排せつや入浴に用いる用具に対して，年間上限10万円まで福祉用具

購入費を支給します（自己負担１割）。 

居宅介護住宅改修 

[介護予防住宅改修] 

 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して，上限20万円まで住

宅改修費を支給します（自己負担１割）。 

特定施設入居者生活介護 

[介護予防特定施設入居者生活介護] 

 有料老人ホームなどで食事，入浴などの介護や日常生活の支援が受

けられます。 

介護予防支援・居宅介護支援 

 介護予防支援は，地域包括支援センターの職員が中心となって，介護予

防ケアプランを作成するほか，利用者が安心して介護予防サービスを利

用できるよう支援します。 

一方，居宅介護支援は，ケアマネジャー（介護支援専門員）がケア

プランを作成するほか，利用者が安心して介護サービスを利用できる

よう支援します。 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

認知症対応型通所介護 

[介護予防認知症対応型通所介護] 

 認知症の高齢者が食事，入浴などの介護や支援，専門的ケアを日

帰りで受けられます。 

小規模多機能型居宅介護 

[介護予防小規模多機能型居宅介護] 

 小規模な住居型の施設で，通いを中心としながら訪問，短期間の

宿泊などを組み合わせて，食事，入浴などの介護や支援が受けられま

す。 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

[介護予防認知症対応型共同生活介護] 

 認知症の高齢者が共同で生活できる場（住居）で，食事，入浴など

の介護や支援，専門的ケアが受けられます。 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
 29人以下の定員の介護老人福祉施設において，常に介護が必要な方

が，施設で食事・入浴など日常生活の介護や健康管理が受けられます。 

看護小規模多機能型居宅介護 
（複合型サービス） 

 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて一体的に提供す

るサービスです。 

地域密着型通所介護（仮称） 

[介護予防地域密着型通所介護（仮称）] 

 平成28年度から利用定員が18人以下の通所介護事業所が地域密着型

サービスに位置づけられます。内容は，従来の通所介護が受けられる

ことと変わりません。 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
 常に介護が必要な方が，施設で食事・入浴など日常生活の介護や健

康管理が受けられます。 

介護老人保健施設 
 病状が安定し，リハビリに重点をおいた方が，医学的な管理のもと

で介護・看護やリハビリが受けられます。 

介護療養型医療施設 
 病状は安定しているものの，長期間にわたり療養が必要な方が，介

護体制の整った医療施設で，医療や看護などが受けられます。 
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４ 介護保険事業量推計 

 

（１）居宅サービス量推計 

年間の居宅サービス量は，平成25年度及び平成26年度の実績等を参考にして，推計

しています。 

（単位：人／月） 

   第５期  第６期  第９期 

 平成26年度 

（見込み） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

居宅サービス      

 ①訪問介護 371  419  489  562  697 

 ②訪問入浴介護 48  51  59  68  80 

 ③訪問看護 179  190  214  236  275 

 ④訪問リハビリテーション 12  14  17  20  24 

 ⑤居宅療養管理指導 75  87  105  124  150 

 ⑥通所介護 783  866  740  834  1,054 

 ⑦通所リハビリテーション 248  302  371  442  574 

 ⑧短期入所生活介護 154  161  167  170  188 

 ⑨短期入所療養介護（老健） 31  35  41  47  57 

 ⑩短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  1 

 ⑪福祉用具貸与 697  756  862  974  1,157 

 ⑫特定福祉用具販売 18  20  24  26  30 

 ⑬住宅改修 13  16  19  22  28 

 ⑭特定施設入居者生活介護 51  55  60  65  88 

居宅介護支援 1,307  1,446  1,651  1,806  2,233 

資料 平成26年度は介護保険事業状況報告。５月～８月月報からの見込み 

 

（２）介護予防サービス量推計 

年間の介護予防サービス量についても，平成25年度及び平成26年度の実績等を参考

にして，推計しています。 

（単位：人／月） 

   第５期  第６期  第９期 

 平成26年度 

（見込み） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

介護予防サービス      

 ①介護予防訪問介護 144  146  147  70  0 

 ②介護予防訪問入浴介護 0  0  0  0  0 

 ③介護予防訪問看護 23  25  26  28  33 

 ④介護予防訪問リハビリテーション 2  4  6  8  10 

 ⑤介護予防居宅療養管理指導 1  2  2  3  4 

 ⑥介護予防通所介護 199  225  256  139  0 

 ⑦介護予防通所リハビリテーション 61  65  70  74  88 

 ⑧介護予防短期入所生活介護 2  1  1  2  2 

 ⑨介護予防短期入所療養介護（老健） 1  1  1  1  1 

 ⑩介護予防短期入所療養介護（病院等） 0  0  0  0  0 

 ⑪介護予防福祉用具貸与 90  94  99  103  119 

 ⑫特定介護予防福祉用具販売 5  5  6  7  9 

 ⑬介護予防住宅改修 3  3  3  3  3 

 ⑭介護予防特定施設入居者生活介護 6  6  6  6  6 

介護予防支援 374  389  406  421  500 

資料 平成26年度は介護保険事業状況報告。５月～８月月報からの見込み 
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５ 地域密着型サービス事業量推計 

 

地域密着型サービスは，住み慣れた地域で，地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス

を行うもので，「介護サービス」と「介護予防サービス」に分かれており，次のような

特徴があります。 

① 原則として，本市市民のみが利用可能なサービス 

② 市内の日常生活圏域単位で，適正なサービス基盤のきめ細やかな整備が可能 

③ 地域の実情に応じた指定基準や介護報酬の設定が可能 
 

（１）介護サービス 

地域密着型介護サービス量は，平成25年度及び平成26年度の実績等を参考にして，

推計しています。 
（単位：人／月） 

   第５期  第６期  第９期 

 平成26年度 

（見込み） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

地域密着型サービス      

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  0  0  0  0 

 ②夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  0 

 ③認知症対応型通所介護 28  29  32  34  41 

 ④小規模多機能型居宅介護 52  57 61 66 95 

 ⑤認知症対応型共同生活介護 133  138 140 159 176 

 ⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 0  0  0  0  0 

 ⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 18  18  18  47  47 

 ⑧看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  15  25 

 ⑨地域密着型通所介護（仮称）   246 277 349 
 

資料 平成26年度は介護保険事業状況報告。５月～８月月報からの見込み 

 

（２）介護予防サービス 

地域密着型介護予防サービスについても，平成25年度及び平成26年度の実績等を参

考にして，推計しています。 
（単位：人／月） 

   第５期  第６期  第９期 

 平成26年度 

（見込み） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

地域密着型介護予防サービス      

 ①介護予防認知症対応型通所介護 1  1  1  2  2 

 ②介護予防小規模多機能型居宅介護 5  6 7 8 10 

 ③介護予防認知症対応型共同生活介護 2  2  2  3  4 

 ④介護予防地域密着型通所介護（仮称）   0  0  0 
 

資料 平成26年度は介護保険事業状況報告。５月～８月月報からの見込み 
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６ 介護サービス事業所整備目標 

 

（１）介護サービス事業所の整備 

平成27年度以降の介護サービス事業所の整備については，各サービス量の推計等に

基づき，日常生活圏域ごとの均衡を図りながら，次の目標に向けて取り組んでいきます。 

 

 第５期 第６期 

 平成26年度末 平成27～29年度 

笠間 

地区 

友部 

地区 

岩間 

地区 
市全体 増減 期末 

通所介護(か所)（地域密着型通所介護(仮称)を含む） 5 13 5 23 1 24 

特定施設入居者生活介護(か所) 1 0 0 1 0 1 

居宅介護支援(か所) 7 7 4 18 2 20 

地

域

密

着

型 

サ

ー

ビ

ス 

認知症対応型通所介護(か所) 3 0 0 3 0 3 

小規模多機能型居宅介護(か所) 1 1 1 3 0 3 

看護小規模多機能型居宅介護(か所) 
（複合型サービス） 

0 0 0 0 1 1 

認知症対応型共同生活介護(か所) 3 2 3 8 1 9 

地域密着型介護老人福祉施設 
入所者生活介護(か所) 

0 1 0 1 1 2 

介護老人福祉施設 
事業所数(か所) 2 1 1 4 0 4 

床数(床) 150 50 80 280 0 280 

介護老人保健施設 
事業所数(か所) 2 1 1 4 0 4 

床数(床) 160 100 80 340 0 340 

介護療養型医療施設 
事業所数(か所) 1 0 0 1 0 1 

床数(床) 6 0 0 6 0 6 

※ 上記表には介護予防サービスも含まれます。 

 

◎ 療養病床の円滑な転換を図るための取り組み 

１．県と連携して医療機関へ療養病床の転換に係る支援や情報の提供等を行います。 

２．地域包括支援センター等において，入院患者やその家族等からの相談を受けると

ともに，患者や家族の意向等を踏まえ，医師，介護支援専門員や介護サービス事業者，

民生委員・児童委員等と連携し，高齢者の状態に即した医療や介護サービスなどが

切れ目なく提供できるように関係機関と調整を行います。 
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（２）地域密着型サービスの日常生活圏域別事業量 

地域密着型サービスは，日常生活圏域ごとにそのサービスの事業量を定めることと

されており，各地区の人口規模や高齢化率等を考慮しながら，日常生活圏域ごとに算出

しています。 

なお，地域密着型サービスについては，安定した供給と質の向上を図るために，必要

に応じて居宅サービスの指定について県と協議します。 
 

［認知症対応型通所介護(介護予防含む)］ 
（単位：回／年，人／月） 

 第５期 第６期 

 
平成26年度 
（見込み） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

笠間市 

回数 333  398  465  535  

人数 29  30  33  36  

定員 18 18 18 18 

笠間地区 

回数 333 398 465 535 

人数 29 30 33 36 

定員 18 18 18 18 

 

［小規模多機能型居宅介護 (介護予防含む)］ 
（年間，単位：人／月） 

 第５期 第６期 

 平成26年度  
（見込み） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

笠間市 

人数 57  63  68  74  

通所定員 45 45 45 45 

宿泊定員 22 22 22 22 

笠間地区 

人数 23 25 25 25 

通所定員 15 15 15 15 

宿泊定員 7 7 7 7 

友部地区 

人数 24 25 25 25 

通所定員 15 15 15 15 

宿泊定員 6 6 6 6 

岩間地区 

人数 10 13 18 24 

通所定員 15 15 15 15 

宿泊定員 9 9 9 9 

 

［看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）］ 
（単位：人／月） 

 第５期 第６期 

 平成26年度  
（見込み） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

笠間市 

人数 0 0 0  15  

通所定員 0 0 0 15 

宿泊定員 0 0 0 9 
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［認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)］ 
（単位：ユニット，人／月） 

 第５期 第６期 

 平成26年度  
（見込み） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

笠間市 

ユニット 16 16 16 18 

必要利用定員総数 135  140  142  162  

定員 144 144 144 162 

笠間地区 

ユニット 3 3 3 5 

必要利用定員総数 25 27 27 45 

定員 27 27 27 45 

友部地区 

ユニット 5 5 5 5 

必要利用定員総数 41 43 44 45 

定員 45 45 45 45 

岩間地区 

ユニット 8 8 8 8 

必要利用定員総数 69 70 71 72 

定員 72 72 72 72 

 

［地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護］ 
（単位：人／月） 

 第５期 第６期 

 平成26年度  
（見込み） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

笠間市 
必要利用定員総数 18  18  18  47  

定員 18 18 18 47 

笠間地区 
必要利用定員総数 0 0 0 29 

定員 0 0 0 29 

友部地区 
必要利用定員総数 18 18 18 18 

定員 18 18 18 18 

 

［地域密着型通所介護(仮称)］ 
（単位：人／月） 

 第５期 第６期 

 平成26年度  
（見込み） 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

笠間市 
人数 － － 246 277 

定員 － － 115 133 

笠間地区 
人数 － － 54 81 

定員 － － 25 43 

友部地区 
人数 － － 128 130 

定員 － － 60 60 

岩間地区 
人数 － － 64 66 

定員 － － 30 30 
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７ 地域支援事業量推計 

 

地域支援事業は，「介護予防事業」（平成28年度まで），「介護予防・日常生活支援総

合事業」（平成29年４月以降），「包括的支援事業」「任意事業」に大別されます。 

高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに，それらの状態に

なった場合でも，可能な限り，地域において自立した日常生活を営むことができるよう，

支援することを目的としています。 

国が定めた事業費上限の範囲内で、適切なサービス提供が確保できるよう事業設計を

行い実施していきます。 

本市では，「介護予防・日常生活支援総合事業」へ円滑に移行する準備を進めると

共に，適切な介護予防ケアマネジメント，介護給付費の適正化，家族介護支援など，

今後，対象者の増加や人的資源の確保が必要な業務の増大などが見込まれるため，各

事業のバランスを取りながら，より効果的な展開を図っていきます。 

 

                                       （単位：円） 

 第６期 第９期 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

介護予防事業見込額 34,023,000 34,746,000   

介護予防・日常生活支援総合事業費   180,900,000 161,500,000 

包括的支援事業 59,336,000 51,300,000 72,000,000 82,800,000 

任意事業 37,341,000 37,614,000 38,012,000 39,062,000 

地域支援事業費見込額 130,700,000 123,660,000 290,912,000 283,362,000 
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（１）介護予防事業 

高齢者が心身の健康を維持しながら，住み慣れた地域で活力ある生活を送ることが

できるように，介護予防事業の普及啓発に努めるとともに，高齢者の住まいに近い

ところでの多様な主体による小単位の積極的な事業展開により，予防効果が十分現れ

るよう進めていく必要があります。 

 
                                  （単位：円） 

 第６期 

 平成27年度 平成28年度 

介護予防事業 34,023,000 34,746,000 

 

(1) 介護予防健康づくりシニア施策 27,774,000 28,200,000 

 ア．通所型介護予防事業 27,774,000 28,200,000 

(2) 介護予防いきいきシニア施策 6,249,000 6,546,000 

 

ア．介護予防普及啓発事業 1,513,000 1,720,000 

イ．地域介護予防活動支援事業 1,198,000 1,286,000 

ウ．健康教育相談事業 538,000 540,000 

エ．住所地特例総合事業 3,000,000 3,000,000 
 
 
 

 第６期 第９期 

 平成29年度 平成37年度 

介護予防・日常生活支援総合事業 180,900,000 161,500,000 

 

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 176,200,000 156,400,000 

 

ア．通所介護 68,500,000 46,000,000 

イ．通所型サービス 52,500,000 62,200,000 

ウ．訪問介護 32,400,000 22,000,000 

エ．訪問型サービス 17,800,000 21,200,000 

オ．生活援助型食の自立支援サービス事業 5,000,000 5,000,000 

(2) 一般介護予防事業 4,700,000 5,100,000 

 

ア．介護予防把握事業 1,000,000 1,000,000 

イ．介護予防普及啓発事業 200,000 200,000 

ウ．地域介護予防活動支援事業 2,900,000 3,300,000 

エ．一般介護予防事業評価事業 100,000 100,000 

オ．地域リハビリテーション活動支援事業 500,000 500,000 
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（２）包括的支援事業 

地域包括支援センターが，包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築に取り組み

ます。また，地域のケアマネジャーに対する個別支援を実施していきます。 

 
                                   （単位：円） 

 第６期 

 平成27年度 平成28年度 

包括的支援事業 59,336,000 51,300,000 

 

(1) 介護予防プラン作成事業 2,048,000 1,500,000 

(2) 包括支援センター運営事業 50,118,000 42,000,000 

(3) 総合相談支援 6,955,000 7,500,000 

(4) 権利擁護事業 122,000 150,000 

(5) ケアマネジメントリーダー活動等支援事業 93,000 150,000 
 
 
 

 第６期 第９期 

 平成29年度 平成37年度 

包括的支援事業 72,000,000 82,800,000 

 

(1) 介護予防プラン作成事業 1,800,000 1,800,000 

(2) 包括支援センター運営事業 50,000,000 60,000,000 

(3) 総合相談支援 7,700,000 8,500,000 

(4) 権利擁護事業 200,000 200,000 

(5) ケアマネジメントリーダー活動等支援事業 200,000 200,000 

(6) 在宅医療・介護連携推進事業 10,000,000 10,000,000 

(7) 日常生活支援サービスの基盤整備事業 100,000 100,000 

(8) 認知症施策 2,000,000 1,800,000 
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（３）任意事業 

介護予防事業，包括的支援事業以外に本市独自の事業等を，地域支援事業の任意

事業として実施します。 

 
                                   （単位：円） 

 第６期 

 平成27年度 平成28年度 

任意事業 37,341,000 37,614,000 

 

(1) 介護給付等費用適正化事業 2,311,000 2,200,000 

(2) サービス事業者振興事業 12,000 12,000 

(3) 家族介護教室事業 146,000 150,000 

(4) 高齢者見守り事業 770,000 510,000 

(5) 高齢者安心見守りシステム 6,493,000 6,500,000 

(6) 家族介護継続支援事業 26,759,000  27,500,000 

(7) 成年後見制度利用支援事業 808,000 700,000 

(8) 住宅改修支援事業（理由書作成） 42,000 42,000 
 
 
 

 第６期 第９期 

 平成29年度 平成37年度 

任意事業 38,012,000 39,062,000 

 

(1) 介護給付等費用適正化事業 2,500,000 2,500,000 

(2) サービス事業者振興事業 20,000 20,000 

(3) 家族介護教室事業 150,000 200,000 

(4) 高齢者見守り事業 600,000 800,000 

(5) 高齢者安心見守りシステム 6,500,000 6,500,000 

(6) 家族介護継続支援事業 27,500,000 28,000,000 

(7) 成年後見制度利用支援事業 700,000 1,000,000 

(8) 住宅改修支援事業（理由書作成） 42,000 42,000 
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８ 介護保険給付費推計 

 

（１）給付費推計 

 介護保険事業量の見込みにかかる給付費を算出すると，サービスごとの給付費総額

は，次のとおりです。 

（年間，単位：千円） 

   第５期  第６期  第９期 

 平成26年度 

（見込み） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

居宅サービス      

 ①訪問介護 214,640  243,025  284,089  327,875  448,350 

 ②訪問入浴介護 30,207  33,010  38,608  44,299  56,011 

 ③訪問看護 98,360  107,904  123,881  139,523  184,075 

 ④訪問リハビリテーション 4,728  5,692  6,837  7,855  9,870 

 ⑤居宅療養管理指導 7,927  9,359  11,399  13,494  16,493 

 ⑥通所介護 794,693  892,353  769,789  872,472  1,279,470 

 ⑦通所リハビリテーション 212,884  264,660  328,746  396,256  584,866 

 ⑧短期入所生活介護 163,226  174,520  183,669  190,564  240,326 

 ⑨短期入所療養介護（老健） 30,674  36,531  44,754  53,346  76,916 

 ⑩短期入所療養介護（病院等） 186  215  243  269  304 

 ⑪福祉用具貸与 104,083  107,643  119,015  130,016  146,824 

 ⑫特定福祉用具販売 4,960  5,688  6,634  7,436  8,484 

 ⑬住宅改修 10,449  12,100  14,393  16,510  19,757 

 ⑭特定施設入居者生活介護 115,990  126,147  138,071  150,281  202,938 

地域密着型サービス      

 
①定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 
0  0  0  0  0 

 ②夜間対応型訪問介護 0  0  0  0  0 

 ③認知症対応型通所介護 35,452  40,335  47,120  54,332  104,854 

 ④小規模多機能型居宅介護 126,974  142,610  155,162  172,799  242,865 

 ⑤認知症対応型共同生活介護 391,854  412,160  419,125  477,166  527,937 

 
⑥地域密着型特定施設入居者

生活介護 
0  0  0  0  0 

 
⑦地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
52,567  53,303  53,303  141,038  142,745 

 ⑧看護小規模多機能型居宅介護 0  0  0  40,366  67,009 

 ⑨地域密着型通所介護（仮称）   255,230  289,275  424,218 

介護保険施設サービス      

 ①介護老人福祉施設 889,821  1,073,269  1,108,715  1,108,715  1,513,135 

 ②介護老人保健施設 1,096,872  1,168,976  1,225,724  1,282,472  1,854,630 

 ③介護療養型医療施設 52,896  53,636  53,636  53,636  53,636 

居宅介護支援 220,281  245,931  278,962  304,285  372,754 

介護給付費 計 4,659,724  5,209,067  5,667,105  6,274,280  8,578,467 
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（年間，単位：千円） 

   第５期  第６期  第９期 

 平成26年度 

（見込み） 
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

介護予防サービス      

 ①介護予防訪問介護 35,087  36,357  36,728  17,609   

 ②介護予防訪問入浴介護 0  0  0  0  0 

 ③介護予防訪問看護 7,305  7,864  8,305  8,712  9,680 

 
④介護予防訪問リハビリテー
ション 

402  1,052  2,173  3,840  13,312 

 ⑤介護予防居宅療養管理指導 94  150  215  286  378 

 ⑥介護予防通所介護 75,541  85,123  94,767  50,763   

 
⑦介護予防通所リハビリテー
ション 

28,961  31,076  32,800  34,327  39,250 

 ⑧介護予防短期入所生活介護 985  697  715  745  996 

 
⑨介護予防短期入所療養介護

（老健） 
201  206  207  205  221 

 
⑩介護予防短期入所療養介護

（病院等） 
0  0  0  0  0 

 ⑪介護予防福祉用具貸与 6,359  6,665  6,989  7,272  8,454 

 ⑫特定介護予防福祉用具販売 1,227  1,432  1,672  1,943  2,363 

 ⑬介護予防住宅改修 2,078  2,108  2,129  2,117  2,287 

 
⑩介護予防特定施設入居者 
生活介護 

7,237  7,874  7,706  7,338  7,338 

地域密着型介護予防サービス      

 
①介護予防認知症対応型 

通所介護 
356  594  864  1,162  1,566 

 
②介護予防小規模多機能型 

居宅介護 
3,542  4,478  5,604  6,948  8,150 

 
③介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
3,767  4,519  5,299  6,101  8,046 

 
④介護予防地域密着型 

通所介護（仮称） 
  0  0  0 

介護予防支援 19,024  20,237  21,108  21,871  26,018 

予防給付費 計 192,166  210,432  227,281  171,239  128,059 
 

総給付費 4,851,890  5,419,499  5,894,386  6,445,519  8,706,526 
 

対前年度 伸び率  11.70% 8.76% 9.35%  

 

介護サービス給付費等推計総額 

（年間，単位：円） 

 第６期 第９期 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成37年度 

総給付費（一定以上所得者負担の調整後） 5,399,656,306 5,861,245,492 6,408,811,226 8,656,436,722 

特定入所者介護サービス費等給付額 

（資産等勘案調整後） 
213,599,216 210,581,452 223,399,218 400,712,888 

高額介護サービス費等給付額 102,195,571 111,968,781 122,676,628 254,730,443 

高額医療合算介護サービス費等給付額 13,552,083 14,848,102 16,268,062 33,779,626 

算定対象審査支払手数料 4,724,877 5,043,724 5,384,043 9,078,264 

標準給付費見込額（A） 5,733,728,054 6,203,687,552 6,776,539,177 9,354,737,942 

地域支援事業費（B） 130,700,000 123,660,000 290,912,000 283,362,000 

第１号被保険者負担相当額 

[(A)＋(B)の22％] 
1,290,174,172 1,392,016,461 1,554,839,259 2,313,143,986 
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（２）第１号保険料推計 

第１号被保険者の所得段階別保険料は，平成27年度から平成29年度までの，３か年

の第１号被保険者数及び総給付費等をもとに推計しています。 

 

第６期においては，保険給付費の更なる増加により，保険料額の大幅な上昇が確実

視されることから，国から低所得者対策の強化が示され，より安定的な介護保険制度

の運営のためには，被保険者の負担能力に応じたきめ細かい保険料段階の設定が必要

との考えが示されました。 

市としても，こうした国の考え方を参考としながら，低所得者への配慮を行いつつ，

介護保険事業の運営を維持できるような保険料の設定について検討を行った結果，第６

期においては，国が示した保険料段階よりも更に課税層の所得段階を更に細分化し，全

体として10段階設定としました。 

 
※ 保険料については，介護保険法（第129条）に以下のとおり定められています。 

 

第129条 市町村は，介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。）に充

てるため，保険料を徴収しなければならない。  

２  前項の保険料は，第一号被保険者に対し，政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定さ

れた保険料率により算定された保険料額によって課する。  

３  前項の保険料率は，市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて

算定した保険給付に要する費用の予想額，財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額，第百四十

七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業

及び保健福祉事業に要する費用の予定額，第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負

担等の額等に照らし，おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。  

４  市町村は，第一項の規定にかかわらず，第二号被保険者からは保険料を徴収しない。 

  

第６期 第５期 第９期 
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第１号被保険者数所得段階別推計 

                                     （単位：人） 

 第６期 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

第１号被保険者数 21,725 22,319 22,774 66,818 

 

前期(65～74歳) 11,380 11,665 11,827 34,872 

後期(75歳～) 10,345 10,654 10,947 31,946 

所得段階別被保険者数     

 

第１段階 3,809 3,913 3,993 11,715 

第２段階 1,252 1,286 1,312 3,850 

第３段階 1,209 1,242 1,267 3,718 

第４段階 4,713 4,843 4,941 14,497 

第５段階 3,082 3,166 3,231 9,479 

第６段階 2,795 2,872 2,930 8,597 

第７段階 2,570 2,640 2,694 7,904 

第８段階 1,403 1,441 1,471 4,315 

第９段階 562 577 589 1,728 

第10段階 330 339 346 1,015 

合  計 21,725 22,319 22,774 66,818 
 
※ 保険者数は，平成26年4月1日現在の所得段階を参考に算出したもので，予定保険料収納率などを配慮した所得

段階別加入割合補正後被保険者数とは異なります。 

 

第１号被保険者保険料の基準額の推計 
                                  （年間，単位：円，％，人） 

 第６期 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計 

標準給付費見込額 5,733,728,054 6,203,687,552 6,776,539,177 18,713,954,782 

地域支援事業費 130,700,000 123,660,000 290,912,000 545,272,000 

第１号被保険者負担分相当額 1,290,174,172 1,392,016,461 1,554,839,259 4,237,029,892 

調整交付金相当額 286,686,403 310,184,378 338,826,959 935,697,739 

調整交付金見込交付割合 5.03 4.93 4.83  

 
後期高齢者加入割合補正係数 1.0082  1.0158  1.0222   

所得段階別加入割合補正係数 0.9837  0.9837  0.9837   

調整交付金見込額 288,407,000 305,842,000 327,307,000 921,556,000 

財政安定化基金償還金 0 0 0 0 

準備基金取崩額    134,000,000  

保険料収納必要額    4,117,171,631 

予定保険料収納率  98.26   

所得段階別加入割合補正後被保険者数 21,423 22,008 22,457 65,889 

保険料の基準額     

 保険料(年額)     

 保険料(月額)     
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所 得 段 階 別 保 険 料 
                                      （単位：円，％） 

所得段階 対  象  者 調 整 率 
保険料 

年額 (月額) 

第１段階 

①生活保護を受けている方，又は老齢福祉年金の受給者

で世帯全員が市民税非課税の方 

②世帯全員が市民税非課税で，前年の［合計所得金額＋

課税年金収入額］が80万円以下で，第１段階に該当し

ない方 

基準額 

×0.50 
  

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で，前年の［合計所得金額＋課

税年金収入額］が80万円を超え120万円以下の方 

基準額 

×0.75 
  

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で，前年の［合計所得金額＋課

税年金収入額］が120万円超の方 

基準額 

×0.75 
  

第４段階 

世帯に市民税課税者がいるが，本人は市民税非課税で，

前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が80万円以下の

方 

基準額 

×0.90 
  

第５段階 
世帯に市民税課税者がいるが，本人は市民税非課税で，

前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が80万円超の方 

基準額 

×1.00 
  

第６段階 
本人が市民税課税者で，前年の合計所得金額が120万円

未満の方 

基準額 

×1.20 
  

第７段階 
本人が市民税課税者で，前年の合計所得金額が120万円

以上190万円未満の方 

基準額 

×1.30 
  

第８段階 
本人が市民税課税者で，前年の合計所得金額が190万円

以上290万円未満の方 

基準額 

×1.50 
  

第９段階 
本人が市民税課税者で，前年の合計所得金額が290万円

以上500万円未満の方 

基準額 

×1.70 
  

第10段階 
本人が市民税課税者で，前年の合計所得金額が500万円

以上の方 

基準額 

×1.80 
  

 
※ 保険料年額は，基準額（●●●●円／月）に段階毎の割合を乗じ，１０円未満を切り捨てていま
す。 

 

【６５歳以上の方の介護保険料が上がる理由】 

・ 高齢者が急激に増加することに伴い，介護サービス利用者の増加が見込まれます。 

・ ６５歳以上の方（第１号被保険者）の負担割合が２１％から２２％となります。 

（４０歳から６４歳の方の負担割合は２９％から２８％となります。） 

 

【介護保険料が上がることに対する軽減策】 

・ 市の介護給付費準備基金（現在までの剰余積立金）を取り崩して繰り入れます。 

・ 新たな所得段階等を設定し，負担能力に応じた保険料とします。 
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（３）財源構成 

平成27年４月から，介護保険の費用負担割合は以下のとおりとなります。 

 

介護給付費 

 

■居宅給付費                 ■施設等給付費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＊１ 居宅給付費とは，施設等給付費以外の給付費。 

＊２ 施設等給付費とは，都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護

療養型医療施設，（介護予防）特定施設入居者生活介護及び介護保険施設の特定入所者介護サービスに

係る給付費。 

 

地域支援事業費 

 
【平成27年度～平成28年度】 
■介護予防事業費              ■包括的支援事業･任意事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
＊ 国，都道府県，２号保険料（40～64歳の方の保険料）については，それぞれ国，都道府県，社会保険

診療報酬支払基金から，「地域支援事業交付金」として，各市町村の介護保険特別会計に交付されます。

（介護保険法第122条の２第２項，第123条第４項，第126条第１項） 
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【平成29年度】 
■介護予防・日常生活支援総合事業      ■包括的支援事業･任意事業費 
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第６章 計画の推進体制 
 

１ 連携体制 

 

（１）行政内部の連携 

今後の高齢者保健福祉及び介護保険事業は，サービスの範囲が拡大し，量的にも

増大していくことから，行政内部の連携は更に重要となってきます。 

高齢者を見守り支えるという観点では地域福祉が，高齢者の健康増進という観点か

らは健康づくりが，高齢者の疾病対策等には保健・医療が関わることから，特に，こ

れらの部門の連携を密にして調整を図っていきます。 

また，保健・福祉分野だけで高齢者の施策を行うのでは十分な効果は期待できな

いため，生涯学習においては教育行政部門，高齢者向け住宅においては住宅行政部門

等と連携を図り，一体的な支援をしていきます。 

さらに，地域の自主性及び自立性を高めるための改革が進められ，新たに顕在化して

くる行政課題へ対応し，高齢者が身近な地域で自立した生活を営める福祉施策を更に推

進するためには，社会経済状況の変化に対応した諸施策への転換や効率的な行財政運営

に努め，財政基盤を確立することが重要です。 

このため，国や県の福祉施策の動向を注視しながら，財政部門とも連携して，福祉

サービスの利用と負担の適正化や施策の展開を進めていきます。 

 

（２）各機関との連携 

高齢者保健福祉及び介護保険事業は，行政ばかりでなく，保健・医療・福祉機関と

の協力や支援を得て提供されているサービスもあります。 

特に，本計画においては，医療，介護，予防，住まい，生活支援サービスを切れ目

なく，有効的かつ一体的に提供する「地域包括ケア」の構築・推進を目指すことから，

市社会福祉協議会，医師会，歯科医師会，介護サービス事業者，水戸保健所など，

県内の多くの機関との関わりは，一層深いものとなっています。 

また，介護保険のサービスは，市町村の圏域を越えて利用されるものです。サービス

基盤の充実やサービスの向上については，近隣市町村との情報交換や調整など，広域的

な連携が重要となります。 

これらの関係機関との連携や県及び各市町村との連携を強化して，サービスの充実

を図っていきます。 

なお，関係機関には，それぞれ取り組んでいる計画や事業に基づき，自発的に推進

していただく役割を担っていただきますが，本市は，その活動を尊重しながら，

協働や連携に向けた場づくりやルールづくりを進め，各機関と足並みをそろえた取

り組みを進めていきます。 
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（３）地域団体との連携・支援 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は今後も増加し，また，医療ニーズの高

い高齢者や寝たきり高齢者，認知症高齢者等も増加が見込まれます。そのため，日常

生活に何らかの支援を必要とする家庭の増加が考えられます。 

「地域包括ケアシステム」の構築・推進の観点から，地域包括支援センターの機能

強化は日増しに強く求められているところです。本市としても，引き続き地域包括支

援センターの機能を充実させるとともに，地域ケア会議等を開催し，保健・医療・福祉・

地域との連携を，より密接なものになるよう取り組みます。 

また，保健・医療・福祉に係る各種サービスを総合的に調整し，課題が複合してい

るケース等の対策について，今後も連携を強化します。 

さらに，地域の民生委員・児童委員やボランティア，近隣の住民が中心となる多様

な活動主体と連携しながら，地域をあげての支援を推進していきます。 
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２ 計画の推進 

 

関係各課や関係機関との意見交換，住民からの意見･要望の把握等をもとに，計画の

進捗状況について，本市が点検及び評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【計画推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画  

高齢者福祉・介護 

保険事業運営委員会 

（庁内） 

各部門 

（庁内） 

推進チーム 

計画の実行・達成  

計画推進 
計画の策定 

連絡調整 

進行管理 

高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 

策定委員会 

 

  
市  民 

（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ） 

 

 
庁内各課 

関係機関 

計画の策定 意見・要望 意見・交換 計画の推進 
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付属資料 
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付属資料 
 

１ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員名簿 

 

                              

氏 名 所 属 機 関 等 備 考 

立川 士郎 市医師会代表 
副委員長 

第１回～第２回策定委員会 

神代 千佳子 市医師会代表 
副委員長 

第３回～第４回策定委員会 

清宮 俊秀 市歯科医師会代表  

塩畑 敏之 市社会福祉協議会代表  

常井  滋 市連合民生委員・児童委員協議会代表  

竹田 和子 笠間地区在宅介護者の会代表  

小森  聡 かさまケアマネ会代表  

梅井 正道 市内地域密着型サービス事業者代表  

根本  玄 市内施設介護サービス事業者代表  

藤井 晶子 市内居宅介護サービス事業者代表  

藤枝 好博 被保険者代表（市高齢者クラブ連合会）  

大藏 倫博 筑波大学体育系准教授 委員長 

大和 慎一 水戸保健所長  

横倉 きん 市議会文教厚生委員会委員 第１回～第３回策定委員会 

市村 博之 市議会教育福祉委員会委員 第４回策定委員会 

櫻井 史晃 市福祉部長  
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２ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定の経過 
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３ 笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

  （平成20年５月７日訓令第10号） 

 

（設置） 

第１条 笠間市の高齢者福祉計画及び介護保険事業計画について調査審議するため，笠間

市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（平２０訓令１０・一部改正） 

（事務） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 高齢者福祉計画に関すること。 

（２） 介護保険事業計画に関すること。 

（３） その他必要なこと。 

（平２０訓令１０・一部改正） 

（組織） 

第３条 委員会は，委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し，又は委嘱する。 

（１） 関係公務員 

（２） 保健医療関係者 

（３） 学識経験者 

（４） 福祉関係者 

（５） 被保険者代表 

（６） サービス利用者代表 

（７） 費用負担関係者等 

３ 委員の任期は，３年間とし，再任を妨げない。 

４ 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に，委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選によって定める。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 副委員長は，委員会を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は，福祉部高齢福祉課において処理する。 
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（その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この訓令は，平成１８年３月１９日から施行する。 

附 則（平成１９年訓令第２号） 

この訓令は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年訓令第１０号） 

この訓令は，公布の日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 
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